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条例

甲府市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部を改正する

条例をここに公布する。 

  令和８年３月２４日

甲府市長 樋 口 雄 一

甲府市条例第１号

甲府市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部を改正

する条例

甲府市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１７年６月

条例第１６号）の一部を次のように改正する。

第１３条を第１４条とする。

 第１２条中「及び前条」を「並びに第１１条第１項、第２項前段及び第３項」に

改め、「教育委員会規則」と」の次に「、前条の規定中「市長」とあるのは「教育

委員会」と、「したとき若しくは同条第２項の規定により使用料の額を定めたとき

は、」とあるのは「したときは遅滞なくその旨を、市長は、同条第２項の規定によ

り使用料の額を定めたときは」と」を加え、同条を第１３条とする。

第１１条中「又は」を「若しくは」に改め、「あったとき」の次に「又は前条第

１項の規定により管理の業務の全部若しくは一部を自ら行うこととしたとき若しく

は同条第２項の規定により使用料の額を定めたとき」を加え、同条を第１２条とす

る。

第１０条の次に次の１条を加える。

 （市長による管理）

第１１条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者に管理を行

わせようとする公の施設に係る他の条例（次項において「施設条例」という。）
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の規定にかかわらず、当該施設の管理の業務の全部又は一部を自ら行うことがで

きる。この場合において、現に指定管理者から受けている使用又は利用の許可そ

の他の行為は、市長から受けた使用の許可その他の行為とみなす。 

 ⑴ 第３条の規定による申請がなかったとき。 

 ⑵ 第４条第１項各号に掲げる選定基準に適合するものがなかったとき。 

 ⑶ 第７条第１項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて

管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 

 ⑷ 指定管理者が、天災その他の事由により管理の業務の全部又は一部を行うこ

とが困難となった場合において必要があると認めるとき。 

２ 前項の場合において、施設条例に利用料金を指定管理者の収入として収受させ

る旨の規定があるときは、市長は、当該利用料金に代えて使用料を徴収するもの

とする。この場合において、使用料の額は、当該施設条例で定める利用料金に相

当する額（当該施設条例において利用料金の上限額を定めている場合は、当該上

限額を超えない範囲で市長が定める額）とする。 

３ 市長は、前項の使用料について、特別な理由があると認めるときは、減免し、

又は全部若しくは一部を還付することができる。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－6－



甲府市保健所関係手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和８年３月２４日

甲府市長 樋 口 雄 一

甲府市条例第２号

甲府市保健所関係手数料条例の一部を改正する条例

甲府市保健所関係手数料条例（平成３０年１２月条例第３５号）の一部を次のよ

うに改正する。

 別表第７６号中「第１４条第１５項」を「第１４条第１３項」に改め、同表第

８７号から第８９号までを次のように改める。

( 8 7 ) から ( 8 9 ) まで  削除

  附 則

 この条例は、令和８年５月１日から施行する。ただし、別表第８７号から第８９

号までの改正規定は、公布の日から施行する。
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 甲府市森林等の火入れに関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和８年３月２４日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第３号 

   甲府市森林等の火入れに関する条例の一部を改正する条例 

 甲府市森林等の火入れに関する条例（昭和６０年３月条例第１４号）の一部を次

のように改正する。 

 第１１条第１項中「、異常乾燥注意報又は火災警報」を「若しくは乾燥注意報が

発表され、又は火災警報若しくは林野火災に関する注意報」に改め、同条第２項中

「とき、」を「場合」に、「、異常乾燥注意報又は火災警報」を「若しくは乾燥注

意報が発表され、又は火災警報若しくは林野火災に関する注意報」に、「ときに

は」を「場合には」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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 甲府市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例をここに公布す

る。 

  令和８年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第４号 

甲府市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例 

目次 

第１章 総則（第１条～第３条） 

第２章 特定乳児等通園支援事業者の運営に関する基準  

第１節 利用定員に関する基準（第４条） 

 第２節 運営に関する基準（第５条～第３３条） 

第３章 雑則（第３４条・第３５条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下

「法」という。）第５４条の３において準用する法第４６条第２項の規定に基づ

き、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

 ⑴ 特定乳児等通園支援 法第３０条の２０第１項に規定する特定乳児等通園支

援をいう。 

 ⑵ 特定乳児等通園支援事業 特定乳児等通園支援を行う事業をいう。 

 ⑶ 特定乳児等通園支援事業者 法第５４条の３に規定する特定乳児等通園支援

事業者をいう。 
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 ⑷ 支給対象小学校就学前子ども 法第３０条の１４に規定する支給対象小学校

就学前子どもをいう。 

 ⑸ 特定教育・保育施設等 法第２７条第１項に規定する特定教育・保育施設及

び法第２９条第１項に規定する特定地域型保育事業者をいう。 

 ⑹ 特定乳児等通園支援事業所 特定乳児等通園支援事業者が特定乳児等通園支

援事業を行う事業所をいう。 

 ⑺ 乳児等支援給付認定子ども 法第３０条の１６に規定する乳児等支援給付認

定子どもをいう。 

 ⑻ 乳児等支援給付認定保護者 法第３０条の１５第３項に規定する乳児等支援

給付認定保護者をいう。 

 （一般原則） 

第３条 特定乳児等通園支援事業者は、良質かつ適切であり、かつ、子どもの保護

者の経済的負担の軽減について適切に配慮された内容及び水準の特定乳児等通園

支援の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環

境が等しく確保されることを目指さなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用する支

給対象小学校就学前子どもの意思及び人格を尊重して、常に当該支給対象小学校

就学前子どもの立場に立って特定乳児等通園支援を提供するように努めなければ

ならない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行

い、県、市、特定教育・保育施設等、他の特定乳児等通園支援事業者、地域子ど

も・子育て支援事業を行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉

サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用する支

給対象小学校就学前子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置す

る等必要な体制の整備を行うとともに、特定乳児等通園支援事業者が特定乳児等

通園支援事業所の職員に対し、研修の実施その他の措置を講ずるよう努めなけれ

ばならない。 

５ 特定乳児等通園支援事業者及びその職員は、甲府市暴力団排除条例（平成２４

年３月条例第２号）第２条第１号に規定する暴力団又は同条第３号に規定する暴
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力団員等であってはならない。 

   第２章 特定乳児等通園支援事業者の運営に関する基準 

    第１節 利用定員に関する基準 

第４条 特定乳児等通園支援事業者は、１時間当たりの利用定員（法第５４条の２

第１項の確認において定めるものに限る。次項において同じ。）を定めるものと

する。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもが当該特定乳児等通

園支援事業者が提供する特定乳児等通園支援を利用する時間数、特定乳児等通園

支援事業所が開所する日数及び時間その他の事情を考慮して１月当たりの利用定

員を定めるものとする。 

    第２節 運営に関する基準 

 （面談） 

第５条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る特定乳児

等通園支援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子どもに対して

最初に特定乳児等通園支援を提供しようとするときに、当該乳児等支援給付認定

子ども及びその保護者の心身の状況及び当該乳児等支援給付認定子どもの養育環

境を把握するための当該保護者との面談（映像及び音声の送受信により相手の状

態を相互に認識しながらする通話を含む。）を行わなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の面談を行うに当たっては、あらかじめ、

第２０条に規定する運営規程の概要、職員の勤務の体制、第１３条の規定により

当該特定乳児等通園支援事業者が支払を受ける費用に関する事項その他の提供す

る特定乳児等通園支援に関する重要事項を記載した文書を交付しなければならな

い。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、第１項の面談において、前項の重要事項を説明

し、当該申込みに係る特定乳児等通園支援の提供について保護者の同意を得なけ

ればならない。 

 （正当な理由のない提供拒否の禁止） 

第６条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定保護者から利用の申込

みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。 

 （あっせん及び要請に対する協力） 
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第７条 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援の利用に

ついて法第５４条の３において準用する法第５４条第１項の規定により市が行う

あっせん及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。 

 （乳児等支援支給認定証に記載された事項の確認） 

第８条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る特定乳児

等通園支援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子どもに対して

最初に特定乳児等通園支援を提供するに際し、乳児等支援給付認定保護者から法

第３０条の１５第３項に規定する乳児等支援支給認定証の提示を受けたときは、

子ども・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４号）第２８条の２４

各号に掲げる事項を確認するものとする。 

 （乳児等支援給付認定の申請に係る援助） 

第９条 特定乳児等通園支援事業者は、法第３０条の１５第１項の認定（以下この

条において「乳児等支援給付認定」という。）を受けていない保護者から利用の

申込みがあった場合は、当該保護者の意思を踏まえて速やかに乳児等支援給付認

定の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

 （心身の状況等の把握） 

第１０条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援の提供に当たって

は、乳児等支援給付認定子ども及びその保護者の心身の状況、当該乳児等支援給

付認定子どもの養育環境、他の特定乳児等通園支援事業者が提供する特定乳児等

通園支援の利用状況その他の教育・保育等（法第５６条第１項に規定する教育・

保育等をいう。）の利用の状況の把握に努めなければならない。 

 （特定教育・保育施設等との連携） 

第１１条 特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等において継続的に

提供される法第２７条第１項に規定する特定教育・保育及び法第２９条第１項に

規定する特定地域型保育との円滑な接続に資するよう、乳児等支援給付認定子ど

もに係る情報の提供その他特定教育・保育施設等との密接な連携に努めなければ

ならない。 

 （特定乳児等通園支援の提供の記録） 

第１２条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を提供した際は、提

供した日時、時間、内容その他必要な事項を記録しなければならない。 

－12－



 （支払） 

第１３条 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領（法第３０条の２０第５項

（法第３０条の２１第３項において準用する場合を含む。）の規定により市が支

払う特定乳児等通園支援に要した費用の額の一部を、乳児等支援給付認定保護者 

に代わり特定乳児等通園支援事業者が受領することをいう。次条において同

じ。）を受けないときは、乳児等支援給付認定保護者から、当該特定乳児等通園

支援に係る特定乳児等通園支援費用基準額（法第３０条の２０第３項に規定する

額をいう。次項において同じ。）の支払を受けるものとする。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の支払を受ける額のほか、特定乳児等通園

支援の提供に当たって、当該特定乳児等通園支援の質の確保及び向上を図る上で

必要であると認められる対価について、当該特定乳児等通園支援に要する費用と

して見込まれるものの額と特定乳児等通園支援費用基準額との差額に相当する金

額の範囲内で設定する額の支払を乳児等支援給付認定保護者から受けることがで

きる。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、特定乳児等通

園支援において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払

を乳児等支援給付認定保護者から受けることができる。 

 ⑴ 日用品、文房具その他の特定乳児等通園支援に必要な物品の購入に要する費

用 

 ⑵ 特定乳児等通園支援に係る行事への参加に要する費用 

 ⑶ 食事の提供に要する費用 

 ⑷ 特定乳児等通園支援事業所に通う際に提供される便宜に要する費用 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、特定乳児等通園支援において提供される便宜に

要する費用のうち、特定乳児等通園支援の利用において通常必要とされるもの

に係る費用であって、乳児等支援給付認定保護者に負担させることが適当と認

められるもの 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、前３項の費用の額の支払を受けた場合は、当該

費用の額を支払った乳児等支援給付認定保護者に対し、当該費用に係る領収証を

交付しなければならない。 

５ 特定乳児等通園支援事業者は、第２項及び第３項の金銭の支払を求める際は、
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あらかじめ、当該金銭の使途及び額並びに乳児等支援給付認定保護者に金銭の支

払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、乳児等支援給付認

定保護者に対して説明を行い、文書による同意を得なければならない。ただし、

第３項の規定による金銭の支払に係る同意については、文書によることを要しな

い。 

 （乳児等支援給付費の額に係る通知等） 

第１４条 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領により特定乳児等通園支援

に係る乳児等支援給付費の支給を受けた場合は、乳児等支援給付認定保護者に対

し、当該乳児等支援給付認定保護者に係る乳児等支援給付費の額を通知しなけれ

ばならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領を行わない特定乳児等通園支援に

係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した特定乳児等通園支援の内容、

利用時間、費用の額その他必要と認められる事項を記載した特定乳児等通園支援

提供証明書を乳児等支援給付認定保護者に対して交付しなければならない。 

 （特定乳児等通園支援の取扱方針） 

第１５条 特定乳児等通園支援事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基

準（昭和２３年厚生省令第６３号）第３５条の規定に基づき保育所における保育

の内容について内閣総理大臣が定める指針に準じ、乳児等通園支援事業（児童福

祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第２３項に規定する乳児等通園支

援事業をいう。）の特性に留意して、支給対象小学校就学前子ども及びその保護

者の心身の状況等に応じて、特定乳児等通園支援の提供を適切に行わなければな

らない。 

 （特定乳児等通園支援に関する評価等） 

第１６条 特定乳児等通園支援事業者は、自らその提供する特定乳児等通園支援の

質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、その結

果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。 

 （相談及び援助） 

第１７条 特定乳児等通園支援事業者は、常に乳児等支援給付認定子ども及びその

保護者の心身の状況並びに当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境の的確な把
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握に努め、当該乳児等支援給付認定子ども及びその保護者からの相談に適切に応

じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。 

 （緊急時等の対応） 

第１８条 特定乳児等通園支援事業所の職員は、現に特定乳児等通園支援の提供を

行っているときに乳児等支援給付認定子どもに体調の急変が生じた場合その他必

要な場合は、速やかに当該乳児等支援給付認定子どもの保護者又は医療機関への

連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

 （乳児等支援給付認定保護者に関する市への通知） 

第１９条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を受けている乳児等

支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者が偽りその他不正な行為に

よって乳児等支援給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、

意見を付してその旨を市に通知しなければならない。 

 （運営規程） 

第２０条 特定乳児等通園支援事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事

項に関する規程（第２３条において「運営規程」という。）を定めておかなけれ

ばならない。 

 ⑴ 特定乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針 

 ⑵ その提供する特定乳児等通園支援の内容 

 ⑶ 職員の職種、員数及び職務の内容 

 ⑷ 特定乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日 

 ⑸ 第１３条の規定により乳児等支援給付認定保護者から支払を受ける費用の種

類、支払を求める理由及びその額 

 ⑹ 第４条第１項の規定により定める１時間当たりの利用定員 

 ⑺ 特定乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項その他の利用に

当たっての留意事項 

 ⑻ 緊急時等における対応方法 

 ⑼ 非常災害対策 

 ⑽ 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ⑾ その他特定乳児等通園支援事業の運営に関する重要事項 

 （勤務体制の確保等） 
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第２１条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対し、適切

な特定乳児等通園支援を提供することができるよう、特定乳児等通園支援事業所

ごとに職員の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所ごとに、当該特定乳

児等通園支援事業所の職員によって特定乳児等通園支援を提供しなければならな

い。ただし、特定乳児等通園支援の提供に直接影響を及ぼさない業務について

は、この限りでない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員の資質の向上

のために、その研修の機会を確保しなければならない。 

 （利用定員の遵守） 

第２２条 特定乳児等通園支援事業者は、第４条第１項の規定により定める１時間

当たりの利用定員を超えて特定乳児等通園支援の提供を行ってはならない。 

 （掲示等） 

第２３条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の見やすい場

所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、第１３条の規定により乳児等支援給

付認定保護者から支払を受ける費用の額その他の利用の申込みをした者の特定乳

児等通園支援事業所の選択に資すると認められる重要事項を掲示するとともに、

電気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によって直接受信されることを

目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線

放送に該当するものを除く。）により公衆の閲覧に供しなければならない。 

 （乳児等支援給付認定子どもを平等に取り扱う原則） 

第２４条 特定乳児等通園支援事業所においては、乳児等支援給付認定子どもの国

籍、信条、社会的身分又は第１３条の規定による支払の状況によって、差別的取

扱いをしてはならない。 

 （虐待等の禁止） 

第２５条 特定乳児等通園支援事業所の職員は、乳児等支援給付認定子どもに対

し、児童福祉法第３３条の１０第１項各号に掲げる行為その他当該乳児等支援給

付認定子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

 （秘密保持等） 

第２６条 特定乳児等通園支援事業所の職員及び管理者は、正当な理由がなく、そ
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の業務上知り得た乳児等支援給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らしてはな

らない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員であった者

が、正当な理由がなく、その業務上知り得た乳児等支援給付認定子ども又はその

家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等、他の特定乳児等通園支

援事業者、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関に対して、乳児等

支援給付認定子どもに関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により当該

乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者の同意を得ておかな

ければならない。 

 （情報の提供等） 

第２７条 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用

しようとする乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者が、そ

の希望を踏まえて適切に特定乳児等通園支援事業者を選択することができるよう

に、その提供する特定乳児等通園支援の内容に関する情報の提供を行うよう努め

なければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、当該特定乳児等通園支援事業者について広告を

する場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。 

 （利益供与等の禁止） 

第２８条 特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業（法第５９条第１号に規

定する事業をいう。）その他の地域子ども・子育て支援事業を行う者（次項にお

いて「利用者支援事業者等」という。）、教育・保育施設、地域型保育事業者

（地域型保育を行う事業者をいう。次項において同じ。）若しくは乳児等通園支

援事業者（乳児等通園支援を行う事業者をいう。次項において同じ。）又はその

職員に対し、支給対象小学校就学前子ども又はその家族に対して当該特定乳児等

通園支援事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与

してはならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業者等、教育・保育施設、地域型

保育事業者若しくは乳児等通園支援事業者又はその職員から、支給対象小学校就

学前子ども又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利
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益を収受してはならない。 

 （苦情解決） 

第２９条 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関す

る乳児等支援給付認定子ども又は乳児等支援給付認定保護者その他の当該乳児等

支援給付認定子どもの家族（以下この条において「乳児等支援給付認定子ども

等」という。）からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付ける

ための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の

内容その他の事項を記録しなければならない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関する乳児

等支援給付認定子ども等からの苦情に関して市が実施する事業に協力するよう努

めなければならない。 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関し、法第

３０条の１３において準用する法第１４条第１項の規定により市が行う報告若し

くは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は市の職員からの質問若

しくは特定乳児等通園支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に

応じ、及び乳児等支援給付認定子ども等からの苦情に関して市が行う調査に協力

するとともに、市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って

必要な改善を行わなければならない。 

５ 特定乳児等通園支援事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の

内容を市に報告しなければならない。 

 （地域との連携等） 

第３０条 特定乳児等通園支援事業者は、その運営に当たっては、地域住民又はそ

の自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければなら

ない。 

 （事故発生の防止及び発生時の対応） 

第３１条 特定乳児等通園支援事業者は、事故の発生又はその再発を防止するた

め、次の各号に定める措置を講じなければならない。 

 ⑴ 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故

発生の防止のための指針を整備すること。 

－18－



 ⑵ 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該

事実が報告され、その分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制を整備す

ること。 

 ⑶ 事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこと。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等

通園支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに市及び当該乳児等支援給

付認定子どもの家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならな

い。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置

について記録しなければならない。 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等

通園支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行

わなければならない。 

 （会計の区分） 

第３２条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業の会計をその他

の事業の会計と区分しなければならない。 

 （記録の整備等） 

第３３条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員、設備

及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等

通園支援の提供に関する次に掲げる記録等を整備し、その完結の日から５年間保

存しなければならない。 

 ⑴ 第１５条に定めるものに基づく特定乳児等通園支援の提供に当たっての計画 

 ⑵ 第１２条の規定による特定乳児等通園支援の提供の記録 

 ⑶ 第１９条の規定による市への通知に係る記録 

 ⑷ 第２９条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

 ⑸ 第３１条第３項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について

の記録 

   第３章 雑則 

 （電磁的記録等） 
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第３４条 特定乳児等通園支援事業者は、記録、作成、保存その他これらに類する

もののうち、この条例の規定において書面等（書面、書類、文書、謄本、抄本、

正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情

報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）により行

うことが規定されているものについては、当該書面等に代えて、当該書面等に係

る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識すること

ができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供さ

れるものをいう。以下この条において同じ。）により行うことができる。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、この条例の規定による書面等の交付又は提出に

ついては、当該書面等が電磁的記録により作成されている場合には、当該書面等

の交付又は提出に代えて、第４項で定めるところにより、乳児等支援給付認定保

護者の承諾を得て、当該書面等に記載すべき事項（以下この条において「記載事

項」という。）を電子情報処理組織（特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電

子計算機と、乳児等支援給付認定保護者の使用に係る電子計算機とを電気通信回

線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。）を使用する

方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この

条において「電磁的方法」という。）により提供することができる。この場合に

おいて、当該特定乳児等通園支援事業者は、当該書面等を交付し、又は提出した

ものとみなす。 

 ⑴ 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

  ア 特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機と乳児等支援給付認定

保護者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、

受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

  イ 特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル

に記録された記載事項を電気通信回線を通じて乳児等支援給付認定保護者の

閲覧に供し、乳児等支援給付認定保護者の使用に係る電子計算機に備えられ

た当該乳児等支援給付認定保護者のファイルに当該記載事項を記録する方法

（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合

にあっては、特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられ

たファイルにその旨を記録する方法） 

－20－



 ⑵ 電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）をもって調製するフ

ァイルに記載事項を記録したものを交付する方法 

３ 前項各号に掲げる方法は、乳児等支援給付認定保護者がファイルへの記録を出

力することにより文書を作成することができるものでなければならない。 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、第２項の規定により記載事項を提供しようとす

るときは、あらかじめ、当該記載事項を提供する乳児等支援給付認定保護者に対

し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方

法による承諾を得なければならない。 

 ⑴ 第２項各号に規定する方法のうち特定乳児等通園支援事業者が使用するもの 

 ⑵ ファイルへの記録の方式 

５ 前項の規定による承諾を得た特定乳児等通園支援事業者は、当該乳児等支援給

付認定保護者から文書又は電磁的方法により、電磁的方法による提供を受けない

旨の申出があったときは、当該乳児等支援給付認定保護者に対し、第２項に規定

する記載事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該乳児等

支援給付認定保護者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでな

い。 

６ 第２項から前項までの規定は、この条例の規定による書面等による同意の取得

について準用する。この場合において、第２項中「書面等の交付又は提出」とあ

り、及び「書面等に記載すべき事項（以下この条において「記載事項」とい

う。）」とあるのは「書面等による同意」と、「第４項」とあるのは「第６項に

おいて準用する第４項」と、「提供する」とあるのは「得る」と、「書面等を交

付し、又は提出した」とあるのは「書面等による同意を得た」と、「記載事項

を」とあるのは「同意に関する事項を」と、「提供を受ける」とあるのは「同意

を行う」と、「受けない」とあるのは「行わない」と、「交付する」とあるのは

「得る」と、第３項中「前項各号」とあるのは「第６項において準用する前項各

号」と、第４項中「第２項」とあるのは「第６項において準用する第２項」と、

「記載事項を提供しよう」とあるのは「同意を得よう」と、「記載事項を提供す

る」とあるのは「同意を得ようとする」と、同項第１号中「第２項各号」とある

のは「第６項において準用する第２項各号」と、第５項中「前項」とあるのは

「第６項において準用する前項」と、「提供を受けない」とあるのは「同意を行

－21－



わない」と、「第２項に規定する記載事項の提供」とあるのは「この条例の規定

による書面等による同意の取得」と読み替えるものとする。 

 （委任） 

第３５条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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 甲府市行政手続条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和８年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第５号 

   甲府市行政手続条例の一部を改正する条例 

 甲府市行政手続条例（平成９年３月条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 第１５条第１項中「名あて人」を「名宛人」に改め、同条第３項中「名あて人」

を「名宛人」に、「その者の氏名、同項第３号及び第４号に掲げる事項並びに当該

行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当

該行政庁の事務所の掲示場に掲示すること」を「公示の方法」に改め、同項後段を

削り、同条に次の１項を加える。 

４ 前項の公示の方法による通知は、不利益処分の名宛人となるべき者の氏名、第

１項第３号及び第４号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を

記載した書面をいつでもその者に交付する旨（以下この項において「公示事項」

という。）を規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状

態に置くとともに、公示事項が記載された書面を当該行政庁の事務所の掲示場に

掲示し、又は公示事項を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したも

のの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによって行うものとす

る。この場合においては、当該措置を開始した日から２週間を経過したときに、

当該通知がその者に到達したものとみなす。 

 第１６条第１項中「同条第３項後段」を「同条第４項後段」に改める。 

 第２２条第３項中「第１５条第３項」及び「同条第３項」の次に「及び第４項」

を加え、「名あて人」を「名宛人」に改め、「と、」の次に「同項中」を加え、

「掲示を始めた日から２週間を経過した」を削り、「、掲示を始めた」を「、当該

措置を開始した」に改める。 

 第２９条中「第１５条第３項及び」の次に「第４項並びに」を加え、「「同項第
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３号」を「同条第４項中「第１項第３号」に、「同条第３号」を「第２８条第３

号」に、「同条第３項後段」を「同条第４項後段」に、「第１５条第３項後段」を

「第１５条第４項後段」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、令和８年５月２１日から施行する。 

２ この条例による改正後の甲府市行政手続条例第１５条第３項及び第４項の規定

（これらの規定を同条例又は他の条例において準用する場合を含む。）は、この

条例の施行の日以後にする通知について適用し、同日前にした通知については、

なお従前の例による。 
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 甲府市市民会館条例を廃止する条例をここに公布する。 

  令和８年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第６号 

   甲府市市民会館条例を廃止する条例 

 甲府市市民会館条例（昭和３７年７月条例第２７号）は、廃止する。 

   附 則 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 議会の議決に付すべき公の施設の廃止及び長期かつ独占的利用に関する条例

（昭和４３年３月条例第５号）の一部を次のように改正する。 

  第２条中第２号を削り、第３号から第２８号までを１号ずつ繰り上げる。 
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 甲府市立保育所設置及び管理条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和８年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第７号 

   甲府市立保育所設置及び管理条例の一部を改正する条例 

甲府市立保育所設置及び管理条例（昭和６２年３月条例第１３号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条の表甲府市上九一色保育所の項を削る。 

附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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 甲府市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例をここに公布する。 

  令和８年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第８号 

   甲府市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例 

 甲府市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和７年

３月条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 第９条の見出しを「（乳児等通園支援事業所の職員の一般的要件）」に改め、同

条中「乳児等通園支援事業者」を「乳児等通園支援事業所」に改める。 

 第１０条の見出し及び同条第１項中「乳児等通園支援事業者」を「乳児等通園支

援事業所」に改める。 

 第１３条の見出し中「防止」を「禁止」に改め、同条中「乳児等通園支援事業

者」を「乳児等通園支援事業所」に改める。 

 第１６条第６号中「乳児及び幼児の区分ごとの」を削り、同条第７号中「並び

に」を「その他の」に改める。 

 第１８条第１項中「乳児等通園支援事業者」を「乳児等通園支援事業所」に改め

る。 

 第２０条第３項中「係る利用定員」の次に「（子ども・子育て支援法（平成２４

年法律第６５号）第２７条第１項又は同法第２９条第１項の確認において定める利

用定員をいう。）」を加える。 

 第２２条の次に次の１条を加える。 

 （設備及び職員の基準の特例） 

第２２条の２ 子ども・子育て支援法第３０条第１項第４号に規定する特例保育を

行う事業者が、当該特例保育を行う事業所において一般型乳児等通園支援事業を
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行う場合には、前２条の規定は適用しない。 

 第２６条後段を削る。 

 第２７条中「及びその」の次に「乳児等通園支援事業所の」を加える。 

 附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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 甲府市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和８年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第９号 

   甲府市介護保険条例の一部を改正する条例 

 甲府市介護保険条例（平成１２年３月条例第５号）の一部を次のように改正す

る。 

 附則に次の５項を加える。 

 （令和８年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例） 

１９ 第１号被保険者（令和８年度分の保険料の賦課期日において本市に住所を有

しない者を除き、令和８年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日に

おいて本市に住所を有する者（同法第２９４条第３項の規定により本市の住民基

本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。）に限る。以下この項から第

２２項までにおいて同じ。）のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含ま

れている者（同年中の給与等（所得税法第２８条第１項に規定する給与等をい

う。以下同じ。）の収入金額が５５万１，０００円以上６５万１，０００円未満

である者に限る。）の令和８年度における保険料率の算定についての第６条第１

項（第５号ア、第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第９号の２ア、第

１０号ア、第１１号ア及び第１２号アに係る部分に限る。）の規定の適用につい

ては、同項第５号ア中「（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第

１項第１３号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法（昭和３２年法律

第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２

第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条

の３第１項又は第３６条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令

第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得

金額が零を下回る場合には、零とする。以下この条において同じ。）」とあるの
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は、「（地方税法第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額をいい、当

該合計所得金額に所得税法第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場

合には、当該給与所得の金額については、同条第２項の規定によって計算した金

額に令和７年中の同条第１項に規定する給与等の収入金額から５５万円を控除し

て得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用があ

る場合には、当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額

を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以

下この条において同じ。）」とする。 

２０ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている

者（同年中の給与等の収入金額が６５万１，０００円以上１６１万９，０００円

未満である者に限る。）の令和８年度における保険料率の算定についての第６条

第１項（第５号ア、第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第９号の２ア、

第１０号ア、第１１号ア及び第１２号アに係る部分に限る。）の規定の適用につ

いては、同項第５号ア中「（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条

第１項第１３号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法（昭和３２年法

律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の

２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５

条の３第１項又は第３６条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から

令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所

得金額が零を下回る場合には、零とする。以下この条において同じ。）」とある

のは、「（地方税法第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額をいい、

当該合計所得金額に所得税法第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている

場合には、当該給与所得の金額については、同条第２項の規定によって計算した

金額に１０万円を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適

用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別

控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とす

る。以下この条において同じ。）」とする。 

２１ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている

者（同年中の給与等の収入金額が１６１万９，０００円以上１９０万円未満であ

る者に限る。）の令和８年度における保険料率の算定についての第６条第１項
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（第５号ア、第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第９号の２ア、第１０

号ア、第１１号ア及び第１２号アに係る部分に限る。）の規定の適用について

は、同項第５号ア中「（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１

項第１３号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法（昭和３２年法律第

２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第

１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の

３第１項又は第３６条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第

２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金

額が零を下回る場合には、零とする。以下この条において同じ。）」とあるの

は、「（地方税法第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額をいい、当

該合計所得金額に所得税法第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場

合には、当該給与所得の金額については、同条第２項の規定によって計算した金

額に６５万円から令和７年給与所得控除額（令和７年中の所得税法第２８条第１

項に規定する給与等の収入金額から、当該給与等の収入金額を所得税法等の一部

を改正する法律（令和７年法律第１３号）第１条の規定による改正前の所得税法

別表第５の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与

所得控除後の給与等の金額を控除して得た額をいう。）を控除して得た額を加え

た額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当

該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た

額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下この条におい

て同じ。）」とする。 

（令和８年度の保険料率の算定に関する基準の特例） 

２２ 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第６条第１

項の規定の適用については、当該第１号被保険者の属する世帯の世帯主及び全て

の世帯員のうちに、第１号に掲げる者に該当し、かつ、第２号又は第３号に掲げ

る者のいずれかに該当する者があるときは、当該該当する者は、同年度分の地方

税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。 

⑴ 令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（令和８年度分の保険

料の賦課期日において本市に住所を有しない者を除く。）であって、令和８年

度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において本市に住所を有す
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るもの（同法第２９４条第３項の規定により本市の住民基本台帳に記録されて

いる者とみなされた者を含む。） 

⑵ 地方税法第２９５条第１項第２号に掲げる者に該当し、かつ、令和８年度分

の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のアからウま

でに掲げる場合のいずれかに該当するもの 

ア 令和７年中の給与等の収入金額が５５万１，０００円以上６５万

１，０００円未満であり、かつ、１３５万円から同年の合計所得金額を控除

して得た額が、同年中の給与等の収入金額から５５万円を控除して得た額以

下である場合 

イ 令和７年中の給与等の収入金額が６５万１，０００円以上１６１万

９，０００円未満であり、かつ、１３５万円から同年の合計所得金額を控除

して得た額が１０万円以下である場合 

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が１６１万９，０００円以上１９０万円未

満であり、かつ、１３５万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、

６５万円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を所得

税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第１３号）第１条の規定による

改正前の所得税法別表第５（以下「別表第５」という。）の給与等の金額と

して、別表第５により当該金額に応じて求めた別表第５の給与所得控除後の

給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下である場合 

⑶ 地方税法第２９５条第１項各号に掲げる者に該当せず、かつ、令和８年度分

の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のアからウま

でに掲げる場合のいずれかに該当するもの 

ア 令和７年中の給与等の収入金額が５５万１，０００円以上６５万 

１，０００円未満であり、かつ、甲府市市税条例（昭和２５年８月条例第  

２９号）第２０条第２項で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得

た額が、同年中の給与等の収入金額から５５万円を控除して得た額以下であ

る場合 

イ 令和７年中の給与等の収入金額が６５万１，０００円以上１６１万

９，０００円未満であり、かつ、甲府市市税条例第２０条第２項で定める金

額から同年の合計所得金額を控除して得た額が１０万円以下である場合 
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ウ 令和７年中の給与等の収入金額が１６１万９，０００円以上１９０万円未

満であり、かつ、甲府市市税条例第２０条第２項で定める金額から同年の合

計所得金額を控除して得た額が、６５万円から、同年中の給与等の収入金額

から当該給与等の収入金額を別表第５の給与等の金額として、別表第５によ

り当該金額に応じて求めた別表第５の給与所得控除後の給与等の金額を控除

して得た額を控除して得た額以下である場合 

２３ 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第６条第１

項の規定の適用については、当該第１号被保険者が前項第１号に掲げる者に該当

し、かつ、同項第２号又は第３号に掲げる者のいずれかに該当するときは、当該

第１号被保険者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている

者とみなす。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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 甲府市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和８年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１０号 

   甲府市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 甲府市病院事業の設置等に関する条例（昭和４１年１２月条例第４４号）の一部

を次のように改正する。 

 第２条第２項中第３１号を第３２号とし、第８号から第３０号までを１号ずつ繰

り下げ、第７号の次に次の１号を加える。 

 ⑻ リウマチ科 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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 甲府市地方卸売市場業務条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和８年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１１号 

   甲府市地方卸売市場業務条例の一部を改正する条例 

 甲府市地方卸売市場業務条例（平成２２年１２月条例第５３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第５０条の次に次の１条を加える。 

 （食品等持続的供給法に係る公表） 

第５０条の２ 指定管理者は、次に掲げる事項について、インターネットの利用そ 

の他の適切な方法により公表するものとする。 

⑴ 市場において取り扱う食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者 

による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律（平成３年法律 

第５９号。以下「食品等持続的供給法」という。）第４２条第１項に規定する 

指定飲食料品等 

 ⑵ 前号に掲げる指定飲食料品等の食品等持続的供給法第４２条第１項第１号に 

規定する指標 

 ⑶ 食品等持続的供給法第３６条各号に掲げる措置の内容 

附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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 甲府市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和８年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１２号 

甲府市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

甲府市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年７月条例第２８号）の一部を次

のように改正する。 

第５条第２項第２号中「９，７００円」を「１万円」に改め、同号ただし書中  

「１万４，５００円」を「１万５，０００円」に改め、同条第３項中「１００円  

を、第２号に該当する扶養親族については１人につき３８３円を、第３号から第６

号まで」を「４３３円を、第２号から第５号まで」に改め、同項中第１号を削り、

第２号を第１号とし、第３号から第６号までを１号ずつ繰り上げる。 

別表中「１２，９００円」を「１３，３４０円」に、「１３，７００円」を  

「１４，１７０円」に、「１４，５００円」を「１５，０００円」に、  

「 １ １ ， ３ ０ ０ 円 」 を 「 １ １ ， ６ ７ ０ 円 」 に 、「 １ ２ ， １ ０ ０ 円 」 を  

「 １ ２ ， ５ ０ ０ 円 」 に 、「 ９ ， ７ ０ ０ 円 」 を 「 １ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 に 、  

「１０，５００円」を「１０，８４０円」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の甲府市消防団員等公務災害補償条例第５条第２項及び

第３項並びに別表の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた

甲府市消防団員等公務災害補償条例第５条第１項に規定する損害補償（以下「損

害補償」という。）並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係

る同条例第４条第３号に規定する傷病補償年金、同条第４号アに規定する障害補

償年金及び同条第６号アに規定する遺族補償年金（以下「傷病補償年金等」とい

う。）について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償（傷病補償年
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金等を除く。）及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補

償年金等については、なお従前の例による。 
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 甲府市国民健康保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和８年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１３号 

   甲府市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 甲府市国民健康保険条例（昭和３４年３月条例第９号）の一部を次のように改正 

する。 

 第１０条の２を次のように改める。 

 （保険料の賦課額） 

第１０条の２ 保険料の賦課額は、次に掲げる額の合算額とする。 

 ⑴ 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額（国民健康保険法

施行令（昭和３３年政令第３６２号）第２９条の７第１項第１号に規定する基

礎賦課額をいう。以下同じ。） 

 ⑵ 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した後期高齢者支援金等賦課額

（国民健康保険法施行令第２９条の７第１項第２号に規定する後期高齢者支援

金等賦課額をいう。以下同じ。） 

 ⑶ 世帯主の世帯に属する介護納付金賦課被保険者（国民健康保険法施行令第  

２９条の７第１項第３号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同

じ。）につき算定した介護納付金賦課額（国民健康保険法施行令第２９条の７

第１項第３号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。） 

 ⑷ 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した子ども・子育て支援納付金賦

課額（国民健康保険法施行令第２９条の７第１項第４号に規定する子ども・子

育て支援納付金賦課額をいう。以下同じ。） 

 第１０条の３第１号イ中「、高齢者医療確保法」を「及び高齢者医療確保法」

に、「及び介護保険法」を「、介護保険法」に改め、「介護納付金」という。）」

の次に「並びに子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の規定による納
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付金（以下「子ども・子育て支援納付金」という。）」を加え、同号カ中「並びに

介護納付金」を「、介護納付金並びに子ども・子育て支援納付金」に改め、同条第

２号イ中「、病床転換支援金等及び介護納付金」を「及び病床転換支援金等、介護

納付金並びに子ども・子育て支援納付金」に改める。 

 第１３条の２第１項中「６６万円」を「６７万円」に改め、同項第１号中「及び

第３号」の次に「並びに第６項」を、「（以下この項」の次に「及び第６項」を加

え、同項第２号中「３０万５，０００円」を「３１万円」に改め、同項第３号中

「５６万円」を「５７万円」に改め、同条第４項及び第５項中「６６万円」を

「６７万円」に改め、同条に次の３項を加える。 

６ 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち子ども・

子育て支援納付金賦課額は、第１４条の１２の子ども・子育て支援納付金賦課額

から、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額（当該減額して得た額が３

万円を超える場合には、３万円）とする。 

 ⑴ 第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分

して計算される所得の金額の合算額が地方税法第３１４条の２第２項第１号に

定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、同

号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて

得た金額を加えた金額）を超えない世帯に係る保険料の納付義務者 アに掲げ

る額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付

金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額、

イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て

支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割額の算定の対象とされるものの

数を乗じて得た額及びウに掲げる額を合算した額 

  ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料

率に１０分の７を乗じて得た額 

  イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等

割の保険料率に１０分の７を乗じて得た額 

  ウ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯別平等割の保険料率

に１０分の７を乗じて得た額 

 ⑵ 第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分
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して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２第２項第１号

に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、

同号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じ

て得た金額を加えた金額）に３１万円に当該年度の保険料賦課期日（賦課期日

後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。）現在にお

いて当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じ

て得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前

号に該当する者以外の者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当

該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象

とされるものの数を乗じて得た額、イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者

のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均

等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額及びウに掲げる額を合算

した額 

  ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料

率に１０分の５を乗じて得た額 

  イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等

割の保険料率に１０分の５を乗じて得た額 

  ウ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯別平等割の保険料率

に１０分の５を乗じて得た額 

 ⑶ 第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分

して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２第２項第１号

に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、

同号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じ

て得た金額を加えた金額）に５７万円に当該年度の保険料賦課期日（賦課期日

後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。）現在にお

いて当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じ

て得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前

２号に該当する者以外の者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち

当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対

象とされるものの数を乗じて得た額、イに掲げる額に当該世帯に属する被保険
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者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者

均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額及びウに掲げる額を合

算した額 

  ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料

率に１０分の２を乗じて得た額 

  イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等

割の保険料率に１０分の２を乗じて得た額 

  ウ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯別平等割の保険料率

に１０分の２を乗じて得た額 

７ 前項各号のアからウまでに規定する額に１円未満の端数があるときは、これを

切り上げるものとする。 

８ 第１４条の１４第３項の規定は、第６項各号アからウまでに規定する額の決定

について準用する。この場合において、同条第３項中「保険料率」とあるのは

「額」と読み替えるものとする。 

 第１３条の３中「及び前条第１項」を「、第１４条の５の４、第１４条の８及び

第１４条の１３並びに前条第１項（同条第４項又は第５項の規定により読み替えて

準用する場合を含む。）及び同条第６項」に改める。 

 第１３条の４第１項中「第４項」を「第５項」に改め、同条第６項中「第４項」

を「第５項」に改め、「後期高齢者支援金等賦課額」と」の次に「、「第１３条の

２第１項各号」とあるのは「第１３条の２第４項の規定により読み替えられた同条

第１項各号」と」を加え、「第５項」を「第６項」に改め、同項を同条第７項と

し、同条中第５項を第６項とし、第４項を第５項とし、第３項の次に次の１項を加

える。 

４ 第１項及び第２項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について

準用する。この場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・子

育て支援納付金賦課額」と、「第１４条」とあるのは「第１４条の１４」と、第

２項中「第１４条第３項」とあるのは「第１４条の１４第３項」と読み替えるも

のとする。 

 第１３条の４に次の１項を加える。 

８ 第５項及び第６項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について
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準用する。この場合において、第５項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・子

育て支援納付金賦課額」と、「第１３条の２第１項各号」とあるのは「第１３条

の２第６項各号」と、「第１４条」とあるのは「第１４条の１４」と、第６項中

「第１４条第３項」とあるのは「第１４条の１４第３項」と読み替えるものとす

る。 

 第１３条の５第１項中「第２９条の７第５項第８号」を「第２９条の７第６項第

８号」に、「６６万円」を「６７万円」に、「第５項に」を「第６項に」に改め、

同項第１号中「第３２条の１０の２」を「第３２条の１０の３」に改め、同条第３

項及び第４項中「６６万円」を「６７万円」に改め、同条第８項中「第５項及び第

６項」を「第６項及び第７項」に、「、第５項」を「、第６項」に、「６６万円」

を「６７万円」に、「、第６項」を「、「第１３条の２第１項各号」とあるのは

「第１３条の２第５項の規定により読み替えられた同条第１項各号」と、第７項」

に改め、同項を同条第９項とし、同条第７項中「第５項」を「第６項」に、「６６

万円」を「６７万円」に、「第６項」を「「第１３条の２第１項各号」とあるのは

「第１３条の２第４項の規定により読み替えられた同条第１項各号」と、第７項」

に改め、同項を同条第８項とし、同条第６項を同条第７項とし、同条第５項中

「６６万円」を「６７万円」に改め、同項を同条第６項とし、同条第４項の次に次

の１項を加える。 

５ 第１項及び第２項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について

準用する。この場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・子

育て支援納付金賦課額」と、「被保険者均等割」とあるのは「被保険者均等割及

び１８歳以上被保険者均等割」と、「第１１条」とあるのは「第１４条の１２」

と、「６７万円」とあるのは「３万円」と、第２項中「第１４条第２項」とある

のは「第１４条の１４第２項」と読み替えるものとする。 

 第１３条の５に次の１項を加える。 

１０ 第６項及び第７項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額につい

て準用する。この場合において、第６項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・

子育て支援納付金賦課額」と、「被保険者均等割」とあるのは「被保険者均等割

及び１８歳以上被保険者均等割」と、「第１１条」とあるのは「第１４条の

１２」と、「６７万円」とあるのは「３万円」と、「第１３条の２第１項各号」
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とあるのは「第１３条の２第６項各号」と、第７項中「第１４条」とあるのは

「第１４条の１４」と読み替えるものとする。 

 第１３条の５の次に次の１条を加える。 

（１８歳に達する日以後の最初の３月３１日以前である被保険者の被保険者均等

割額の減額） 

第１３条の６ 当該年度において、その世帯に１８歳に達する日以後の最初の３月

３１日以前である被保険者（以下「１８歳未満被保険者」という。）がある場合

における当該１８歳未満被保険者に係る当該年度分の子ども・子育て支援納付金

賦課額の被保険者均等割額は、第１４条の１４の子ども・子育て支援納付金賦課

額の被保険者均等割の保険料率に相当する額（第１３条の２第６項、第１３条の

４第４項の規定により読み替えられた同条第１項若しくは同条第８項の規定によ

り読み替えられた同条第５項又は前条第５項の規定により読み替えられた同条第

１項若しくは同条第１０項の規定により読み替えられた同条第６項に規定する基

準に従い当該１８歳未満被保険者に係る当該年度分の子ども・子育て支援納付金

賦課額の被保険者均等割の保険料率に相当する額を減額するものとした場合にあ

っては、当該減額後の額。以下同じ。）から、当該保険料率に相当する額を控除

して得た額とする。 

２ 第１４条の１４第３項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。

この場合において、第１４条の１４第３項の規定中「保険料率」とあるのは

「額」と読み替えるものとする。 

 第１４条の５中「６６万円」を「６７万円」に改める。 

 第１４条の５の２第１号中「同じ。）」の次に「の額」を加える。 

 第１４条の５の５第１項第３号ア中「イ又はウに掲げる世帯」を「特定世帯又は

特定継続世帯」に改める。 

 第１４条の６第１号中「同じ。）」の次に「の額」を加える。 

 第１４条の１０の次に次の５条を加える。 

 （子ども・子育て支援納付金賦課総額） 

第１４条の１１ 保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額（第１３

条の２、第１３条の４、第１３条の５及び第１３条の６の規定により子ども・子

育て支援納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額すること
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になる額を含む。）の総額（以下「子ども・子育て支援納付金賦課総額」とい

う。）は、第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した

額を基準として算定した額とする。 

 ⑴ 当該年度における次に掲げる額の合算額 

  ア 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（県の国

民健康保険に関する特別会計において負担する子ども・子育て支援納付金の

納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。）の額 

  イ 第１３条の６に規定する基準に従い子ども・子育て支援納付金賦課額の被

保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額 

 ⑵ 当該年度における次に掲げる額の合算額 

  ア 法附則第７条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により交付を

受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに

限る。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健康保険事業費

納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）の額 

  イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金の納付

に要する費用に限る。）のための収入（法第７２条の３第１項、第７２条の

３の２第１項及び第７２条の３の３第１項の規定による繰入金を除く。）の

額 

 （子ども・子育て支援納付金賦課額） 

第１４条の１２ 保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額は、当該

世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の

総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額に、当該世帯に属す

る１８歳以上被保険者（国民健康保険法施行令第２９条の７第５項第３号に規定

する１８歳以上被保険者をいう。以下同じ。）につき算定した１８歳以上被保険

者均等割額の総額を加算した額とする。 

２ 前項の規定によって計算した金額に１０円未満の端数があるときは、これを切

り捨てるものとする。 

 （子ども・子育て支援納付金賦課額の所得割額の算定） 

第１４条の１３ 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の

所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得割の保険料率を乗じて算定
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する。 

 （子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率） 

第１４条の１４ 子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとす

る。 

 ⑴ 所得割 子ども・子育て支援納付金賦課総額から、第１４条の１１第１号イ

に掲げる額の見込額から同号イに係る同条第２号に掲げる額の見込額を控除し

た額を控除した額（以下「子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率の算定

に係る額」という。）の１００分の５０に相当する額を被保険者に係る基礎控

除後の総所得金額等（国民健康保険法施行令第２９条の７第５項第４号ただし

書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則第３２条の１０の２に

規定する方法により補正された後の金額とする。）の総額で除して得た数 

 ⑵ 被保険者均等割 子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率の算定に係る

額の１００分の３５に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の２箇年度

の各年度における被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額 

 ⑶ １８歳以上被保険者均等割 第１４条の１１第１号イに掲げる額の見込額か

ら同号イに係る同条第２号に掲げる額の見込額を控除した額を、当該年度の前

年度及びその直前の２箇年度の各年度における１８歳以上被保険者の数等を勘

案して算定した数で除して得た額 

 ⑷ 世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれアからウ

までに定めるところにより算定した額 

  ア 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯 子ども・子育て支援納付金賦課額

の保険料率の算定に係る額の１００分の１５に相当する額を当該年度の前年

度及びその直前の２箇年度の各年度における被保険者が属する世帯の数等を

勘案して算定した数から特定世帯の数に２分の１を乗じて得た数と特定継続

世帯の数に４分の１を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額 

  イ 特定世帯 アに定めるところにより算定した額に２分の１を乗じて得た額 

  ウ 特定継続世帯 アに定めるところにより算定した額に４分の３を乗じて得

た額 

２ 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第４位未満の端

数又は１０円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 
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３ 市長は、第１項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなけれ

ばならない。 

 （子ども・子育て支援納付金賦課限度額） 

第１４条の１５ 第１４条の１２の子ども・子育て支援納付金賦課額は、３万円を

超えることができない。 

 第１６条の２第１項中「第１４条の５の３」の次に「若しくは第１４条の１２」

を加え、「、第１３条の４第１項（同条第３項」を「若しくは同条第６項各号に定

める額、第１３条の４第１項（同条第３項又は第４項」に、「第１４条の基礎賦課

額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ１０分の５を乗じて得た額、第１３条の

４第４項第１号（同条第６項」を「額、同条第５項（同条第７項又は第８項」に、

「又は第４項」を「から第５項まで」に、「若しくは同条第５項各号（同条第７項

又は第８項」を「、同条第６項各号（同条第８項から第１０項まで」に、「の算

定」を「若しくは第１３条の６第１項に定める額の算定」に改め、同条第２項中

「若しくは第１４条の５の３の額若しくは第１４条の７」を「、第１４条の５の

３、第１４条の７若しくは第１４条の１２」に、「、第１３条の４第１項に定める

第１４条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ１０分の５を乗じて

得た額、第１３条の４第４項第１号」を「若しくは同条第６項各号に定める額、第

１３条の４第１項に定める額、同条第５項」に、「若しくは同条第５項各号に定め

る額」を「、同条第６項各号に定める額若しくは第１３条の６第１項に定める額」

に改める。 

附 則 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の第１０条の２、第１３条の２から第１３条の６まで、

第１４条の５、第１４条の１１から第１４条の１５まで及び第１６条の２の規定

は、令和８年度以後の年度分の保険料について適用し、令和７年度以前の年度分

の保険料については、なお従前の例による。 
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 甲府市職員給与条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和８年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１４号 

   甲府市職員給与条例の一部を改正する条例 

甲府市職員給与条例（昭和２４年６月条例第２１号）の一部を次のように改正す

る。 

第２５条第２項第１号中「次項」を「第４項」に改め、同項第２号中「のうち４

輪の自動車を使用する職員」を削り、「次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期

間につき、それぞれ次に」を「支給単位期間につき、６６，４００円を超えない範

囲内で自動車等の使用距離の区分に応じて規則で」に改め、同号アからケまでを削

り、同項第３号を削り、同項第４号中「前３号」を「前２号」に改め、「、第２号

に定める額」を削り、同号を同項第３号とし、同条第７項を同条第８項とし、同条

第６項中「自動車等」の次に「及び駐車場等」を加え、同項を同条第７項とし、同

条第５項を同条第６項とし、同条第４項中「月」の次に「（当該月に通勤手当を支

給することが困難な場合として規則で定める場合にあっては、その翌月）」を加 

え、同項を同条第５項とし、同条第３項中「第３号」を「前項第１号」に、「前 

項」を「前２項」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加

える。 

３ 第１項第２号又は第３号に掲げる職員で、自動車等の駐車のための施設（その

所在地及び利用形態が規則で定める要件を満たすものに限る。第１号及び第７項

において「駐車場等」という。）を利用し、その料金を負担することを常例とす

るもの（規則で定める職員を除く。）の通勤手当の額は、前項の規定にかかわら

ず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

⑴ 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、５，０００円を超えない範

囲内で１箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額として規則で定める額 
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⑵ 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額 

  附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（通勤手当に関する経過措置） 

２ 令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの間、この条例による改正後の 

甲府市職員給与条例（以下この項及び次項において「改正後の条例」という。）

第２５条第１項第２号又は第３号に該当する職員（通勤のため４輪の自動車を使

用することを常例とする職員に限る。）のうち、同条第２項第２号若しくは第３

号又は同条第３項第２号の規定に基づき支給される通勤手当の額（以下この項に

おいて「新支給額」という。）が、この条例による改正前の甲府市職員給与条例

第２５条第２項第２号又は第４号の規定を適用した場合に支給されることとなる

通勤手当の額（以下この項において「旧支給額」という。）に達しないものの通

勤手当の額は、改正後の条例第２５条第２項及び第３項の規定にかかわらず、改

正後の条例第２５条第２項及び第３項に定める額に、旧支給額と新支給額との差

額の２分の１に相当する額を加算した額とする。 

３ 前項の規定が適用される職員に対する改正後の条例第２５条第４項の規定の適 

用については、同項中「定める額」とあるのは「定める額並びに甲府市職員給与

条例の一部を改正する条例（令和８年３月条例第１４号）附則第２項に規定する  

２分の１に相当する額」と、「前２項」とあるのは「前２項及び同条例附則第２ 

項」とする。 

（甲府市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正） 

４ 甲府市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成１９年 

１２月条例第５３号）の一部を次のように改正する。 

 第１０条第３項中「、給与条例第２５条第２項第３号中「育児短時間勤務職員

等又は定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「任期付短時間勤務職員」 

と」を削る。 

（甲府市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

５ 甲府市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年９月条例   

 第１０号）の一部を次のように改正する。 
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  第３７条第２項中「第６項」を「第８項」に改める。 

（規則への委任） 

６ 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め 

る。 
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 甲府市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例及び甲府市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例をここに公布する。 

  令和８年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１５号 

   甲府市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例及び甲府市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例 

 （甲府市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部改正） 

第１条 甲府市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例（平成２６年９月条例第２５号）の一部を次のように改正する。  

  第２条第６号を次のように改める。 

  ⑹ 満３歳未満等小規模保育事業 児童福祉法第６条の３第１０項に規定する

小規模保育事業（同項第３号に掲げる事業を除く。）をいう。 

  第２条第６号の次に次の１号を加える。 

⑹の２ 満３歳以上限定小規模保育事業  児童福祉法第６条の３第１０項に規

定する小規模保育事業（同項第３号に掲げる事業に限る。）をいう。 

第２条第１１号の次に次の３号を加える。 

⑾の２ 教育認定子ども  法第２７条第１項に規定する教育認定子どもをい 

う。 

⑾の３ 満３歳以上保育認定子ども  法第２７条第１項に規定する満３歳以上

保育認定子どもをいう。 

⑾の４ 保育認定子ども  法第２９条第２項に規定する保育認定子どもをい 

う。 
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第６条第２項中「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付 

認定子ども」を「教育認定子ども」に改め、同条第３項中「同条第２号又は第３

号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「満３

歳以上保育認定子ども又は満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定

子どもを除く。）」に改める。 

  第７条第２項中「法第１９条第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもに 

該当する教育・保育給付認定子ども」を「保育認定子ども」に改める。 

 第１３条第４項第３号ア（ア）中「法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども」に改め、同号ア（イ）

中「法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認

定子ども」を「満３歳以上保育認定子ども」に改め、同号イ中「以下イ」を「以

下このイ」に改め、同号イ（ア）中「法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども」に改め、同号イ（イ）

中「法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認

定子ども」を「満３歳以上保育認定子ども」に改める。 

 第２５条中「幼稚園」を「学校教育法第１条に規定する幼稚園」に、「学校教

育法」を「同法」に改める。 

第３６条第１項中「法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する 

教育・保育給付認定子ども」を「教育認定こども」に改め、同条第２項中「法第

１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ど  

も」を「教育認定こども」に、「同条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子ども」を「満３歳以上保育認定子ども」に改め、同条 

第３項中「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

も」を「教育認定子ども」に、「同号又は同条第２号に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する教育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども又は満３歳以上保

育認定子ども」と、「同号」とあるのは「同条第２号」に、「同条第４項第３号

イ（ア）中「教育・保育給付認定子ども」を「同条第４項第３号イ（ア）中「教育認定子

ども」に、「教育・保育給付認定子ども（特別利用保育を受ける者を除く」を

「教育認定子ども（特別利用保育を受ける者を除く」に、「同号イ（イ）中「教育・

保育給付認定子ども」を「同号イ（ イ ）中「満３歳以上保育認定子ども」に、「教
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育・保育給付認定子ども（特別利用保育を受ける者を含む」を「満３歳以上保育

認定子ども（特別利用保育を受ける者を含む」に改める。 

第３７条第１項中「法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども」を「満３歳以上保育認定子ども」に改め、同条第２

項中「法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付

認定子ども」を「満３歳以上保育認定子ども」に、「同条第１号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども」に改

め、同条第３項中「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付

認定子ども」を「教育認定子ども」に、「同条第１号又は第２号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども又は満

３歳以上保育認定子ども」に、「同条第４項第３号イ（ア）中「教育・保育給付認定

子ども」を「同条第４項第３号イ（ア）中「教育認定子ども」に、「教育・保育給付

認定子ども（特別利用教育を受ける者を含む」を「教育認定子ども（特別利用教

育を受ける者を含む」に、「同号イ（イ）中「教育・保育給付認定子ども」を「同号

イ（イ）中「満３歳以上保育認定子ども」に、「教育・保育給付認定子ども（特別利

用教育を受ける者を除く」を「満３歳以上保育認定子ども（特別利用教育を受け

る者を除く」に改める。 

第３８条第１項中「同条」を「同条例第２７条」に改める。 

 第３８条第２項を次のように改める。 

２ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事業者（満３歳以上限定

小規模保育事業を行う者をいう。以下同じ。）を除く。）は、次の各号に掲げ

る地域型保育事業の区分に応じ、当該地域型保育事業を行う事業所ごとに、当

該各号に定める利用定員を、満１歳に満たない小学校就学前子どもと満１歳以

上の小学校就学前子どもとに区分して定めるものとする。 

⑴ 家庭的保育事業、満３歳未満等小規模保育事業及び居宅訪問型保育事  

業 法第１９条第３号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員 

⑵ 事業所内保育事業 法第４３条第３項に規定する労働者等監護満３歳未満

小学校就学前子どもに係る利用定員及びその他の法第１９条第３号に掲げる

小学校就学前子どもに係る利用定員 

 第３８条に次の１項を加える。 
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３ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事業者に限る。）は、満

３歳以上限定小規模保育事業を行う事業所ごとに、法第１９条第２号に掲げる

小学校就学前子どもに係る利用定員を定めるものとする。 

 第４０条第２項中「特定地域型保育事業者」の次に「（満３歳以上限定小規模

保育事業者を除く。）」を加え、「この章」の次に「（第４４条第１項を除 

く。）」を加え、同条第４項中「満３歳未満保育認定子ども」を「保育認定子ど

も」に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項中「前項」及び「同項」を「前

２項」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事業者に限る。）は、利

用の申込みに係る法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもの数及び特定

地域型保育事業所を現に利用している満３歳以上保育認定子どもの総数が、当

該特定地域型保育事業所の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用

定員の総数を超える場合においては、法第２０条第４項の規定による認定に基

づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高

いと認められる満３歳以上保育認定子どもが優先的に利用できるよう、選考す

るものとする。 

 第４１条及び第４２条中「満３歳未満保育認定子ども」を「保育認定子ども」 

に改める。 

 第４３条第１項第１号中「満３歳未満保育認定子ども」を「保育認定子ども」 

 に改め、同項第３号中「特定地域型保育事業者」の次に「（満３歳以上限定小規

模保育事業者を除く。第６項、第７項及び第１２項において同じ。）」を、「に

より特定地域型保育」の次に「（満３歳以上限定小規模保育を除く。第６項及び

第１２項において同じ。）」を加え、「小学校就学前子ども」を「法第１９条第

３号に掲げる小学校就学前子ども」に改め、「以下この号及び」を削り、同条第

７項中「のものに限る。）」の次に「又は満３歳以上限定小規模保育事業を行う

事業所」を加え、「行う者」を「行う施設又は事業所」に改め、同条中第１１項

を第１２項とし、第８項から第１０項までを１項ずつ繰り下げ、第７項の次に次

の１項を加える。 

８ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事業者に限る。）は、第

１項本文の規定にかかわらず、連携施設の確保に当たって、同項第３号に係る
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連携協力を求めることを要しない。 

 第４４条第１項中「教育・保育給付認定保護者」の次に「（満３歳未満保育認 

定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限る。）」を加える。 

 第４７条第７号中「第４０条第２項」を「第４０条第２項及び第３項」に改め 

る。 

 第４８条第１項及び第２項並びに第５０条第２項中「満３歳未満保育認定子ど 

も」を「保育認定子ども」に改める。 

  第５１条中「満３歳未満保育認定子どもに限り、特定満３歳以上保育認定子ど 

も」を「教育認定子ども」に、「第１２条の見出し中「特定教育・保育」とある

のは「特定地域型保育」と、第１４条の見出し中「施設型給付費」とあるのは

「地域型保育給付費」と、同条第１項」を「第１４条第１項」に、「読み替え  

る」を「、第２５条中「各号（幼保連携型認定こども園である特定教育・保育施

設の職員にあっては認定こども園法第２７条の２第１項各号、学校教育法第１条

に規定する幼稚園である特定教育・保育施設の職員にあっては同法第２８条第２

項において準用する認定こども園法第２７条の２第１項各号）」とあるのは「各

号」と読み替える」に改める。 

 第５２条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「（特別利用地域型保育の

基準）」を付し、同条第１項中「特定地域型保育事業者」の次に「（満３歳以上

限定小規模保育事業者を除く。以下この条において同じ。）」を加え、「法第  

１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ど  

も」を「教育認定子ども」に改め、同条第２項中「法第１９条第１号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども」

に、「次条第１項」を「第５３条第１項」に、「法第１９条第２号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「満３歳以上保育認定

子ども」に改め、同条第３項中「いう。次条第３項」を「いう。次条第３項及び

第５３条第３項」に、「第４１条第２項」を「第３８条第３項、第４０条第３項

及び第４１条第２項」に、「含む。次条第３項」を「含む。第５３条第３項」に

改め、「以下この章」の次に「（第４４条第１項を除く。）」を加え、「法第 

１９条第１号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付

認定子ども（第５３条第１項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合に
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あっては、当該特定利用地域型保育の対象となる法第１９条第２号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。）」を「教育認定

子ども及び満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除き、

第５３条第１項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、当

該特定利用地域型保育の対象となる満３歳以上保育認定子どもを含む。）におい

て同じ。）」に、「教育・保育給付認定保護者」と」を「教育・保育給付認定保

護者（満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限る。）」

と」に、「法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子ども」を「教育認定子ども」に改め、同条の次に次の１条を加える。 

 第５２条の２ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事業者に限  

る。以下この条において同じ。）が教育認定子どもに対し特別利用地域型保育

を提供する場合には、法第４６条第１項に規定する地域型保育事業の認可基準

を遵守しなければならない。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特別利用地域型保育を提供する 

場合には、当該特別利用地域型保育に係る教育認定子ども及び特定地域型保育

事業所を現に利用している満３歳以上保育認定子どもの総数が、第３８条第３

項の規定により定められた利用定員の数を超えないものとする。 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特別利用地域型保育を提供す 

る場合には、特定地域型保育には特別利用地域型保育を、地域型保育給付費に

は特例地域型保育給付費を、それぞれ含むものとして、この章（第３８条第２

項、第４０条第２項及び第４１条第２項を除き、第５１条において準用する第

８条から第１４条まで（第１０条及び第１３条を除く。）、第１７条から第  

１９条まで及び第２３条から第３４条までを含む。）の規定を適用する。この

場合において、第４０条第３項中「第１９条第２号」とあるのは「第１９条第

１号」と、「満３歳以上保育認定子ども」とあるのは「教育認定子ども又は満

３歳以上保育認定子ども」と、「同号」とあるのは「法第１９条第２号」と、

「法第２０条第４項の規定による認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等

の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満３歳以上保育認定

子どもが優先的に利用できるよう、」とあるのは「抽選、申込みを受けた順序

により決定する方法、当該特定地域型保育事業者の保育に関する理念、基本方
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針等に基づく選考その他公正な方法により」と、第４４条第１項中「教育・保

育給付認定保護者（満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護

者に限る。）」とあるのは「教育・保育給付認定保護者（特別利用地域型保育

の対象となる教育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者を除く。）」  

と、同条第２項中「法第２９条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第  

３０条第２項第２号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」  

と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と、同条第４項中「前３項」

とあるのは「前２項」と、「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の

提供（第１３条第４項第３号ア又はイに掲げるものを除く。）に要する費用」

と、同条第５項中「前各項」とあるのは「前３項」とする。 

  第５３条第１項中「特定地域型保育事業者」の次に「（満３歳以上限定小規模

保育事業者を除く。以下この条において同じ。）」を加え、「法第１９条第２号

に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「満３歳

以上保育認定子ども」に改め、同条第２項中「法第１９条第２号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「満３歳以上保育認定子

ども」に、「同条第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付 

  認定子ども（前条第１項」を「満３歳未満保育認定子ども（第５２条第１項」  

に、「法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付 

認定子ども」を「教育認定子ども」に改め、同条第３項中「教育・保育給付認定 

保護者」と」を「教育・保育給付認定保護者（満３歳未満保育認定子どもに係る 

教育・保育給付認定保護者に限る。）」と」に、「法第１９条第２号に掲げる小 

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「満３歳以上保育認 

定子ども」に、「令第４条第１項第２号に規定する満３歳以上保育認定子どもを 

いう。」を「特定満３歳以上保育認定子どもを除く。」に改める。 

 （甲府市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改

正） 

第２条 甲府市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２６年９月条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

第６条第１項中「次に掲げる事項」の次に「（法第６条の３第１０項第３号に 

掲げる事業（以下「満３歳以上限定小規模保育事業」という。）を行う事業者  

－56－



（以下「満３歳以上限定小規模保育事業者」という。）にあっては、第１号及び

第２号に掲げる事項）」を加え、同項第３号中「当該家庭的保育事業者等」の次

に「（満３歳以上限定小規模保育事業者を除く。第６項及び第７項において同  

 じ。）」を加え、同条第７項中「のものに限る。）」の次に「又は満３歳以上限 

定小規模保育事業を行う事業所」を加える。 

 第１８条第６号中「利用定員」の次に「（満３歳以上限定小規模保育事業者に

あっては、満３歳以上の幼児の利用定員）」を加える。 

 第２７条中「小規模保育事業 B 型」及び「小規模保育事業 C 型」の次に「（満

３歳以上限定小規模保育事業を除く。）」を加える。 

 第２９条第２項第３号中「第６条の３第１０項第２号」の次に「又は第３号」

を加える。 

 第３５条中「第６条の３第１０項」を「第６条の３第１０項第１号」に改め 

る。 

 第４８条中「、同条第４号中「次号並びに第３３条第４号及び第５号」とある

のは「第４８条において準用する次号」と」を削る。 

 附則第３条中「特例保育所型事業所内保育事業者」を「満３歳以上限定小規模

保育事業者及び特例保育所型事業所内保育事業者」に改める。 

 附則第６条中「家庭的保育事業等」の次に「（満３歳以上限定小規模保育事業

を除く。）」を加える。 

 附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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 甲府市学校職員給与条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和８年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１６号 

   甲府市学校職員給与条例の一部を改正する条例 

甲府市学校職員給与条例（昭和２８年１月条例第５号）の一部を次のように改正

する。 

第１９条第２項第１号中「次項」を「第４項」に改め、同項第２号中「のうち四

輪の自動車を使用する職員」を削り、「次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期

間につき、それぞれ次に」を「支給単位期間につき、６６，４００円を超えない範

囲内で自動車等の使用距離の区分に応じて教育委員会が」に改め、同号アからケま

でを削り、同項第３号を削り、同項第４号中「第１号に定める額及び第２号又は前

号に定める額の合計額」を「前２号に定める額」に改め、「第２号若しくは」を削

り、同号を同項第３号とし、同条第７項を同条第８項とし、同条第６項中「自動車

等」の次に「及び駐車場等」を加え、同項を同条第７項とし、同条第５項を同条第

６項とし、同条第４項中「月」の次に「（当該月に通勤手当を支給することが困難

な場合として教育委員会が定める場合にあっては、その翌月）」を加え、同項を同

条第５項とし、同条第３項中「第３号」を「前項第１号」に、「前項」を「前２ 

項」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 第１項第２号又は第３号に掲げる職員で、自動車等の駐車のための施設（その

所在地及び利用形態が教育委員会の定める要件を満たすものに限る。第１号及び

第７項において「駐車場等」という。）を利用し、その料金を負担することを常

例とするもの（教育委員会が定める職員を除く。）の通勤手当の額は、前項の規

定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額

とする。 

⑴ 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、５，０００円を超えない範
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囲内で１箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額として教育委員会が定める

額 

⑵ 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額 

  附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（通勤手当に関する経過措置） 

２ 令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの間、この条例による改正後の 

甲府市学校職員給与条例（以下この項及び次項において「改正後の条例」とい 

う。）第１９条第１項第２号又は第３号に該当する職員（通勤のため４輪の自動

車を使用することを常例とする職員に限る。）のうち、同条第２項第２号若しく

は第３号又は同条第３項第２号の規定に基づき支給される通勤手当の額（以下こ

の項において「新支給額」という。）が、この条例による改正前の甲府市学校職

員給与条例第１９条第２項第２号又は第４号の規定を適用した場合に支給される

こととなる通勤手当の額（以下この項において「旧支給額」という。）に達しな

いものの通勤手当の額は、改正後の条例第１９条第２項及び第３項の規定にかか

わらず、改正後の条例第１９条第２項及び第３項に定める額に、旧支給額と新支

給額との差額の２分の１に相当する額を加算した額とする。 

３ 前項の規定が適用される職員に対する改正後の条例第１９条第４項の規定の適 

用については、同項中「定める額」とあるのは「定める額並びに甲府市学校職員

給与条例の一部を改正する条例（令和８年３月条例第１６号）附則第２項に規定

する２分の１に相当する額」と、「前２項」とあるのは「前２項及び同条例附則

第２項」とする。 

（教育委員会への委任） 

４ 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会 

が定める。 
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 甲府市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例及び甲

府市認定こども園の認定に係る要件を定める条例の一部を改正する条例をここに公

布する。 

  令和８年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１７号 

   甲府市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例及

び甲府市認定こども園の認定に係る要件を定める条例の一部を改正する条例 

 （甲府市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正） 

第１条 甲府市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成３０年１２月条例第５７号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第２項中「３５人」を「３０人」に改める。 

  第６条第１項及び第３項の表備考第１号中「指導保育教諭」の次に「、主務保

育教諭」を加え、同条第５項第２号中「主幹養護教諭」の次に「、主務養護教  

 諭」を加える。 

  第１５条第１項の表第６条第１項の項及び第２項中「第１４条第６項」を「第

１４条第７項」に改める。 

  附則第１０項中「主幹養護教諭」の次に「、主務養護教諭」を加える。 

 （甲府市認定こども園の認定に係る要件を定める条例の一部改正） 

第２条 甲府市認定こども園の認定に係る要件を定める条例（平成３０年１２月条

例第５６号）の一部を次のように改正する。  

  第４条第３項中「３５人」を「３０人」に改める。 

  附則第３項中「主幹養護教諭」の次に「、主務養護教諭」を加える。 

 附 則 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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２ この条例の施行の際現に存する幼保連携型認定こども園における１学級の園児

数については、第１条の規定による改正後の甲府市幼保連携型認定こども園の設 

 備及び運営に関する基準を定める条例第５条第２項の規定にかかわらず、令和

１４年３月３１日までは、なお従前の例によることができる。 

３ この条例の施行の際現に存する甲府市認定こども園の認定に係る要件を定める

条例第２条第２項に規定する認定こども園における１学級の子どもの数について

は、第２条の規定による改正後の甲府市認定こども園の認定に係る要件を定める

条例第４条第３項の規定にかかわらず、令和１４年３月３１日までは、なお従前

の例によることができる。 
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 甲府市市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和８年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１８号 

   甲府市市税条例の一部を改正する条例 

 甲府市市税条例（昭和２５年８月条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

 第１０条の３中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

 第１５条中「、第６２条の７第１項」を削り、同条第２号及び第３号中「第６２

条の７第１項の申告書、」を削る。 

 第２６条の２第３項中「以下この項及び次項並びに」を「次項及び」に改め、  

「。）」の次に「（同号ロに掲げるものを除く。以下この項において同じ。）」を

加える。 

 第６２条第１項を次のように改める。 

軽自動車税は、軽自動車等に対し、その所有者に課する。 

第６２条第２項を削り、同条第３項中「種別割」を「軽自動車税」に、「、第１

項」を「、前項」に、「その使用者に」を「当該軽自動車等の使用者に軽自動車税

を」に改め、同項ただし書中「これを課さない」を「この限りでない」に改め、同

項を同条第２項とする。 

 第６２条の２第１項を次のように改める。 

  軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している 

場合には、買主を軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。 

第６２条の２第２項中「３輪以上の軽自動車の取得者又は」を削り、同条第３項

及び第４項を削る。 

 第６２条の４から第６２条の９までを削る。 

 第６３条（見出しを含む。）、第６４条（見出しを含む。）、第６５条（見出し

を含む。）及び第６５条の３（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に 
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改める。 

 第６６条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第１項中「種別  

割」を「軽自動車税」に、「第３３号の４の２様式」を「第３３号の４様式」に改

め、同条第２項及び第３項中「第３３号の４の２様式」を「第３３号の４様式」に 

改める。 

 第６６条の２の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

 第６７条（見出しを含む。）、第６７条の２（見出しを含む。）及び第６７条の

３（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

 第６８条第２項中「第６２条第３項ただし書」を「第６２条第２項ただし書」  

に、「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第７項中「種別割」を「軽自動車 

税」に改める。 

 附則第５条の２第３項中「附則第１５条第２５項第１号イ」を「附則第１５条第

２４項第１号イ」に改め、同条第４項中「附則第１５条第２５項第１号ロ」を「附

則第１５条第２４項第１号ロ」に改め、同条第５項中「附則第１５条第２５項第１

号ハ」を「附則第１５条第２４項第１号ハ」に改め、同条第６項中「附則第１５条

第２５項第１号ニ」を「附則第１５条第２４項第１号ニ」に改め、同条第７項中  

「附則第１５条第２５項第２号」を「附則第１５条第２４項第２号」に改め、同条

第８項中「附則第１５条第２５項第３号イ」を「附則第１５条第２４項第３号イ」 

に改め、同条第９項中「附則第１５条第２５項第３号ロ」を「附則第１５条第２４

項第３号ロ」に改め、同条第１０項中「附則第１５条第２５項第３号ハ」を「附則

第１５条第２４項第４号」に改め、同条第１１項から第１３項までを削り、同条第

１４項中「附則第１５条第３７項」を「附則第１５条第３６項」に改め、同項を同

条第１１項とし、同条中第１５項を第１２項とし、第１６項を第１３項とする。 

附則第５条の３第７項中「附則第１２条第１９項」を「附則第１２条第２０項」

に改め、同条第８項第４号中「附則第１２条第２３項」を「附則第１２条第２４  

項」に改め、同項第６号中「附則第１２条第２４項」を「附則第１２条第２５項」

に改め、同条第９項第５号中「附則第１２条第３１項」を「附則第１２条第３２  

項」に改め、同条第１１項第５号中「附則第１２条第３１項」を「附則第１２条第 

３２項」に改め、同条第１４項中「附則第１２条第１９項」を「附則第１２条第  

２０項」に改める。 
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 附則第１１条の２から附則第１１条の６までを削る。 

 附則第１２条の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「法第４４４条第３

項に規定する」を「道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による」に、「から

第４項まで」を「及び第３項」に改め、「の種別割」を削り、同条第２項中「令和

４年４月１日から令和８年３月３１日まで」を「令和７年４月１日から令和１０年

３月３１日まで」に改め、「の種別割」を削り、同条第３項中「法第４４６条第１

項第３号」を「同項」に改め、「及び次項」を削り、「令和４年４月１日」を「令

和７年４月１日」に、「当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度 

分」を「令和８年度分」に改め、「の種別割」を削り、同条第４項を削る。 

 附則第１２条の２見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「の種別割」を削

り、「から第４項まで」を「又は第３項」に改め、同条第２項及び第３項中「の種

別割」を削る。 

 附則第１５条中「第９項、第１３項、第１５項から第１７項まで、第１９項、第

２０項、第２４項、第２７項、第３１項、第３３項、第３７項若しくは第４４項」 

を「第８項、第１２項、第１４項から第１６項まで、第１８項、第１９項、第２３

項、第２６項、第３０項、第３２項、第３６項若しくは第４３項」に改める。 

 附則第１９条の３前の見出し及び同条を削る。 

 附則第１９条の３の２に見出しとして「（個人の市民税の住宅借入金等特別税額

控除）」を付し、同条第１項中「居住年が平成１１年から平成１８年まで又は」を

「同法第４１条第１項に規定する居住年が」に、「において、前条第１項の規定の

適用を受けないときは、法附則第５条の４の２第５項」を「には、法附則第５条の

４第５項」に改め、同条第２項中「附則第１９条の３の２第１項」を「附則第１９

条の３第１項」に改め、同条を附則第１９条の３とする。 

附則第２０条第１項中「令和９年度」を「令和１２年度」に改め、同条第２項中 

「、附則第１９条の３の２第１項」を削る。 

 附則第２１条第３項第２号、附則第２２条第３項第２号、附則第２３条第５項第

２号及び附則第２５条第３項第２号中「、附則第１９条の３第１項及び附則第１９ 

条の３の２第１項」を「及び附則第１９条の３第１項」に改める。 

 附則第２６条第１項及び第２項中「令和８年度」を「令和１１年度」に改める。 

附則第２６条の３第２項第２号及び附則第２６条の４第２項第２号中「、附則第 
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１９条の３第１項及び附則第１９条の３の２第１項」を「及び附則第１９条の３第

１項」に改める。 

 附則第２６条の５第２項第２号、同条第５項第２号、附則第２６条の６第２項第

２号及び同条第５項第２号中「、第１９条の３第１項及び第１９条の３の２第１  

項」を「及び第１９条の３第１項」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

２ 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の甲府市市税条例（以下 

「新条例」という。）の規定中固定資産税に関する部分は、令和８年度以後の年

度分の固定資産税について適用し、令和７年度分までの固定資産税については、

なお従前の例による。 

３ 令和６年４月１日から令和８年３月３１日までの間に新たに取得された地方税 

 法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）第１条の規定による改正前 

の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）附則第１５条第２５項に規定する特定

再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の

例による。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

４ 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和８年度以後の年度分の軽自動 

車税について適用する。 

５ この条例の施行の日前の３輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動車税 

の環境性能割については、なお従前の例による。 

６ 令和７年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例によ 

る。 

 （甲府市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

７ 甲府市市税条例等の一部を改正する条例（平成２６年６月条例第１９号）の一 

部を次のように改正する。 

 附則第６条中「の種別割」を削る。 
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規則  
 

 

 甲府市公印規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年３月１３日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第５号 

   甲府市公印規則の一部を改正する規則 

 甲府市公印規則（昭和４４年８月規則第４９号）の一部を次のように改正する。 

 

別表第 1 専用公印の表市長印の項中「印鑑登録票」を「交通災害共済会員証」  

に、「住民基本台帳カード」を「個人番号カード（マイナンバーカード）」に改め

る。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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 甲府市事務分掌規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第６号 

   甲府市事務分掌規則等の一部を改正する規則 

 （甲府市事務分掌規則の一部改正） 

第１条 甲府市事務分掌規則（平成８年３月規則第１０号）の一部を次のように改

正する。 

  第３条第１項の表総務部、人事管理室、人材マネジメント課の項中「研修係」

を「人材育成係」に改め、同表企画部、企画総室、総合計画課の項を削り、同表

企画部、企画総室、政策課の項中「政策係」の次に「、計画推進係」を加え、同

表企画部、財政経営室、財産活用課の項を削り、同表まちづくり部、まち開発室

の項及びまち整備室の項を次のように改める。 

まち開発室 都市計画課 計画係、指導係 

拠点開発推進課 拠点開発推進係 

公園緑地課 公園係、動物園整備係 

建築指導課 審査係、指導係 

まち整備室 都市基盤整備課 工事係、区画整理係 

道路河川課 管理占用係、道路係、河川係 

用地課 用地係、地籍調査係 

建築営繕課 建築係、営繕係、設備係 

第１４条の３第２項第３号中「所得（課税）証明書、」及び「、非課税証明

書」を削る。 
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別表第１総務部、総務総室、総務課の項中第１６号を第１７号とし、第１５号

を第１６号とし、第１４号の次に次の１号を加える。 

⒂ 内部統制に関すること。 

別表第１総務部、総務総室、ＤＸ推進課の項第６号を削り、同表総務部、人事

管理室、人材マネジメント課の項第１号中「研修」を「育成に係る計画の策定及

び推進」に改め、同項中第１３号を第１４号とし、第２号から第１２号までを１

号ずつ繰り下げ、第１号の次に次の１号を加える。 

⑵ 職員研修その他の人材育成に係る企画及び実施に関すること。 

別表第１総務部、契約管財室、管財課の項に次の２号を加える。 

⒄ 公共施設等マネジメントの推進に関すること。 

⒅ 公共用地の取得の調整に関すること。 

別表第１企画部、企画総室、総合計画課の項を削り、同表企画部、企画総室、

政策課の項に次の２号を加える。 

⑺ 行政評価に関すること。 

⑻ 国土利用計画法（昭和４９年法律第９２号）に基づく市町村計画に関する

こと。 

別表第１企画部、財政経営室、財政課の項第１１号を削り、同表企画部、財政

経営室、財産活用課の項を削り、同表市民部、市民総室、市民課の項第７号中

「所得（課税）証明書、」及び「、非課税証明書」を削り、「軽自動車税納税証

明書（継続検査用）」を「市県民税納税証明書」に改め、同項中第８号を削り、

第９号を第８号とし、第１０号を第９号とし、第１１号を第１０号とし、同項第

１２号中「及び相続税法（昭和２５年法律第７３号）第５８条第１項」を削り、

同号を同項第１１号とし、同項中第１３号を第１２号とし、第１４号から第１８

号までを１号ずつ繰り上げ、同項第１９号中「福祉年金」を「老齢福祉年金」に

改め、同号を同項第１８号とし、同項中第２０号を第１９号とし、第２１号を第

２０号とし、同項に次の１号を加える。 

（２１） おくやみ窓口の運用に関すること。 

  別表第１まちづくり部、まちづくり総室、空き家対策課の項に次の１号を加え

る。 

  ⑷ 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法（平成３０年法律第
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４９号）に関すること（各所管に係る事項を除く。）。 

  別表第１まちづくり部、まち開発室、都市計画課の項中第１５号を削り、第  

 １６号を第１５号とし、第１７号から第２７号までを１号ずつ繰り上げ、同表ま

ちづくり部、まち開発室、区画整理課の項を次のように改める。 

拠点開発推

進課  

⑴ 都市再生整備計画に関すること。 

⑵ 緑が丘スポーツ公園整備事業に関すること。 

  別表第１まちづくり部、まち開発室、建築指導課の項第１３号中「マンション

の建替えの円滑化等に関する法律」を「マンションの再生等の円滑化に関する法

律」に改め、同表まちづくり部、まち整備室、都市整備課の項を次のように改め

る。 

都市基盤整

備課  

⑴ 都市計画事業に係る道路及び公園の設計、工事の施

工に関すること。 

⑵ 市道（地域整備事業を含む。）の新設、拡幅及び改

良の事業に係る設計、工事の施工に関すること。                   

⑶ 甲府駅周辺土地区画整理事業に関すること。 

⑷ 甲府駅周辺土地区画整理審議会に関すること。 

⑸ 甲府駅周辺拠点形成事業に関すること。 

  別表第１まちづくり部、まち整備室、道路河川課の項中第９号を削り、第１０

号を第９号とし、第１１号を削り、第１２号を第１０号とし、第１３号及び第 

 １４号を削り、第１５号を第１１号とし、第１６号を第１２号とし、同表まちづ

くり部、まち整備室、地籍調査課の項を次のように改める。 

用地課  ⑴ 都市計画事業に係る道路及び公園の用地の取得並び

にこれらに伴う物件等の補償に関すること。 

⑵ 市道（地域整備事業を含む。）の新設、拡幅及び改

良の事業に係る用地の取得並びにこれらに伴う物件等

の補償に関すること。                

⑶ 土地開発公社に関すること。 

⑷ 教育財産（土地に限る。）の取得に関すること。 

⑸ 市道及び法定外公共物の境界確定に関すること。  
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⑹ 市道（補助事業に係るものを除く。）用地の調査、

測量、取得及び登記に関すること。 

⑺ 法定外公共物に係る国有財産の譲与に関すること。 

⑻ 法定外公共物の用途廃止、寄附受納及び交換に関す

ること。 

⑼ 地籍調査事業に関すること。 

⑽ 地籍調査推進委員会に関すること。 

⑾ 地籍図及び地籍簿の保管、閲覧及び修正に関するこ

と。 

  別表第２中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号から第７号までを１号

ずつ繰り上げる。 

  別表第４支所、中道支所の項中第２４号を削り、第２５号を第２４号とし、第

２６号から第６３号までを１号ずつ繰り上げ、同表出張所、上九一色出張所の項

中第２３号を削り、第２４号を第２３号とし、第２５号から第６２号までを１号

ずつ繰り上げる。 

  別表第６診療部の項中 

 「    

   

      

 （甲府市職員被服貸与規則の一部改正） 

第２条 甲府市職員被服貸与規則（昭和４９年７月規則第４９号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  別表第１の１事務職員（市立甲府病院に勤務する職員を除く。）の表３の項中

「地籍調査課」を「用地課地籍調査係」に改める。 

  別表第１の２技術職員（市立甲府病院に勤務する職員を除く。）の表３の項中

「森林保全係及び水源保全係」を「林政課」に改める。 

 （甲府市財務規則の一部改正） 

第３条 甲府市財務規則（昭和６２年１月規則第１号）の一部を次のように改正す

る。 

  第９２条第２項の表中「道路河川課用地係」を「道路河川課管理占用係」に改

糖尿病内科  を 
糖尿病内科 

リウマチ科 
 に改める。 

」 」 

「 
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める。 

附 則 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日の前日において、次の表の左欄に掲げる部・室・課に勤務

を命ぜられていた課配属職員（課長を除く。）は、別に辞令を発せられない限 

 り、この規則の施行の日をもって同表右欄に掲げる部・室・課に勤務を命ぜられ

たものとする。 

企画部 企画総室 総合計画課 企画部 財政経営室 政策課 

財政経営室 財産活用課 総務部 契約管財室 管財課 

まちづくり

部 

まち開発室 区画整理課 まちづくり

部 

まち整備室 都市基盤整

備課 まち整備室 都市整備課 

地籍調査課 用地課 
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 甲府市公印規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第７号 

   甲府市公印規則の一部を改正する規則 

 甲府市公印規則（昭和４４年８月規則第４９号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１専用公印の表甲府市会計管理者代理署名人収納推進課長印の項を次のよ

うに改める。 

 別表第２中 

「          「 

              

             
       」        」                  

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

削除 ４４       

４４  

を  削除  

４４  

に改める。  
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 甲府市行政手続条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第８号 

   甲府市行政手続条例施行規則の一部を改正する規則 

 甲府市行政手続条例施行規則（平成９年３月規則第１２号）の一部を次のように

改正する。 

 第３条を第４条とし、第２条の次に次の１条を加える。 

 （公示の方法） 

第３条 条例第１５条第４項（条例第２２条第３項及び第２９条において読み替え 

て準用する場合を含む。以下同じ。）に規定する規則で定める方法は、行政庁の

使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）と公示事項（条例第  

１５条第４項に規定する公示事項をいう。第１号において同じ。）の閲覧をする

者の使用に係る電子計算機（行政庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通

じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。）とを電気通信回線

で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当

するものとする。 

⑴ 行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項 

を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するも 

の 

⑵ インターネットに接続された自動公衆送信装置（著作権法（昭和４５年法律 

第４８号）第２条第１項第９号の５イに規定する自動公衆送信装置をいう。）

を使用するもの 

   附 則 

 この規則は、令和８年５月２１日から施行する。 
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 甲府市聴聞規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第９号 

   甲府市聴聞規則の一部を改正する規則 

 甲府市聴聞規則（平成９年３月規則第１３号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第１項中「第１５条第３項後段又は条例第１５条第３項後段」を「第１５

条第４項後段又は条例第１５条第４項後段」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和８年５月２１日から施行する。 
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 甲府市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則

をここに公布する。 

  令和８年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１０号 

   甲府市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する

規則 

甲府市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則（令和２年３月規則第

５号）の一部を次のように改正する。 

第１４条第３項中「及び第１３号並びに別表第４の第２号及び第３号」を「、第

１３号、第１６号及び第１７号」に改める。 

別表第３に次のように加える。 

⒂ 生後１年に達しない子（条例第１２

条第１項に規定する子をいう。）を育

てる会計年度任用職員が、その子の保

育のために必要と認められる授乳等を

行う場合 

１日２回それぞれ３０分以内の期間

（男性の会計年度任用職員にあって

は、その子の当該会計年度任用職員

以外の親（当該子について民法（明

治２９年法律第８９号）第８１７条

の２第１項の規定により特別養子縁

組の成立について家庭裁判所に請求

した者（当該請求に係る家事審判事

件が裁判所に係属している場合に限

る。）であって当該子を現に監護す

るもの又は児童福祉法（昭和２２年

法律第１６４号）第２７条第１項第

３号の規定により当該子を委託され

ている同法第６条の４第２号に規定

する養子縁組里親である者若しくは
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同条第１号に規定する養育里親であ

る者（同法第２７条第４項に規定す

る者の意に反するため、同項の規定

により、同法第６条の４第２号に規

定する養子縁組里親として委託する

ことができない者に限る。）を含

む。）が当該会計年度任用職員がこ

の号の休暇を使用しようとする日に

おけるこの号の休暇（これに相当す

る休暇を含む。）を承認され、又は

労働基準法第６７条の規定により同

日における育児時間を請求した場合

は、１日２回それぞれ３０分から当

該承認又は請求に係る各回ごとの期

間を差し引いた期間を超えない期

間） 

⒃ ９歳に達する日以後の最初の３月

３１日までの間にある子（配偶者の子

を含む。以下この号において同じ。）

を養育する会計年度任用職員（１週間

の勤務日が３日以上とされている者又

は週以外の期間によって勤務日が定め

られている者で１年間の勤務日が

１２１日以上であるものに限る。）

が、その子の看護等（負傷し、若しく

は疾病にかかったその子の世話、疾病

の予防を図るために必要な予防接種若

しくは健康診断を受けさせることに伴

うその子の世話若しくは学校保健安全

法（昭和３３年法律第５６号）第１９

条の規定による出席停止若しくは同法

第２０条の規定による学校の休業その

他これらに準ずる事由に伴うその子の

世話を行うこと又はその子の教育若し

くは保育に係る行事のうち入園、卒園

一の年度において５日（その養育す

る９歳に達する日以後の最初の３月

３１日までの間にある子が２人以上

の場合にあっては、１０日）（勤務

日ごとの勤務時間の時間数が同一で

ない会計年度任用職員にあっては、

その者の勤務時間を考慮し、市長の

定める時間）の範囲内の期間 
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又は入学の式典その他これに準ずる式

典への参加をすることをいう。）のた

め勤務しないことが相当であると認め

られる場合 

⒄ 要介護者（条例第１６条第１項に規

定する日常生活を営むのに支障がある

者をいう。以下同じ。）の介護又は世

話（要介護者の通院等の付添い、要介

護者が介護サービスの提供を受けるた

めに必要な手続きの代行その他の要介

護者の必要な世話をいう。）を行う会

計年度任用職員（１週間の勤務日が３

日以上とされている者又は週以外の期

間によって勤務日が定められている者

で１年間の勤務日が１２１日以上であ

るものに限る。）が、当該世話を行う

ため勤務しないことが相当であると認

められる場合 

一の年度において５日（要介護者が

２人以上の場合にあっては、１０

日）（勤務日ごとの勤務時間の時間

数が同一でない会計年度任用職員に

あっては、その者の勤務時間を考慮

し、市長の定める時間）の範囲内の

期間 

⒅ 会計年度任用職員が骨髄移植のため

の骨髄若しくは末梢
しょう

血幹細胞移植の

ための末梢血幹細胞の提供希望者とし

てその登録を実施する者に対して登録

の申出を行い、又は配偶者、父母、子

及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植の

ため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植の

ため末梢血幹細胞を提供する場合で、

当該申出又は提供に伴い必要な検査、

入院等のため勤務しないことがやむを

得ないと認められるとき。 

必要と認められる期間 

別表第４の第１号から第３号までを削り、同表の第４号を同表の第１号とし、同

表の第５号を同表の第２号とし、同表の第６号中「又は疾病」を「若しくは疾病又

は通勤（甲府市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（昭

和４２年１２月条例第３３号）第２条の２に規定する通勤をいう。）による負傷若
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しくは疾病」に改め、同号を同表の第３号とし、同表の第７号を削る。 

附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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 甲府市職員被服貸与規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１１号 

   甲府市職員被服貸与規則の一部を改正する規則 

 甲府市職員被服貸与規則（昭和４９年７月規則第４９号）の一部を次のように改

正する。 

 別表第１の２技術職員（市立甲府病院に勤務する職員を除く。）の表中１０の項

を１１の項とし、５の項から９の項までを１項ずつ繰り下げ、４の項の次に次のよ

うに加える。 

５  動物専門員 夏作業服（上下） １夏  ２   

冬作業服（上下）

又は事務服 
１冬  ２  

ゴム長靴又は安全

靴 
２年  １  

雨衣（上下） ３年  １  
フード付きヤッケ

又は防寒服（上） 
４年  １  

帽子 ３年  １  

防寒長靴 ２冬  １  

 別表第１の３技能労務職員（市立甲府病院に勤務する職員を除く。）の表１の項

中 

「 
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夏作業服（上下） １夏 ２  ごみ収集課収集衛生係に勤務

する職員に限る。 
冬作業服（上下） １冬 ２  

ゴム長靴 ４年 １  

雨衣（上下） ４年 １  

フード付きヤッケ又は防寒

服（上） 
４年 １  

帽子 ３年 １  

安全靴 ２年 １  

                                  」 

「 

夏作業服（上下）又はつな

ぎ服 
１夏 ２  

１  

ごみ収集課収集衛生係に勤務

する職員に限る。 

貸与数は、夏作業服を選択す

る場合は２、つなぎ服を選択

する場合は１とする。 

 

冬作業服（上下） １冬 ２  

ゴム長靴 ４年 １  

雨衣（上下） ４年 １  

フード付きヤッケ又は防寒

服（上） 
４年 １  

帽子 ３年 １  

安全靴 ２年 １  

                                  」 

改め、同表中５の項を削り、６の項を５の項とし、同項の次に次のように加える。 

６  

 

事務補助業

務に従事す

る技能労務

一般事務職員の例

による。 

  地域防災係、庁舎車

両係以外の事務補助

業務に従事する技能

を 

に 
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職員 

 

労務職員に限る。 

夏作業服（上下） ３夏  １  地域防災係、庁舎車

両係に勤務する職員

に限る。 
冬作業服（上下） ３冬  １  

ゴム長靴又は安全

靴 

４年  １  

 別表第１の３技能労務職員（市立甲府病院に勤務する職員を除く。）の表７の項

を削る。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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 甲府市職員通勤手当支給規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１３号 

   甲府市職員通勤手当支給規則の一部を改正する規則 

 甲府市職員通勤手当支給規則（昭和３３年１０月規則第３４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第３条第１項中「通勤届（別記様式）」を「市長が別に定める様式」に改め、同

項第２号中「若しくは通勤方法を変更し」を「、通勤方法若しくは条例第２５条第

３項に規定する駐車場等（以下「駐車場等」という。）を変更し、駐車場等の利用

を開始し若しくは終了し」に改め、「額」の次に「若しくは駐車場等の料金」を加

える。 

第４条中「通勤用定期乗車券」の次に「（これに準ずるものを含む。）」を、  

「提示」の次に「又は第７条の５に定める駐車場等たる要件を具備していること及

び駐車場等の料金を証明する書類の提出」を加える。 

 第４条の２中「地方公務員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号）別表」を  

「地方公務員災害補償法施行規則（昭和４２年自治省令第２７号）別表第３」に改

める。 

 第７条第１項中「第７条の３第２号」を「第７条の４第２号」に改め、同項第１

号中「第２５条第６項」を「第２５条第７項」に改める。 

 第７条の３中「第２５条第２項第４号」を「第２５条第２項第３号」に、「同条

第２項第４号」を「同条第２項第３号」に改め、同条第１号中「又は第３号」を削

り、同条第２号中「又は第３号」を削り、「額以上」を「額（駐車場等を利用し、

その料金を負担することを常例とする職員（次号において「駐車場等利用職員」と

いう。）にあっては、その額に同条第３項第１号に定める額を加算した額）以上」 
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に、「同項第１号」を「同条第２項第１号」に改め、同条第３号中「又は第３号」 

を削り、「額未満」を「額（駐車場等利用職員にあっては、その額に同条第３項第

１号に定める額を加算した額）未満」に改め、「同項第２号又は第３号」を「同条

第２項第２号」に改め、同条を第７条の４とし、同条の次に次の３条を加える。 

（駐車場等の要件） 

第７条の５ 条例第２５条第３項の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該 

当することとする。 

⑴ 勤務場所の周辺又は第４条の規定に基づき決定し、若しくは改定する手当額

の基礎となる経路若しくはこれに準ずるものとして任命権者が認める経路上に

ある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設であること。 

⑵ 職員が４輪の自動車を駐車するために使用する施設であること。   

 ⑶  駐車場等を利用することとなる場所の周辺において、他に無料で、かつ、利 

用可能なものがないこと。 

 ⑷ 月又は年を単位として、駐車料金が定められている施設であること。 

 ⑸ その利用について職員の配偶者若しくは条例第１９条第２項に規定する扶養 

親族に料金を支払うこととなる施設又はこれに準ずるものとして市長の定める

施設でないこと。 

２ 前項に規定する要件を満たさない場合であって、４輪の自動車の駐車のための 

施設の状況、職員の事情等により、駐車場等に係る通勤手当を支給しないことが

著しく不適当であると市長が認めるときは、同項の規定にかかわらず、市長が別

に定める要件とする。 

（駐車場等に係る通勤手当が支給されない職員） 

第７条の６ 条例第２５条第３項の規則で定める職員は、第７条の４第２号に掲げ

る職員とする。 

（駐車場等に係る通勤手当の額） 

第７条の７ 条例第２５条第３項第１号の規則で定める額は、次の各号に掲げる場 

合の区分に応じ、当該各号に定める額（その額が５，０００円を超える場合にあ

っては、５，０００円）とする。 

⑴ １の駐車場等を利用する場合 次のアからウまでに掲げる場合の区分に応 

じ、それぞれアからウまでに定める額 
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ア 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の額 

イ 駐車場等の料金を定める期間（月又は年によって定めた期間に限る。）が

２以上の月にわたる場合 当該料金の額をそのわたる月の数で除して得た額

（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額） 

ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 市長が定める額 

⑵ ２以上の駐車場等を利用する場合 それぞれの駐車場等について前号アから

ウまでに定める額を合計した額 

 第７条の２中「及び第３号」を削り、同条を第７条の３とし、第７条の次に次の 

 １条を加える。 

 （自動車等使用者の支給額） 

第７条の２ 条例第２５条第２項第２号の規則で定める額は、次の各号に掲げる自 

動車等の使用距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

⑴ 片道５キロメートル未満 ２，０００円 

⑵ 片道５キロメートル以上１０キロメートル未満 ４，２００円 

⑶ 片道１０キロメートル以上１５キロメートル未満 ７，３００円 

⑷ 片道１５キロメートル以上２０キロメートル未満 １０，４００円 

⑸ 片道２０キロメートル以上２５キロメートル未満 １３，５００円 

⑹ 片道２５キロメートル以上３０キロメートル未満 １６，６００円 

⑺ 片道３０キロメートル以上３５キロメートル未満 １９，７００円 

⑻ 片道３５キロメートル以上４０キロメートル未満 ２２，８００円 

⑼ 片道４０キロメートル以上４５キロメートル未満 ２５，９００円 

⑽ 片道４５キロメートル以上５０キロメートル未満 ２９，１００円 

⑾ 片道５０キロメートル以上５５キロメートル未満 ３２，３００円 

⑿ 片道５５キロメートル以上６０キロメートル未満 ３５，５００円 

⒀ 片道６０キロメートル以上６５キロメートル未満 ３８，７００円 

⒁ 片道６５キロメートル以上７０キロメートル未満 ４２，２００円 

⒂ 片道７０キロメートル以上７５キロメートル未満 ４５，７００円 

⒃ 片道７５キロメートル以上８０キロメートル未満 ４９，２００円 

⒄ 片道８０キロメートル以上８５キロメートル未満 ５２，７００円 

⒅ 片道８５キロメートル以上９０キロメートル未満 ５６，２００円 
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⒆ 片道９０キロメートル以上９５キロメートル未満 ５９，６００円 

⒇ 片道９５キロメートル以上１００キロメートル未満 ６３，０００円 

 （２１） 片道１００キロメートル以上 ６６，４００円 

 第８条の２第４項中「第２５条第４項」を「第２５条第５項」に、「第７条の３

第３号」を「第７条の４第３号」に改め、「又は第３号」を削り、「第７条の３第

２号」を「第７条の４第２号」に改める。 

 第９条の２第１項中「第２５条第５項」を「第２５条第６項」に改め、同項第２

号中「若しくは通勤方法を変更し」を「、通勤方法若しくは駐車場等を変更し、駐

車場等の利用を開始し若しくは終了し」に改め、「運賃等の額」の次に「若しくは

駐車場等の料金」を加え、同条第２項及び第３項中「第２５条第５項」を「第２５

条第６項」に改める。 

 第９条の３第１項中「第２５条第６項」を「第２５条第７項」に改める。 

別記様式を削る。 

  附 則 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）前から駐車場等（甲府市職員 

給与条例の一部を改正する条例（令和８年３月条例第１４号）による改正後の甲

府市職員給与条例第２５条第３項に規定する「駐車場等」をいう。）を利用して

いる職員であって、引き続き当該駐車場等を利用することにより施行日において

同項の職員たる要件を具備するに至った者は、この規則による改正後の甲府市職

員通勤手当支給規則第３条の規定の例により、その実情を届け出なければならな

い。 
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 甲府市職員旅費支給条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１４号 

   甲府市職員旅費支給条例施行規則の一部を改正する規則 

 甲府市職員旅費支給条例施行規則（昭和３０年３月規則第６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第２条第１項中「ときは、」の次に「次条に規定する旅費請求の手続を要する出

張にあっては」を加え、「又は県内出張命令書兼出張復命書」を「に、旅費請求の

手続を要しない出張にあっては出張命令書兼出張復命書」に改める。 

 第３条第１項中「（第 1 号様式）」を削り、同条第２項を削る。 

 第３条の２を次のように改める。 

（鉄道賃に係る鉄道） 

第３条の２ 条例第６条第１項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。 

 ⑴ 鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第２条第１項に規定する鉄道事業の

用に供する鉄道に類するもの 

 ⑵ 軌道法（大正１０年法律第７６号）第１条第１項に規定する軌道に類するも

の 

 第３条の３中「第９条の２」を「第８条」に改め、同条を第３条の５とし、同条

の次に次の１条を加える。 

（宿泊に係る特別な事情） 

第３条の６ 条例第１０条の規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費

基準額を超える場合であって、任命権者又はその委任を受けた者が次の各号のい

ずれかに該当すると認めるときとする。 

 ⑴ 会議等の主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊すること
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が困難であるとき。 

 ⑵ 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から

最も安価な宿泊施設を選択するとき。 

 第３条の２の次に次の２条を加える。 

（船賃に係る船舶） 

第３条の３ 条例第７条第１項の規則で定めるものは、海上運送法（昭和２４年法

律第１８７号）第２条第２項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類する

ものとする。 

（航空賃に係る航空機） 

第３条の４ 条例第８条第１項の規則で定めるものは、航空法（昭和２７年法律第

２３１号）第２条第１８項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類する

ものとする。 

 第５条の見出しを「（宿泊費の減額）」に改め、同条中「第１２条に規定する宿

泊料」を「第１０条に規定する宿泊費」に、「宿泊料の」を「宿泊費の」に改め

る。 

 第７条中「（第２号様式）又は県内出張命令書兼出張復命書（第３号様式）」を

「又は出張命令書兼出張復命書」に改め、「又は研修」を削る。 

 第８条を次のように改める。 

（旅費請求手続等の特例） 

第８条 この規則の規定による出張命令その他の手続について、この規則に規定す

る様式によることが合理的でないと任命権者又はその委任を受けた者が認める場

合は、当該様式によらないことができる。 

 別表を削る。 

 第１号様式（その１）及び第２号様式（その１）を次のように改める。 
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第１号様式（その１）（第２条、第３条関係） 

 

年 月 日 年

帰庁

出発

年
泊 日

上記の金額を次の内訳のとおり領収しました。上記の金額を次の内訳のとおり請求します。

年出　張
期　間

職　員　出　張　命　令　内　容

日

（あて先）　甲　府　市　会　計　管　理　者（あて先）　甲　府　市　長

金　　額

百 十 万 千 百 十 円

月

出張命令書兼旅費概算払請求書（甲）

年度 款 項 目 節 細節 伝　票　番　号会計

円 円 円 円 円 円 円

内　　　　訳

船賃 航空賃
その他

（　 　）
宿泊費 宿泊手当 包括宿泊費

円 円

1人あたり合計
鉄道賃

運賃 急行料金等

番号 所属 職名 氏名 請求金額 請求印 受領印

支払命令　　　会　計　室

月

指定金融機関　支払印

決定欄

日出張命令

用務

用務地
月 日

月 日

摘要

決定欄

（主幹部）

決定欄

（合議） 部

決定欄

支出命令 月

部 決定者

日年

年

 

 

－88－



 

第２号様式（その１）（第３条、第７条関係） 

 

　 　

 

決定欄

日

（主幹部）

精算命令
指定金融機関　支払印

決定者

部（合議）

出張復命 年 月

部

月

決定欄

決定欄

                    出張復命書兼概算払精算書（甲）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（表） 精算

年度 会計

円

款 項 目 節 細節 伝　票　番　号

金　　額

百 十 万 千 百 十

職　員　出　張　命　令　内　容

日

精算印

円 円 円 円円

用務

日

受領印

用務
の

結果

年 月 日年

支払額番号 所属 職名 氏名 精算額

船賃

円 円 円 円

概算払受領

その他
（　　 ）

月

帰庁 年 月

内　　　　訳

月

泊 日
日

用務地
出　張
期　間

出発 年

宿泊費 宿泊手当 包括宿泊費 1人あたり合計

上記のとおり出張しましたので復命します。 上記の金額を次のとおり精算します。

（あて先）　甲　府　市　長 （あて先）　甲　府　市　会　計　管　理　者

航空賃
鉄道賃

運賃 急行料金等

決定欄

年 日
会　計　室
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交通費
船賃 航空賃

その他
（　　 ）

円 円 円 円 円

鉄道賃

運賃 急行料金等

日 月 日

円 円 円 円 円 円

円

まで月 年

円 円 円 円

宿泊費上限

円 円 円 円

円 円 円

円 円

～

円 円 円 円

事由

円 円

円 円円 円 円

円円 円

円円 円

円 円

円円 円

移動日

から

旅程

～

～

～

～

～

年

宿泊費等

（都道府県）

1人分　合計　 　円

宿泊費

円

宿泊日

円

合計

円
概算受領額

円人分

円

合計

合計

精算額
円

円

宿泊地

1人分　合計　　　　　　　　　円

日 ）

事由

円

（ 泊

円

旅　　行　　明　　細　　書
（裏）

領収書貼付欄

円 円

宿泊手当
朝食含む 夕食含む

交通費＋宿泊費等

円

1人分　合計　　　　　　　　　円

用務地

出張期間

 

 第２号様式（その２）中「れい入・請求額」を「精算額」に改める。 

第３号様式中「県内出張命令書兼出張復命書」を「出張命令書兼出張復命書」に

改める。 

 ( 参考 ) 市内粁程表を削る。 
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 附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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 甲府市財務規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１５号 

   甲府市財務規則の一部を改正する規則 

 甲府市財務規則（昭和６２年１月規則第１号）の一部を次のように改正する。 

 第６３条第１項中「を支払人とする小切手（第４１号様式）により支払をする」

を「において支払をさせる」に改め、同条第２項中「前項の規定にかかわらず、」

を削り、「同項の領収印」を「領収印を徴した領収書兼支払済通知書」に改める。 

 第６６条から第６８条までを次のように改める。 

第６６条 削除 

 （会計管理者による支払い） 

第６７条 会計管理者は、第６３条から第６５条までの支払については、即日会計

ごとに取りまとめ、その合計金額を記載した払戻請求書及び支払通知書（第４６

号様式）を指定金融機関に送付するものとする。ただし、電子情報処理組織（市

の使用に係る電子計算機と指定金融機関の使用に係る電子計算機とを電気通信回

線で接続したものをいう。）を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する

方法により情報を提供するときは、当該情報の提供をもって払戻請求書の送付に

代えることができる。 

第６８条 削除 

 第７１条第１項に次の１号を加える。 

 （２６） 金融機関に支払う手数料 

 第９２条第２項の表中「ごみ収集課長」の次に「、ふるさと納税課長」を、「ご

み収集課収集衛生係」の次に「、ふるさと納税課ふるさと納税係」を加える。 

 第１２８条中「、指定金融機関等取扱収納内訳表（第７１号様式）」を削る。 

 第１２９条第２項を削り、同条第３項中「支払通知書兼小切手振出通知書」を  
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「支払通知書」に改め、同項を同条第２項とする。 

 第１３０条から第１３２条までを次のように改める。 

第１３０条から第１３２条まで 削除 

  第１３４条第１項中「指定金融機関等取扱収納内訳表、小切手」を「支払通知

書」に改める。 

 第１３６条中「、小切手支払内訳表（第７５号様式）、指定金融機関等取扱収納

内訳表」及び後段を削る。 

 別表の甲府市財務規則様式一覧表中小切手の項を削り、「支払通知書兼小切手振

出通知書」を「支払通知書」に、「第６６条」を「第６７条」に改め、指定金融機

関等取扱収納内訳表の項及び小切手支払内訳表の項を削る。 

 第２０号様式中「 印  を削る。 

 第４１号様式を次のように改める。 

第４１号様式 削除 

 第４６号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 
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第４６号様式（第６７条関係） 

 

年  月  日 

 甲府市指定金融機関 様 

              甲府市会計管理者           

 

支 払 通 知 書 

年度 
金額 

円 

  

整 理 区 分 件 数 金 額 摘 要 

     円   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  

支 払 区 分 □ 直接払  ・  □ 口座振替払  ・  □ 送金払 
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 第７０号様式及び第７１号様式を次のように改める。 

第７０号様式（第１２７条関係） 

 

 年  月  日 
 

歳入済通知書 
 
年  月  日の振込分として、以下のとおり領収しました。 

             
甲府市指定金融機関  ㊞ 
 

 

 
会計科目ごとの合計金額 

    
    
    
    
    
    
    
    

 
内訳 

会計科目 金額 摘要 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

会計年度 年度 
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第７１号様式 削除 

 第７５号様式を次のように改める。 

第７５号様式 削除 

   附 則 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当

分の間、所要の調整をして使用することができる。 
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 甲府市ひとり親家庭等医療費助成金支給条例施行規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。 

  令和８年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１６号 

   甲府市ひとり親家庭等医療費助成金支給条例施行規則の一部を改正する規則 

甲府市ひとり親家庭等医療費助成金支給条例施行規則（昭和５０年１２月規則第

６２号）の一部を次のように改正する。 

 第１号様式（表面）中「㊞」を削り、「公募」を「公簿」に改め、「印」を削

る。 

 第３号様式中「印」を削り、「すこやか子育て医療費助成金支給条例」を「ひと

り親家庭等医療費助成金支給条例」に、「資格証」を「受給者証」に改める。 

 第４号様式を次のように改める。 
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第４号様式（第１０条関係） 

 

申

請

者

記

入

欄 

甲府市ひとり親家庭等医療費助成金支給申請書 

ひとり親家庭等医療費の助成を受けたく、申請します。 

年  月  日   

（あて先）甲府市長 

患 者 氏 名 

 

生 年 月 日 

 

申請者住所 

 

氏 名                  

 

電 話 

受 給 者 番 号   

保 険 者 名 

甲府市 

国民健康保険組合 

全国健康保険協会 

健康保険組合 

共済組合 

保 険 種 別  
□国保    □国保組合  □協会けんぽ   

□健保組合  □共済組合  □その他(     ) 

被保険者等記号・番号  

患 者 の 個 人 番 号  

□患者の健康保険加入状況を、甲府

市が個人番号を用いて照会・確認

することに同意します。 

※同意されない場合は、関係書類の

提出が必要となります。 

保

険

医

療

機

関

等

記

入

欄 

医療保険による診療報酬請求額証明書 
甲府市が定める次の要件を満たした領収書を添付することにより証明の代わりになります。 

①受診者氏名 ②診療年月 ③医療保険対象総点数 ④負担率 ⑤発行者(保険医療機関

等)名 ⑥発行年月日 ⑦入院時食事療養費等の負担額 ⑧入院時食事療養費等の費用額 

（患者氏名） 

                                   様 

年   月分診療費等 実診療日数          日間 

□入院外 □歯科外来 □調剤 □医科入院 □歯科入院 □その他(     ) 

医療保険対象総点数 □入院時食事療養標準負担額  

□入院時生活療養標準負担額  

   円×   日・食 

合計        円 

       点 ・ 円 

※医科・歯科・調剤は総点数を点で、鍼灸・整骨・接骨等療養

費は総医療費を円で記入してください。 

窓 口 一 部 負 担 金 (保 険 適 用)                   円 
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 上記のとおり相違ありません。 

年  月  日   

                  所在地                 

                  保険医療機関等名称           

                    氏名               ㊞ 

※支給申請額（市役所記入欄）                   （      ） 

(注) 1 申請は、1保険医療機関等ごと1月を単位に1枚の申請書で行ってください。 

   2 申請の際は、受給者証及び被保険者等であることを証する書類を一緒にお持ちください。 

   3 他制度により給付を受けられた場合は、申請時に支給決定通知書等を添付してください。 

   4 上記の給付が後日確認された場合や医療保険の未加入期間中の申請であることが確認された場合は、

既助成額について返納していただきます。  

 

 第５号様式及び第６号様式中「㊞」を削る。  

   附 則 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の

調整をして使用することができる。 
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 甲府市すこやか子育て医療費助成金支給条例施行規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。 

  令和８年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１７号 

   甲府市すこやか子育て医療費助成金支給条例施行規則の一部を改正する規則 

甲府市すこやか子育て医療費助成金支給条例施行規則（昭和４７年１０月規則第

３３号）の一部を次のように改正する。 

 第２号様式中 

「                「  

を      に、 

       

「                「 

 申請者氏名        印 を 申請者氏名          に改め、 

               」                」 

「及び印鑑（朱肉を使用するもの）」を削る。 

 第３号様式中「印」を削る。 

 第４号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  氏 名      印    氏 名       

」 」 
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第４号様式（第１０条関係） 

 

申

請

者

記

入

欄 

甲府市すこやか子育て医療費助成金支給申請書 

すこやか子育て医療費の助成を受けたく、申請します。 

年  月  日   

（あて先）甲府市長 

子どもの氏名 

 

      生 年 月 日  

 

  申請者住所  

 

 氏 名             

 

                 電 話 

受 給 者 番 号   

保 険 者 名 

                   甲府市 

国民健康保険組合 

全国健康保険協会 

健康保険組合 

共済組合 

保 険 種 別  
□国保    □国保組合  □協会けんぽ   

□健保組合  □共済組合  □その他(     ) 

被保険者等記号・番号  

子どもの個人番号  

□子どもの健康保険加入状況を、甲

府市が個人番号を用いて照会・確

認することに同意します。 

※同意されない場合は、関係書類の

提出が必要となります。 

保

険

医

療

機

関

等

記

入

欄 

医療保険による診療報酬請求額証明書 
甲府市が定める次の要件を満たした領収書を添付することにより証明の代わりになります。 

①受診者氏名 ②診療年月 ③医療保険対象総点数 ④負担率 ⑤発行者(保険医療機関

等)名 ⑥発行年月日 ⑦入院時食事療養費等の負担額 ⑧入院時食事療養費等の費用額 

（患者氏名） 

                                   様 

年   月分診療費等 実診療日数          日間 

□入院外 □歯科外来 □調剤 □医科入院 □歯科入院 □その他(     ) 

医療保険対象総点数 
入院時食事療養標準負担額  

 

   円×   日・食 

合計        円 

       点 ・ 円 

※医科・歯科・調剤は総点数を点で、鍼灸・整骨・接骨等療養

費は総医療費を円で記入してください。 

窓 口 一 部 負 担 金 (保 険 適 用)                   円 
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注)  1 申請は、1保険医療機関等ごと1月を単位に1枚の申請書で行ってください。 

   2 申請の際は、資格証及び被保険者等であることを証する書類を一緒にお持ちください。 

   3 他制度により給付を受けられた場合は、申請時に支給決定通知書等を添付してください。 

   4 上記の給付が後日確認された場合や医療保険の未加入期間中の申請であることが確認された場合は、

既助成額について返納していただきます。 

 上記のとおり相違ありません。 

年  月  日   

所在地                  

保険医療機関等名称            

氏名               印   

※支給申請額（市役所記入欄）                   （      ） 

 
 

 第５号様式中「㊞」を削る。 

   附 則 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の

調整をして使用することができる。 
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 甲府市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の

一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１８号 

   甲府市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細

則の一部を改正する規則 

 甲府市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

（平成１８年９月規則第６９号）の一部を次のように改正する。 

第１９条第１項中「令第４３条の５第１項に規定する高額障害福祉サービス等給

付費支給申請書」を「令第４７条第１項に規定する高額障害福祉サービス等給付費

支給申請書」に改め、同条第２項中「令第４３条の５第６項に規定する高額障害福

祉サービス等給付費支給申請書」を「令第４７条第６項に規定する高額障害福祉サ

ービス等給付費支給申請書」に改める。 

第２０条第１項中「令第４３条の５第１項に規定する高額障害福祉サービス等給

付費支給（不支給）決定通知書」を「令第４７条第１項に規定する高額障害福祉サ

ービス等給付費支給（不支給）決定通知書」に改め、同条第２項中「令第４３条の

５第６項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給（不支給）決定通知書」を

「令第４７条第６項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給（不支給）決定

通知書」に改める。 

 第１６号様式中「令第４３条の５第１項に規定する高額障害福祉サービス等給付

費支給申請書」を「令第４７条第１項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支

給申請書」に、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施

行令第４３条の５第１項」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律施行令第４７条第１項」に、「又は被保険者証番号」を「・被保険者証

番号」に、「障害児」を「児童」に改める。 
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 第１６号様式の２中「令第４３条の５第６項に規定する高額障害福祉サービス等

給付費支給申請書」を「令第４７条第６項に規定する高額障害福祉サービス等給付

費支給申請書」に、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律施行令第４３条の５第６項」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律施行令第４７条第６項」に改める。 

 第１７号様式中「令第４３条の５第１項に規定する高額障害福祉サービス等給付

費支給（不支給）決定通知書」を「令第４７条第１項に規定する高額障害福祉サー

ビス等給付費支給（不支給）決定通知書」に、「障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律施行令第４３条の５第１項」を「障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第４７条第１項」に改める。 

 第１７号様式の２中「令第４３条の５第６項に規定する高額障害福祉サービス等

給付費支給（不支給）決定通知書」を「令第４７条第６項に規定する高額障害福祉

サービス等給付費支給（不支給）決定通知書」に、「障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律施行令第４３条の５第６項」を「障害者の日常生

活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第４７条第６項」に改める。 

 第１８号様式及び第１８号様式の２中「この申請に伴い、自立支援医療費の支給

決定」を「自立支援医療費の支給決定・再認定・変更等」に、「支給決定に係る」

を「支給決定・再認定・変更等に係る」に改める。 

   附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際、現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要 

の調整をして使用することができる。 
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 甲府市指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する規則の一部を改正する規

則をここに公布する。 

  令和８年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１９号 

   甲府市指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する規則の一部を改正す

る規則 

 甲府市指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する規則（平成３１年３月規

則第２４号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項中「指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定一般

相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、指定障害児相談支援事業者指定申請書

（第１号様式）」を「児童福祉法施行規則の規定に基づきこども家庭庁長官が定め

る様式並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規

則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式及びこども家庭庁長官及び厚生労働大

臣が定める様式（令和７年こども家庭庁・厚生労働省告示第３号。以下「告示」と

いう。）別紙様式第１号による申請書（以下「指定等申請書」という。）」に改 

め、同条第２項中「指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定一般

相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、指定障害児相談支援事業者指定更新申

請書（第２号様式）」を「指定等申請書」に改め、同条第３項中「第３号様式」を

「第１号様式」に改め、同条第４項中「指定障害福祉サービス事業者（指定障害者

支援施設、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者）・指定障害児相談

支援事業者指定（更新）却下通知書（第４号様式）」を「指定障害福祉サービス事

業所（指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業所、指定特定相談支援事業 

所）・指定障害児相談支援事業所指定（更新）却下通知書（第２号様式）」に改め

る。 

 第３条第１項中「指定障害福祉サービス事業者（特定障害福祉サービス事業  
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者）、指定障害者支援施設指定変更申請書（第５号様式）」を「指定等申請書」に

改め、同条第２項中「第６号様式」を「第３号様式」に改め、同条第３項中「指定

障害福祉サービス事業者（指定障害者支援施設）指定変更却下通知書（第７号様  

式）」を「指定障害福祉サービス事業所（指定障害者支援施設）指定変更却下通知

書（第４号様式）」に改める。 

 第４条第１項中「変更届出書（第８号様式）」を「告示別紙様式第２号による変

更届出書」に改め、同条第２項中「第９号様式」を「第５号様式」に改める。 

 第５条中「第１０号様式」を「第６号様式」に改める。 

 第６条第１項中「指定障害福祉サービス事業者（指定障害者支援施設、指定一般

相談支援事業者、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者）指定取

消通知書（第１１号様式）」を「指定障害福祉サービス事業所（指定障害者支援施

設、指定一般相談支援事業所、指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事

業所）指定取消通知書（第７号様式）」に改め、同条第２項中「指定障害福祉サー

ビス事業者（指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事

業者及び指定障害児相談支援事業者）指定停止通知書（第１２号様式）」を「指定

障害福祉サービス事業所（指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業所、指定特

定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所）指定停止通知書（第８号様 

式）」に改める。 

 第８条第１項中「第１３号様式」を「第９号様式」に改め、同条第２項中「第  

１４号様式」を「第１０号様式」に改め、同条第３項中「第１５号様式」を「第  

１１号様式」に改める。 

 第９条第１項中「第１６号様式」を「第１２号様式」に、「第１７号様式」を  

「第１３号様式」に改め、同条第２項中「第１８号様式」を「第１４号様式」に、

「第１９号様式」を「第１５号様式」に改める。 

 第１号様式及び第２号様式を削る。 

 第３号様式中「指定障害福祉サービス事業者（指定障害者支援施設、指定一般相

談支援事業者、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者）」を「指

定障害福祉サービス事業所（指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業所、指定

特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所）」に改め、同様式を第１号様

式とする。 
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 第４号様式中「指定障害福祉サービス事業者（指定障害者支援施設、指定一般相

談支援事業者、指定特定相談支援事業者）・指定障害児相談支援事業者指定（更 

新）却下通知書」を「指定障害福祉サービス事業所（指定障害者支援施設、指定一

般相談支援事業所、指定特定相談支援事業所）・指定障害児相談支援事業所指 

定（更新）却下通知書」に、「指定障害福祉サービス事業者（指定障害者支援施 

設、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者）・指定障害児相談支援事

業者の」を「指定障害福祉サービス事業所（指定障害者支援施設、指定一般相談支

援事業所、指定特定相談支援事業所）・指定障害児相談支援事業所の」に改め、同

様式を第２号様式とする。 

 第５号様式を削る。 

 第６号様式中「指定障害福祉サービス事業者」を「指定障害福祉サービス事業  

所」に改め、同様式を第３号様式とする。 

 第７号様式中「指定障害福祉サービス事業者（指定障害者支援施設）指定変更却

下通知書」を「指定障害福祉サービス事業所（指定障害者支援施設）指定変更却下

通知書」に、「ありました指定障害福祉サービス事業者」を「ありました指定障害

福祉サービス事業所」に改め、同様式を第４号様式とする。 

 第８号様式を削り、第９号様式を第５号様式とし、第１０号様式を第６号様式と

する。 

 第１１号様式中「指定障害福祉サービス事業者（指定障害者支援施設、指定一般

相談支援事業者、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者）指定取

消通知書」を「指定障害福祉サービス事業所（指定障害者支援施設、指定一般相談

支援事業所、指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所）指定取消通

知書」に改め、同様式を第７号様式とする。 

 第１２号様式中「指定障害福祉サービス事業者（指定障害者支援施設、指定一般

相談支援事業者、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者）指定停

止通知書」を「指定障害福祉サービス事業所（指定障害者支援施設、指定一般相談

支援事業所、指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所）指定停止通

知書」に改め、同様式を第８号様式とする。 

 第１３号様式を第９号様式とし、第１４号様式から第１９号様式を４号ずつ繰り

上げる。 
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   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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 甲府市指定障害児通所支援事業者の指定等に関する規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。 

  令和８年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第２０号 

   甲府市指定障害児通所支援事業者の指定等に関する規則の一部を改正する規

則 

 甲府市指定障害児通所支援事業者の指定等に関する規則（平成３１年３月規則第

２５号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項中「指定障害児通所支援事業者指定申請書（第１号様式）」を「児

童福祉法施行規則の規定に基づきこども家庭庁長官が定める様式並びに障害者の日

常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の規定に基づき厚生労

働大臣が定める様式及びこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式（令和７

年こども家庭庁・厚生労働省告示第３号。以下「告示」という。）別紙様式第１号

による申請書（以下「指定等申請書」という。）」に改め、同条第２項中「指定障

害児通所支援事業者指定更新申請書（第２号様式）」を「指定等申請書」に改め、

同条第３項中「第３号様式」を「第１号様式」に改め、同条第４項中「指定障害児

通所支援事業者指定（更新）却下通知書（第４号様式）」を「指定障害児通所支援

事業所指定（更新）却下通知書（第２号様式）」に改める。 

 第３条第１項中「指定障害児通所支援事業者指定変更申請書（第５号様式）」を

「指定等申請書」に改め、同条第２項中「第６号様式」を「第３号様式」に改め、

同条第３項中「指定障害児通所支援事業者指定変更却下通知書（第７号様式）」を

「指定障害児通所支援事業所指定変更却下通知書（第４号様式）」に改める。 

 第４条第１項中「指定障害児通所支援事業者変更届出書（第８号様式）」を「告

示別紙様式第２号による変更届出書」に改め、同条第２項中「指定障害児通所支援

事業者廃止・休止・再開届出書（第９号様式）」を「指定障害児通所支援事業所廃
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止・休止・再開届出書（第５号様式）」に改める。 

 第５条第１項中「指定障害児通所支援事業者指定取消通知書（第１０号様式）」

を「指定障害児通所支援事業所指定取消通知書（第６号様式）」に改め、同条第２

項中「指定障害児通所支援事業者指定停止通知書（第１１号様式）」を「指定障害

児通所支援事業所指定停止通知書（第７号様式）」に改める。 

 第７条第１項中「第１２号様式」を「第８号様式」に改め、同条第２項中「第  

１３号様式」を「第９号様式」に改め、同条第３項中「第１４号様式」を「第１０

号様式」に改める。 

 第８条第１項中「第１５号様式」を「第１１号様式」に改め、同条第２項中「第

１６号様式」を「第１２号様式」に改める。 

 第１号様式及び第２号様式を削る。 

 第３号様式中「指定障害児通所支援事業者」を「指定障害児通所支援事業所」に

改め、同様式を第１号様式とする。 

 第４号様式中「指定障害児通所支援事業者指定（更新）却下通知書」を「指定障

害児通所支援事業所指定（更新）却下通知書」に、「指定障害児通所支援事業者 

の」を「指定障害児通所支援事業所の」に改め、同様式を第２号様式とする。 

 第５号様式を削る。 

 第６号様式中「指定障害児通所支援事業者」を「指定障害児通所支援事業所」に

改め、同様式を第３号様式とする。 

 第７号様式中「指定障害児通所支援事業者指定変更却下通知書」を「指定障害児

通所支援事業所指定変更却下通知書」に、「指定障害児通所支援事業者の」を「指

定障害児通所支援事業所の」に改め、同様式を第４号様式とする。 

 第８号様式を削る。 

 第９号様式中「指定障害児通所支援事業者廃止・休止・再開届出書」を「指定障

害児通所支援事業所廃止・休止・再開届出書」に改め、同様式を第５号様式とす  

る。 

 第１０号様式中「指定障害児通所支援事業者指定取消通知書」を「指定障害児通

所支援事業所指定取消通知書」に改め、同様式を第６号様式とする。 

 第１１号様式中「指定障害児通所支援事業者指定停止通知書」を「指定障害児通

所支援事業所指定停止通知書」に改め、同様式を第７号様式とする。 
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 第１２号様式を第８号様式とし、第１３号様式から第１６号様式までを４号ずつ

繰り上げる。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－111－



 甲府市重度心身障害者医療費助成金支給条例施行規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。 

  令和８年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第２１号 

   甲府市重度心身障害者医療費助成金支給条例施行規則の一部を改正する規則 

 甲府市重度心身障害者医療費助成金支給条例施行規則（昭和５２年９月規則第  

３０号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第１項中「甲府市重度心身障害者医療費助成金受給者証／交付／更新／申

請書」を「甲府市重度心身障害者医療費助成金受給者証交付（更新）申請書」に改

める。 

 第４条中「受給者証」の次に「（以下「受給者証」という。）」を加え、同条に

次の２項を加える。 

２ 受給者証の有効期間の始期は、条例第４条の規定による申請があった日の属す

る月の翌月１日又は第６条第１項の規定による更新の日とする。ただし、次の各

号に掲げる者に係る有効期間の始期は、当該各号に定める日とする。 

 ⑴ 新たに身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳（以下この項

において「身体障害者手帳等」という。）の交付を受け重度心身障害者となっ

た者又は身体障害者手帳等の更新若しくは等級等の変更により重度心身障害者

となった者であって、当該手帳の受け渡しが可能となる日から１月以内（当該

期間が経過するまでの間に災害その他やむを得ない事由が生じた場合には、災

害その他やむを得ない事由がやんだ日から１月以内。以下この項において同

じ。）に当該申請をしたもの 当該身体障害者手帳等の新規、更新又は等級等

の変更の申請があった日の属する月の翌月１日 

 ⑵ 条例第２条第１項第４号に該当する者であって、特別児童扶養手当を受給し

ているもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日 
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  ア １８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者が新たに当該

申請をした場合 当該申請のあった日の属する月の翌月又は翌々月の１日 

  イ アに該当する者以外の者であって、１８歳に達する日以後の最初の４月１

日以降に特別児童扶養手当の認定を受けたものが当該認定に係る通知の日か

ら１月以内に新たに当該申請をした場合 当該特別児童扶養手当の受給を開

始する月の翌月１日 

 ⑶ 本市に転入したことにより条例第３条に規定する対象者（以下この項及び次

項において「対象者」という。）となった者であって、転入の日から１月以内

に当該申請をしたもの 当該転入の日 

 ⑷ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保護の廃止又は停止によっ

て対象者となった者であって、当該廃止又は停止の日から１月以内に当該申請

をしたもの 当該廃止又は停止の日 

３ 第１項に規定する受給者証の有効期間の終期は、第６条第１項の規定による更

新の日の前日又は対象者でなくなった日のいずれか早い日とする。 

 第６条第１項中「の有効期限は、毎年１０月３１日とし、当該年の」を「は、毎

年」に改める。 

 第１号様式及び第２号様式を次のように改める。 
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第１号様式（第３条、第６条関係） 

 

年 月 日

（あて先）　甲府市長

性別

男

女

都道
府県

市区
町村

都道
府県

市区
町村

都道
府県

市区
町村

都道
府県

市区
町村

都道
府県

市区
町村

都道
府県

市区
町村

口 座 番 号
（ 左 寄 せ ）

フリガナ

　重度心身障害者医療費受給者証の交付（更新）を次のとおり申請します。甲府市重度心身障害者医療費助成金支給
条例及び条例施行規則に基づく重度心身障害者医療費助成金制度の受給資格の審査をするため、貴市担当部署が受給
対象者、配偶者及び世帯構成員等の個人番号や公簿等を利用して、医療保険加入状況、地方税関係情報その他必要な
情報について取得することに同意します。また、助成金算定のため、受給者の医療費支払状況等について、市長が保
険医療機関等から情報提供を受けること、過去に支給された助成金が過払いになり返還が必要になった場合は、その
後に支給される助成金をその過払い分に係る返還金に充当すること、その後に支給される助成金がない際は返還金と
して過払い分を納付することに同意します。

住 所
〒

住 所
〒

転入又は
市外居住

本年１月１日
時点の住所地

送
付
先

連
絡
先

※　受給資格者の住所／連絡先とは別の住所／連絡先を指定する場合にご記入ください

連絡先 　-　　　  　-

連絡先

氏 名

生年月日

年　　  月　　  日

性別

来
庁
者

配
偶
者

扶
養
義
務
者
・
保
護
者

性別

昨年１月１日
時点の住所地

処理欄

銀行ｺｰﾄﾞ(　　　) 支店ｺｰﾄﾞ(　　　　)
普通・当座

　　支　店
　　支　所
　　出張所

預金種別　　銀　行 ・ 信　金
　　信　組 ・ 農　協
　　その他(　　　 　)

口座名義人

金 融
機関名

続柄

振
込
口
座

□ 受給資格者と同居（同居の場合は、氏名と続柄のみご記入ください）　　□ 扶養義務者なし

生年月日

転入又は
市外居住

本 店 ・
支 店 名

男　女

市外に居住している場合は、個人番号を記入→

本年１月１日
時点の住所地

続柄

昨年１月１日
時点の住所地

フリガナ

氏 名

昨年１月１日
時点の住所地

転入日 　　　年　　　　月　　　　日

　□ 受給資格者と同じ

氏 名

〒
住 所

氏 名 続 柄

本年１月１日
時点の住所地

年　　  月　　  日男　女

　□ 受給資格者と同居（同居の場合は、氏名のみご記入ください）　　□ 配偶者なし

フリガナ

氏名
　-　　　  　-　連絡先

甲府市重度心身障害者医療費助成金受給者証交付（更新）申請書

受
給
資
格
者

（

申

請

者

）

生年月日 　　　　　　年　　月　　日

　-　　　　-　

市外に居住している場合は、個人番号を記入→

フリガナ 住所

個人番号

転入の
場合
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第２号様式（第３条、第１４条関係）                         

　　　　　年　　　月　　　日

（あて先）　甲府市長　

控

除

人
円

氏　　　名

控除対象配偶者及び扶養親族の合計数
【うち老人扶養親族の数（受給資格者に
ついては、ア老人控除対象配偶者及び老
人扶養親族の　合計数、イ特定扶養親族
の数）】

 障・特障・寡・寡特・勤

               円

　　　　　　人
（ア　　　　　人）
（イ　　　　　人）

　　　　  　人
（ア　　　　　人）

円

円 円

円円

　障・特障・勤
　　　　　　 　円

所　　　得　　　額
円

   年　所　得
受 給 資 格 者

円

障害者、特別障害者、 寡婦（寡
夫）、寡婦の特例　勤労学生の別

雑損、医療費

小規模企業共済等掛金
円

　　寡・寡特・勤
　　　　　　 　円

円

円

扶 養 義 務 者

甲府市重度心身障害者医療費助成金所得状況届

社会保険料

　　　　　　　人
（ア　　　　　 人）

　配    偶    者

あなたと、あなたの配偶者、及び生計を同一にしている扶養義務者の所得について

円

円

人
円

円
配偶者特別

特別障害者である控除対象配偶者及び
扶養親族の数

障害者（特別障害者を除く。）である
控除対象配偶者及び扶養親族の数

円

人
円

人
円

人
円

下記のとおり、相違ありません。

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　

処　理　欄

円

円円 円
控　除　後　の　所　得　額

人
円
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 第４号様式から第６号様式までを次のように改める。 

第４号様式（第８条関係） 

   甲府市重度心身障害者医療費助成金受給者証再交付申請書 
 

  ※  汚損又は破損した場合は、その受給者証を添付すること。 

 

   年    月    日 

 

（あて先） 甲府市長 

                                                

 

    

 

 

 

 

 

汚損 

   受給者証を破損したので再交付を申請します。 

             紛失 

 
  なお、甲府市重度心身障害者医療費助成金支給条例及び条例施行規則に基づく重度心身

障害者医療費助成金制度の受給資格の確認をするため、貴市町村担当部署が受給対象者、

配偶者及び世帯構成員等の個人番号や公簿等を利用して、医療保険加入状況、その他必要

な情報について取得することに同意します。 

受 給 者 番 号  

個 人 番 号 
            

医療保険情報 

保険者番号  

保 険 者 名 

 
適用開始日 年     月    日 続柄 

被保険者氏名 
 

記号・番号・枝番 
   

（来庁者） 
 
氏名 
受給資格者との続柄 
電話番号 
 
 
 

（受給資格者） 
 
住所 
氏名             
電話番号          
生年月日       年  月  日 
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第５号様式（第１２条関係） 

 

（あて先）　甲　府　市　長 年 月 日

受給者番号

受給者  氏名

　　　　受給資格者との続柄 電話番号

　　　　電話番号

なお、助成金の支払に必要な事項について、市が医療機関及び保険者に照会することを了承します。

   　　　　　年　　　　　月　　　　     科診療分

円 × 食 ＝ 円

保険医療機関等
電話番号

注意：窓口無料（現物給付）分のみの場合は、本証明書に記入しないでください。

受給資格者にかかる医療費（保険診療に係るもの）の助成を受けたく、請求の額を証する書面を添えて請求します。

処　理　欄

  来庁者　氏名

円

所在地

名称 ㊞

保険診療に係る自己負担
金（食事代除く）

負担割合

甲府市重度心身障害者医療費助成金請求書

上記のとおり相違ありません。
　　　　　年　　　月　　　日

割

割

入院時食事療養
自己負担金

　□　国保　　 　□　後期高齢　 　□　協会けんぽ 　　□　組合 　　□　その他

診　療　報　酬　請　求　証　明　書

患者氏名

□　訪問看護　　　□　按摩マッサージ　　　□　鍼灸　　　□　柔道整復師

  請求額   金                                                円也

診療報酬総点数

診療報酬総金額（10割）

点

点

負担割合

□　入院　（　　　 　　日～　　　　　日）　　□　入院外　　□　薬剤

保険種別

※
太
線
内
は
医
療
機
関
が
記
入
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第６号様式（第１３条関係） 

甲府市重度心身障害者医療費助成金受給資格内容等変更届 
 年    月    日 

（あて先） 甲府市長                                                     
 

 
 
 
 
 
  次のとおり、変更がありましたので届け出ます。 
なお、甲府市重度心身障害者医療費助成金支給条例及び条例施行規則に基づく重度心身障害者

医療費助成金制度の受給資格の確認をするため、貴市担当部署が受給対象者、配偶者及び世帯構

成員等の個人番号や公簿等を利用して、医療保険加入状況、その他必要な情報について取得する

ことに同意します。 
                                                                    

受 給 者 番 号  

個 人 番 号             

医療保険

情報 

保険者番号・保険者名   

適用開始日・被保険者名     年  月  日 
 

続柄 

記号・番号・枝番 
               

口座情報 

ﾌﾘｶﾞﾅ  

名義人  

金融機関名・支店名 
        銀行・信金 
          信組・農協 
         その他（  ） 

支店 

支所 

出張所 

口座番号  普通・当座 

送付先 
 

連絡先 
 

（該当する

 ほうに○） 

住  所 〒 

ﾌﾘｶﾞﾅ  受給資格者
との続柄 

 
氏  名  

電話番号 
 

変 更 年 月 日 年    月    日 

変  更  事  由 

（該当するものに〇） 

有 期 延 長 ・ 保 険 変 更 

口座変更・送付先変更・連絡先変更 

住 所 変 更 ・ 氏 名 変 更 

備考 

 

（来庁者） 
 
氏名 
受給資格者との続柄 
電話番号 
 
 

（受給資格者） 
 
住所 
氏名             
電話番号          
生年月日         年  月  日 
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 第７号様式中「㊞」及び「（届出人が署名する場合は、押印を省略できま

す。）」を削る。 

 第８号様式中「㊞」を削る。 

   附 則 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の

調整をして使用することができる。 
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 甲府市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第２２号 

   甲府市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則 

 甲府市国民健康保険条例施行規則（昭和３５年１１月規則第５２号）の一部を次

のように改正する。 

 第１６条の４中「、第１４条の３」及び「第１４条の５の７及び」を削り、「第

１４条の８」の次に「及び第１４条の１３」を加える。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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 甲府市市民会館条例施行規則を廃止する規則をここに公布する。 

  令和８年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第２３号 

   甲府市市民会館条例施行規則を廃止する規則 

 甲府市市民会館条例施行規則（昭和３７年７月規則第３２号）は、廃止する。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－121－



 甲府市食品衛生法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第２４号 

   甲府市食品衛生法施行細則の一部を改正する規則 

 甲府市食品衛生法施行細則（平成３１年３月規則第１８号）の一部を次のように

改正する。 

 第３号様式中「食管・食監」を「食監・食管」に改め、「自動販売機」の次に

「、全自動調理機」を加え、 

「 

  

 

 

」 

「 

  

 

 

」 

改める。 

 第５号様式中「食管・食監」を「食監・食管」に改める。 

 第６号様式及び第７号様式中「食管・食監」を「食監・食管」に改め、「自動販

売機」の次に「、全自動調理機」を加え、 

 

 

 

飲食店のうち簡易飲食店営業の施設  □  生食用食肉の加工又は調理を行う施設  □  

ふぐの処理を行う施設  □  

飲食店のうち簡易飲食店営業の施設  □  
 飲食店のうち従業者が常駐せず全自動調理機  

 により調理された食品を販売する営業  
□  

ふぐの処理を行う施設  □   生食用食肉の加工又は調理を行う施設  □  

を 

に 
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「 

  

 

 

」 

「 

  

 

 

」 

改める。 

   附 則 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の

調整をして使用することができる。 

 

 

 

 

 

 

飲食店のうち簡易飲食店営業の施設  □  生食用食肉の加工又は調理を行う施設  □  

ふぐの処理を行う施設  □  

飲食店のうち簡易飲食店営業の施設  □  
 飲食店のうち従業者が常駐せず全自動調理機  

 により調理された食品を販売する営業  
□  

ふぐの処理を行う施設  □   生食用食肉の加工又は調理を行う施設  □  

を 

に 
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規程  
 
 
 

甲府市規程第１号 

 甲府市事案決定規程及び甲府市職員提案制度規程の一部を改正する規程を次のよ

うに定める。 

  令和８年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

   甲府市事案決定規程及び甲府市職員提案制度規程の一部を改正する規程 

 （甲府市事案決定規程の一部改正） 

第１条 甲府市事案決定規程（昭和４８年４月規程第１号）の一部を次のように改

正する。  

  別表第２総務部、総務総室、ＤＸ推進の表第４項を削る。 

  別表第２総務部、人事管理室、人材マネジメントの表第１項を次のように改め

る。 

１  職 員 研 修 に 関 す る 事

項  

     

⑴  職 員 研 修 の 年 間 計

画 に 関 す る こ と 。  

 
 ○      

⑵  職 員 研 修 の 実 施 に

関 す る こ と 。  

 
   ○    

⑶  研 修 誌 の 編 集 、 発

行 に 関 す る こ と 。   

 
   ○     

  別表第２総務部、人事管理室、人材マネジメントの表中第７項を第８項とし、

第２項から第６項までを１項ずつ繰り下げ、第１項の次に次のように加える。 

２  提 案 制 度 に 関 す る 事

項  
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⑴  提 案 募 集 に 関 す る

こ と 。  

 
 採 否    収 集    

⑵  提 案 審 査 委 員 会 の

庶 務 に 関 す る こ と 。   

 
    ○     

  別表第２総務部、契約管財室、管財の表に次のように加える。 

６  公 共 施 設 等 マ ネ ジ メ

ン ト の 推 進 に 関 す る 事

項  

     

⑴  公 共 施 設 等 マ ネ ジ

メ ン ト の 推 進 に 関 す

る こ と 。  

 

 重 要   一般的   軽 易    

⑵  公 共 用 地 の 取 得 の

調 整 に 関 す る こ と 。   

 
 ○       

別表第２企画部、企画総室、政策の表に次のように加える。 

３  行 政 評 価 に 関 す る 事

項  

     

⑴  行 政 評 価 に 関 す る

こ と 。  

 
 ○       

４  土 地 政 策 に 関 す る 事

項  

 
    

⑴  国 土 利 用 計 画 法

（ 昭 和 ４ ９ 年 法 律 第

９ ２ 号 ） に 基 づ く 市

町 村 計 画 に 関 す る こ

と 。  

 

 ○      

別表第２企画部、財政経営室、財政の表第８項を削る。 

別表第２企画部、財政経営室、財産活用の表を削る。 

別表第２市民部、市民総室、市民の表第１項中第６号を削り、第７号を第６号

とし、第８号を第７号とし、第９号を第８号とし、同表第３項に次のように加え

る。 

⑶  外 国 人 相 談 に 関 す

る こ と 。  

 
    ○   

 

別表第２市民部、市民総室、市民の表第６項第６号中「は握」を「把握」に改

め、同項に次のように加える。 
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⑻  庁 内 案 内 に 関 す る

こ と 。  

 
    ○   

 

⑼  お く や み 窓 口 の 運

用 に 関 す る こ と 。  

 
    ○   

 

別表第２まちづくり部、まちづくり総室、空き家対策の表に次のように加え

る。 

３  所 有 者 不 明 土 地 に 関

す る 事 項  

     

⑴  所 有 者 不 明 土 地 の

利 用 の 円 滑 化 等 に 関

す る 特 別 措 置 法 （ 平

成 ３ ０ 年 法 律 第 ４ ９

号 ） に 関 す る こ と 。  

 

 重 要   一般的   軽 易    

別表第２まちづくり部、まち開発室、都市計画の表中第９項を削り、第１０項

を第９項とし、第１１項を第１０項とし、第１２項を第１１項とする。 

別表第２まちづくり部、まち開発室、区画整理の表を次のように改める。 

拠 点 開 発 推 進 
 

    項 目       決 定 区 分 
 備 考   

 副 市長    部 長 等    室 長    課  長   

１  都 市 再 生 整 備 計 画 に 関

す る 事 項 

 
   

 

⑴  都 市 再 生 整 備 計 画 に

関 す る こ と 。 

 
 重 要   一般的   軽  易     

２  緑 が 丘 ス ポ ー ツ 公 園 整

備 事 業 に 関 す る 事 項 

 
    

⑴  緑 が 丘 ス ポ ー ツ 公 園

整 備 事 業 に 関 す る こ

と 。 

 

 重 要   一般的   軽  易    

別表第２まちづくり部、まち開発室、建築指導の表第１３号中「マンションの

建替えの円滑化等に関する法律」を「マンションの再生等の円滑化に関する法

律」に改める。 

別表第２まちづくり部、まち整備室、都市整備の表を次のように改める。 

都 市 基 盤 整 備  

    項 目       決 定 区 分 
 備 考   

 副 市長    部 長 等    室 長    課  長   

１  道 路 の 新 設 改 良 事 業 に      
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関 す る 事 項 

⑴  新 設 改 良 事 業 の 実 施

箇 所 を 計 画 す る こ と 。 

 
      ○   

 

２  橋 り ょ う の 新 設 改 良 事

業 に 関 す る 事 項 

 
    

⑴  新 設 改 良 事 業 の 実 施

箇 所 を 計 画 す る こ と 。 

 
      ○    

３  道 路 の 舗 装 事 業 に 関 す

る 事 項 

 
    

⑴  舗 装 事 業 の 実 施 箇 所

を 計 画 す る こ と 。 

 
   ○    

４  甲 府 駅 周 辺 土 地 区 画 整

理 事 業 の 換 地 に 関 す る 事

項 

 

    

⑴  事 業 計 画 等 に 関 す る

こ と 。 

 
 ○      

⑵  換 地 計 画 に 関 す る こ

と 。 

 
 ○      

⑶  仮 換 地 に 関 す る こ

と 。 

 
 重 要    軽  易    

⑷  清 算 に 関 す る こ

と 。 

 
 同 上    同 上   

５  甲 府 駅 周 辺 土 地 区 画 整

理 審 議 会 に 関 す る 事 項 

 
    

⑴  審 議 会 委 員 の 選 挙 に

関 す る こ と 。 

 
 ○        

⑵  そ の 他 審 議 会 に 関 す

る こ と 。 

   
  ○    

６  甲 府 駅 周 辺 拠 点 形 成 事

業 に 関 す る 事 項 

 
    

⑴  事 業 計 画 等 に 関 す る

こ と 。 

 
 ○      

⑵  甲 府 駅 周 辺 地 区 の ま

ち づ く り の 啓 発 、 指 導

及 び 助 成 に 関 す る こ

と 。 

 

 重 要    軽  易    

⑶  そ の 他 事 業 に 関 す る

こ と 。 

   
  ○    
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  別表第２まちづくり部、まち整備室、道路河川の表第９項中第２号及び第３号

を削り、第４号を第２号とし、第５号から第７号までを２号ずつ繰り上げ、同表

第１０項を削る。 

  別表第２まちづくり部、まち整備室、地籍調査の表を次のように改める。 

用 地  

    項 目       決 定 区 分 
 備 考   

 副 市長    部 長 等    室 長    課  長   

１  用 地 取 得 に 関 す る 事 項  
   

 

⑴  用 地 取 得 の 事 前 確 認

に 関 す る こ と 。 

 
 軽  易      

 

⑵  土 地 収 用 法 に よ る 対

象 事 業 に 関 す る こ と 。 

 
 同 上    

 

２  公 園 事 業 及 び 街 路 事 業

に 関 す る 事 項 

 
    

⑴  公 園 事 業 及 び 街 路 事

業 に 係 る 用 地 取 得 に 関

す る こ と 。 

 2,000万 円

以 上 5,000

万 円 未 満 

200 万 円

以 上 2,000

万 円 未 満 

200 万 円

未 満 
 

⑵  公 園 事 業 及 び 街 路 事

業 に 係 る 移 転 補 償 に 関

す る こ と 。 

 

 同 上   同 上   同 上   

３  土 地 買 収 に 関 す る 事 項  
    

⑴  買 収 依 頼 書 を 受 理 す

る こ と 。 

 
   ○    

４  土 地 の 引 継 ぎ に 関 す る

事 項 

 
    

⑴  土 地 の 引 継 ぎ に 関 す

る こ と 。 

 
 ○      

⑵  登 記 関 係 書 類 の 引 継

ぎ に 関 す る こ と 。 

 
   ○    

５  土 地 開 発 公 社 に 関 す る

事 項 

 
    

⑴  土 地 開 発 公 社 の 事 業

委 託 及 び 調 整 に 関 す る

こ と 。 

 

 ○        

６  租 税 特 別 措 置 法 に 係 る      
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税 務 署 と の 事 前 協 議 等 に

関 す る 事 項 

⑴  譲 渡 所 得 等 の 課 税 の

特 例 の 適 用 に 関 す る 事

前 協 議 に 関 す る こ と 。 

 

   ○    

⑵  証 明 書 等 の 提 出 に 関

す る こ と 。 

 
   ○    

７  道 路 の 新 設 改 良 事 業 に

関 す る 事 項 

 
    

⑴  補 助 対 象 事 業 に 係 る

市 道 用 地 取 得 の 事 前 確

認 に 関 す る こ と 。 

 

 重 要   軽  易     

⑵  補 助 対 象 に 係 る 市 道

用 地 取 得 に 関 す る こ

と 。 

 2,000万 円

以 上 5,000

万 円 未 満 

200 万 円

以 上 2,000

万 円 未 満 

200 万 円

未 満 
 

⑶  補 助 対 象 に 係 る 市 道

の 移 転 補 償 に 関 す る こ

と 。 

 

 同 上   同 上   同 上   

⑷  補 助 対 象 に 係 る 市 道

の 登 記 に 関 す る こ と 。 

  
  ○    

８  市 道 及 び 市 有 法 定 外 公

共 物 に 関 す る 事 項 

   
   

⑴  新 設 既 存 市 道 （ 補 助

対 象 に 係 る も の を 除

く 。 ） 用 地 の 調 査 取 得

及 び 登 記 に 関 す る こ

と 。 

 

 重 要    軽  易    

⑵  境 界 確 定 に 関 す る こ

と 。 

 
 同 上    同 上   

９  地 籍 調 査 に 関 す る 事 項  
    

⑴  地 籍 調 査 事 業 の 計 画

作 成 に 関 す る こ と 。 

 
 ○      

⑵  地 籍 図 及 び 地 籍 簿 の

閲 覧 に 関 す る こ と 。 

 
   ○    

⑶  地 籍 図 及 び 地 籍 簿 の

認 証 請 求 に 関 す る こ

と 。 

 

 ○      
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⑷  調 査 成 果 の 閲 覧 及 び

修 正 に 関 す る こ と 。 

 
 重 要    一般的   

⑸  地 籍 調 査 推 進 委 員 会

の 庶 務 に 関 す る こ と 。 

 
   ○    

 （甲府市職員提案制度規程の一部改正） 

第２条 甲府市職員提案制度規程（平成２５年１０月規程第３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第６条中「総務部総務総室ＤＸ推進課長（以下「ＤＸ推進課長」を「総務部人

事管理室人材マネジメント課長（以下「人材マネジメント課長」に改める。 

  第７条第１項、第９条、第１２条第２項及び第１３条第３項中「ＤＸ推進課

長」を「人材マネジメント課長」に改める。 

  別表第１中「総務部総務総室ＤＸ推進課長」を「総務部人事管理室人材マネジ

メント課長」に改める。 

   附 則 

 この規程は、令和８年４月１日から施行する。 
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甲府市規程第２号 

甲府市会計管理者事務専決及び代決規程の一部を改正する規程を次のように定め

る。 

  令和８年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

   甲府市会計管理者事務専決及び代決規程の一部を改正する規程 

 甲府市会計管理者事務専決及び代決規程（昭和５０年７月規程第５号）の一部を

次のように改正する。 

 第２条第２号中「支払通知書兼小切手振出通知書」を「支払通知書」に改める。 

   附 則 

 この規程は、令和８年４月１日から施行する。 
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        告示 
 
                           甲府市告示第８２号 
 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。 
 

令和８年３月２日 
 

甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 一般競争入札に付する事項 
（１）貸付物件 

次の物件を入札に付する。 
施設名称：甲府市役所本庁舎 

所在地：甲府市丸の内一丁目１８番１号 

（２）予定価格  公表しない。 

（３）貸付期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

（４）用途  パネル広告の設置 

２ 一般競争入札参加資格 

次の要件をすべて満たす法人又は個人に限り応募することができる。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に規定

する一般競争入札に参加させることができない者又は同条第２項各号に掲げる

者のいずれにも該当しない法人又は個人であること。 

（２）国税及び本店・支店等が所在する市町村の税を滞納していないこと。 

（３）甲府市広告掲載基準の規定に該当する規制業種又は事業者でないこと。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という 。） 又は法人であ

ってその役員が暴力団員でないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く 。） でないこと。 

（６）官公庁又は民間企業における、施設壁面等の広告掲出業務において、３年以

上の実績を有する者であること。 

３ 募集要項及び仕様書の配付期間、配付場所、配付方法 

（１）配付期間 

令和８年３月２日（月）から令和８年３月１６日（月）まで（この期間内の
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市の休日を除く 。） 午前９時から正午まで、及び午後１時から午後５時まで 

（２）配付場所 

甲府市総務部契約管財室管財課（甲府市役所本庁舎５階） 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

（３）配付方法 

直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホームページ（事

業者向け情報／入札・契約／入札情報（その他・公募型 ）） から情報を入手す

る場合は、この限りではない。 

４ 入札参加申込み 

この入札に参加を希望する者は、募集要項に示す「一般競争入札参加申込書」

ほか提出書類を次の申込場所まで持参すること。 

（１）申込期間  
令和８年３月３日（火）から令和８年３月１６日（月）まで（この期間内の

市の休日を除く 。） 午前９時から正午まで、及び午後１時から午後５時まで 

（２）申込場所 
甲府市総務部契約管財室管財課（甲府市役所本庁舎５階） 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

５ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日時 
令和８年３月２６日（木）午後４時００分から 

（２）場所 
甲府市役所本庁舎 ７階 会議室７－１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については、変更する場合がある。 

６ 入札方法 

落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てるものとする 。） をもって落札金額とするので、入札者は、消

費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか否かを問わず、契約希望金額の１

１０分の１００に相当する金額を入札書に記入すること。 

７ 入札の無効 

この告示に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

８ 落札者の決定 

甲府市が定める予定価格以上で、最高の金額をもって有効な入札を行った者を

落札者とする。 

９ その他 

（１）入札保証金  免除 

（２）契約保証金 
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設置事業者として決定した者は、契約締結に際して、契約保証金として契約

金額の１００分の１０の額を納付しなければならない。ただし、甲府市契約規

則（昭和５０年規則第６６号）第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の

間に国（公社、公団を含む 。） 又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じく

する契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、

契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除とする。 

（３）契約書作成の要否  要 

（４）説明会  行わない。 

（５）その他  詳細は、募集要項及び仕様書による。 
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甲府市告示第８３号    
 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。 
 

令和８年３月２日 
 

甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 入札対象業務 

（１）入札番号        （市長契）第１号 
（２）件名         自動体外式除細動器（ＡＥＤ）賃貸借 
（３）賃貸借期間      令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 
（４）品質・規格・数量など 仕様書による 
（５）納入場所       仕様書による 
（６）予定価格       公表しない 
（７）最低制限価格     設けない 

２ 入札参加資格 
甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条

件をすべて満たす者 
（１）山梨県内に本店、本社又は営業所を有する者であること。 
（２）甲府市の物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「医療器

具」で登録されている者であること。 
（３）医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

（昭和３５年法律第１４５号）第３９条第１項に規定する高度管理医療機

器等の販売業・貸与業の許可を受けている者であること。 
（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に

該当しない者であること。 
（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は

法人であってその役員が暴力団員でないこと。 
（６）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度

要綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 
（７）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこ

と。また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、その処分を受けた

日から２年を経過していること。 
（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始

の申立がなされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受

けた後、競争入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 
（９）市税の滞納がない者であること。 
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３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 
（１）配付期間 令和８年３月２日（月）～ 令和８年３月１２日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 
午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市 市長直轄組織 危機管理室 地域防災課 
甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎４階 
電話０５５－２３７－５３５７ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホ

ームページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情

報を入手する場合は、この限りでない。 
（４）申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間 令和８年３月２日（月）～ 令和８年３月１２日（木） 
（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 
午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市 市長直轄組織 危機管理室 地域防災課 
甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎４階 
電話０５５－２３７－５３５７ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 
（１）日 時 令和８年３月２３日（月） 午前１０時００分 
（２）場 所 甲府市役所 本庁舎７階 ７－１会議室 

甲府市丸の内一丁目１８番１号  
ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 
落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費

税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。 
６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とす

る。 
なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 
７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
８ 長期継続契約 

本入札は「甲府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に

基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算に

ついて減額又は削除があった場合、当該契約は解除する。 
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９ その他 
（１）入札保証金：免除 
（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

    ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間

に国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じく

する契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、

契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は、免除する。 
（３）契約書作成の要否：要 
（４）仕様説明会は行わない。 
（５）その他公告にない事項については、入札説明書及び甲府市契約規則による。 
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                           甲府市告示第８４号  
 
 次の差押に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所、居所が明らかでないた

め、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条及び第２０条の２の規定によ

り公示する。 
 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、

いつでも交付する。 
 

令和８年３月２日 
 

甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 書類名        差押調書（謄本）  福発第５４６１号 
２ 送達を受けるべき者  （省略） 
３ 保管場所       甲府市福祉部福祉総室健康保険課 
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                           甲府市告示第８５号 
 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡ 
 
  令和８年３月２日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

甲府市徳行四丁目１５３７番１、１５３７番５から１５３７番８まで、 

１５４２番１、１５４３番１、１５４４番３、 

１５４５番 1、１５４５番４、 

１５４６番３から１５４６番５まで、 

１５４７番１から１５４７番４まで、 

１５４８番１、１５４８番２、１５４９番、 

１５５２番２から１５５２番４まで、 

１５５３番１、１５５３番３から１５５３番５まで 

及び１５５５番１ 

以上２８筆及び水 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
   長野県松本市小屋南二丁目９番２５号 

   株式会社西源 
          代表取締役 山田 一浩 
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                           甲府市告示第８６号  
 
 甲府市職員採用試験を別紙内容に基づき実施するので、甲府市職員の任用等に関 
する規則第９条の規定により公告する。 
 
  令和８年３月２日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
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                           甲府市告示第８７号  
 
 甲府市職員採用試験を別紙内容に基づき実施するので、甲府市職員の任用等に関 
する規則第９条の規定により公告する。 
 
  令和８年３月２日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
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                           甲府市告示第８８号  
 
 甲府市任期付職員採用試験を別紙内容に基づき実施するので、甲府市職員の任用

等に関する規則第９条の規定により公告する。 
 
  令和８年３月２日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
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                           甲府市告示第８９号  
 
 甲府市職員採用試験を別紙内容に基づき実施するので、甲府市職員の任用等に関 
する規則第９条の規定により公告する。 
 
  令和８年３月２日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
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                           甲府市告示第９０号  
 
 甲府市職員採用試験を別紙内容に基づき実施するので、甲府市職員の任用等に関 
する規則第９条の規定により公告する。 
 
  令和８年３月２日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
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                           甲府市告示第９１号  
 
 甲府市職員採用試験を別紙内容に基づき実施するので、甲府市職員の任用等に関 
する規則第９条の規定により公告する。 
 
  令和８年３月２日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
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                           甲府市告示第９２号  
 
 甲府市職員採用試験を別紙内容に基づき実施するので、甲府市職員の任用等に関 
する規則第９条の規定により公告する。 
 
  令和８年３月２日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
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甲府市告示第９３号  

 

次の者から介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項及び甲府

市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成２８年

福第１号）第７第２項の規定に基づく廃止届を受理したので、同法第７８条の１１

及び同要綱第１０の規定により公示する。 

                                      

令和８年３月４日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

                  

１ 介護保険事業所番号   １９９０１００８８３ 

２ 事業所の名称      ソーシャルデイ ひと花 

３ 事業所の所在地      甲府市城東五丁目１０番１１号 

４ 当該事業所の申請者      笛吹市石和町河内１７１番地５ 

              合同会社ＥＮＪＯＹ ＬＩＦＥ みのり 

              代表社員 阿南 美紀 
５ サービスの種類      地域密着型通所介護 

              介護予防・日常生活支援総合事業 
（介護予防通所介護相当サービス） 

６ 廃止年月日          令和８年３月３１日 
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                           甲府市告示第９４号  
 
 次の国民健康保険料にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所） 
に郵送したが返送されたので、調査を行ったがなお不明のため国民健康保険法（昭 
和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第 
２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 
 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい 
つでも交付する。 
 
  令和８年３月５日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 書類名        国民健康保険料過誤納金還付通知書 
２ 送達を受けるべき者  別紙のとおり 
３ 保管場所       甲府市役所市民部税務管理室収納推進課 
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                           甲府市告示第９５号  
 
 次の国民健康保険料にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所） 
に郵送したが返送されたので、調査を行ったがなお不明のため国民健康保険法（昭 
和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第 
２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 
 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい 
つでも交付する。 
 
  令和８年３月５日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一  
 
 
１ 書類名        令和６年度国民健康保険料７期督促状 

令和６年度国民健康保険料８期督促状 
令和６年度国民健康保険料９期督促状 
令和７年度国民健康保険料１期督促状 
令和７年度国民健康保険料３期督促状 
令和７年度国民健康保険料４期督促状 
令和７年度国民健康保険料５期督促状 

２ 送達を受けるべき者  別紙のとおり 
３ 保管場所       甲府市市民部税務管理室収納推進課 

－149－



                          甲府市告示第９６号  
 

次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 
 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 
 

令和８年３月５日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 書類名        軽自動車税 過誤納金還付通知書 
２ 送達を受けるべき者  別紙のとおり 
３ 保管場所       甲府市市民部税務管理室収納推進課 
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甲府市告示第９７号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

 

令和８年３月６日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象物品 

⑴  入札番号     第３４３４号 

⑵  物件名   甲府市立商科専門学校パソコン等 

⑶ 品質・規格・数量など 入札説明書による 

⑷ 納入期限   入札説明書による 

⑸ 納入場所   入札説明書による 

⑹ 予定価格   公表しない 

⑺ 最低制限価格  設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件 

をすべて満たす者 

⑴ 甲府市内に本店を有する者であること。 

⑵ 甲府市の物品供給競争入札参加資格の認定において、第１希望の業種が「事

務用品」または「情報・通信」で登録されている者であること。 

⑶ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当 

しない者であること。 

⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

⑸ この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給(入札等)制度要

綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

⑹ 入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。 

  また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

⑺ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

⑻ 市税の滞納がない者であること。 

⑼ 当該物品供給について、納入が可能であることを証明できる者であること。 

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

⑴  配付期間 令和８年３月６日（金）～ 令和８年３月１９日（木） 
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（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

⑵ 配付場所 甲府市役所本庁舎６階 総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

⑶ 配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

⑶  申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間  令和８年３月６日（金）～ 令和８年３月１９日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所  甲府市役所本庁舎６階 総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

⑴  日 時 令和８年３月３１日（火） 午後１時３０分 

⑵ 場 所 甲府市役所本庁舎６階 入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

８ その他 

(1) 入札保証金：免除 

(2) 契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の 

間に国（公社、公団を含む）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同 

じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行 

し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合 
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は免除する。 

(3) 契約書作成の要否：要 

(4) 仕様説明会は行わない。 

(5) その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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                          甲府市告示第９８号  
 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡ 
 
  令和８年３月６日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
  
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

甲府市宮原町字岡田６４番１４、７１番５から７１番１４まで、７３番５、 

７３番６及び８２番３から８２番７まで 

以上１８筆及び水 

２ 公共施設の種類、位置 
公共施設の種類 道路及び下水道 

位 置 及 び 区 域 別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市まちづくり部まち開発室都市計画課

に備え置いて縦覧に供する。） 
３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
   甲府市上今井町１２１０番地１ 

   株式会社とちの木 

代表取締役 小関 敏和 
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甲府市告示第９９号  

 

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び第８４条の２の規定に基

づき、次のとおり生活保護法等指定医療機関指定申請書を受理し、指定医療機関と

して指定したので、同法第５５条の３の規定により公示する。 

 

令和８年３月９日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 
１ 書類名   生活保護法等指定医療機関指定申請書 
２ 医療機関番号、指定の期間、医療機関の名称、医療機関の所在地、開設者、代

表者、管理者 
                           別紙のとおり 
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甲府市告示第１００号  

 

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条及び第８４条の２の規定に基

づき、次のとおり生活保護法等指定施術機関指定申請書を受理し、指定施術機関と

して指定したので、同法第５５条の３の規定により公示する。 

 

令和８年３月９日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 
１ 書類名   生活保護法等指定施術機関指定申請書 
２ 施術機関番号、指定の期間、施術機関の名称、施術機関の所在地、開設者、代

表者、施術者 
                               別紙のとおり 
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甲府市告示第１０１号  
 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する。 
 
  令和８年３月９日 
 
                 甲府市長  樋 口 雄 一 
 
１ 開発区域に含まれる地域の名称 
   甲府市西田町６１２番２及び６１２番９から６１２番１４まで 

以上７筆 

２ 公共施設の種類、位置 
公共施設の種類 道路及び下水道 

位 置 及 び 区 域 別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市まちづくり部まち開発室都市計画課 
に備え置いて縦覧に供する。） 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
   中巨摩郡昭和町西条４６１番地２ 

紳英興産株式会社 

   代表取締役 有泉 紳之介  
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甲府市告示第１０２号  

 

次の者から介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定に基づ

く廃止届を受理したので、同法第８５条の規定により公示する。 

                                      

令和８年３月１０日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

                  

１ 介護保険事業所番号   １９６０１９００４７ 

２ 事業所の名称      公益社団法人山梨県看護協会 

              指定ゆうき居宅介護支援事業所 

３ 事業所の所在地      甲府市住吉一丁目１５番２３号 

４ 当該事業所の申請者      甲府市東光寺二丁目２５番１号 

              公益社団法人山梨県看護協会 

会長 遠藤 みどり 

５ サービスの種類      居宅介護支援 

６ 廃止年月日          令和８年３月３１日 
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甲府市告示第１０３号  

 

次の者から介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定に基づ

く廃止届を受理したので、同法第８５条の規定により公示する。 

                                      

令和８年３月１０日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

                  

１ 介護保険事業所番号   １９７０１０５５２２ 

２ 事業所の名称      はな居宅介護支援事業所 

３ 事業所の所在地      甲府市上町３２０番地３ 

４ 当該事業所の申請者      甲府市上町３２０番地３ 

             合同会社はなこばやし 

代表社員 小林 守 

５ サービスの種類      居宅介護支援 

６ 廃止年月日          令和８年３月３１日 
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甲府市告示第１０４号  

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７０条第１項の規定に基づく指定居宅

サービス事業者及び同法第１１５条の２第１項の規定に基づく指定介護予防サービ

ス事業者として次の者を指定したので、同法第７８条及び第１１５条の１０の規定

により公示する。 

 

令和８年３月１０日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号   １９６０１９０５１８ 

２ 事業所の名称      ルミナ訪問看護ステーション 

３ 事業所の所在地      甲府市上阿原町４５３番地１ 

４ 当該事業所の申請者      笛吹市石和町小石和２６４５番地 

              一般社団法人サンメディカルグループ 

              代表理事 安積 広信 
５ サービスの種類      訪問看護 

              介護予防訪問看護 

６ 指定年月日          令和８年４月１日 
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甲府市告示第１０５号 

 

動物の愛護及び管理に関する法律第３６条第２項の規定に基づき次の犬、猫等の

収容を行ったので、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１７条の規定により

告示する。 

この犬、猫等の所有者は、令和８年３月１７日までに、引き取る旨の連絡を甲府

市健康支援センターにすること。 

なお、この期日までに引き取る旨の連絡を行わなかった場合は、この犬、猫等は

処分する。 

 

  令和８年３月１１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 収容場所：甲府市宝二丁目地内 

２ 動物種：猫 

３ 種類：雑種 

４ 性別：オス 

５ 毛の色：キジ白 

６ その他の特徴：成猫、首輪なし、マイクロチップなし 

７ 連絡先：甲府市保健衛生部生活衛生室衛生薬務課 

      電話：０５５－２３７－２５５０ 
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甲府市告示第１０６号  
 

地方自治法第２１９条第２項の規定により、令和８年３月市議会定例会において

議決を経た補正予算を、別紙のとおり公表する。 
 

令和８年３月１２日 
 

甲府市長 樋 口 雄 一 
 

１ 令和７年度甲府市一般会計補正予算（第１２号） 

２ 令和７年度甲府市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号） 

３ 令和７年度甲府市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号） 

４ 令和７年度甲府市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

５ 令和７年度甲府市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号） 

６ 令和７年度甲府市下水道事業会計補正予算（第２号） 

７ 令和７年度甲府市水道事業会計補正予算（第４号） 

８ 令和７年度甲府市一般会計補正予算（第１３号） 

 
 
 
 
     令和８年３月１２日 原案可決 
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甲府市告示第１０７号  

 

次の者から介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定に基づ

く廃止届を受理したので、同法第８５条の規定により公示する。 

                                      

令和８年３月１２日 

                  

甲府市長 樋口 雄一 

                  

１ 介護保険事業所番号   １９７０１０４７８０ 

２ 事業所の名称      居宅介護支援事業所 テラスしおべ梨の木 

３ 事業所の所在地      甲府市塩部三丁目１６番１８号 

４ 当該事業所の申請者      甲府市塩部一丁目１１番１２号 

             医療法人社団すずき会 

理事長 新野 哲也 

５ サービスの種類      居宅介護支援 

６ 廃止年月日          令和８年２月２８日 
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                          甲府市告示第１０８号  
 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第２項の規定において準用す

る同法第６２条第１項の規定による都市計画事業認可の図書の写しの送付を受けた

ので、同法第６３条第２項の規定において準用する同法第６２条第２項の規定によ

り、次のとおり公衆の縦覧に供する。 
 
  令和８年３月１３日 
                 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 施行者の名称         山梨県 
２ 都市計画事業の種類及び名称  甲府都市計画道路事業 ３・４・３３号  

大手二丁目浅原橋線 
３ 事業計画 
 （１）事業地 
   ア 収用の部分      変更なし 
   イ 使用の部分      なし 
 （２）設計の概要         
    起  点         山梨県甲府市中央四丁目１４０番１ 
    終  点         山梨県甲府市中央四丁目４４４番 
    延  長         １８０ｍ 
    幅  員         １８ｍ 
    車線の数         ２車線 
    その他、別添設計の概要を表示する図書のとおり。 
 （３）事業施行期間       自  平成３０年４月２日 
                   （令和８年３月３１日） 
                 至  令和１４年３月３１日 
４ 縦覧場所           甲府市まちづくり部まち開発室都市計画課 
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                          甲府市告示第１０９号  
 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第２項の規定において準用す

る同法第６２条第１項の規定による都市計画事業認可の図書の写しの送付を受けた

ので、同法第６３条第２項の規定において準用する同法第６２条第２項の規定によ

り、次のとおり公衆の縦覧に供する。 
 
  令和８年３月１３日 
                 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 施行者の名称         山梨県 
２ 都市計画事業の種類及び名称  甲府都市計画道路事業 ３・４・１０号  

高畑町昇仙峡線 
３ 事業計画 
 （１）事業地 
   ア 収用の部分      変更なし 
   イ 使用の部分      なし 
 （２）設計の概要         
    起  点         山梨県甲府市千塚四丁目３１５６番８地先 
    終  点         山梨県甲府市千塚四丁目３４９７番１地先 
    延  長         ３２７ｍ 
    幅  員         １６ｍ 
    車線の数         ２車線 
    その他、別添設計の概要を表示する図書のとおり。 
 （３）事業施行期間       自  平成３１年４月２日 
                   （令和８年３月３１日） 
                 至  令和１４年３月３１日 
４ 縦覧場所           甲府市まちづくり部まち開発室都市計画課 
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甲府市告示第１１０号  
 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により ､ 次のとおり 
道路の供用を開始する。その関係図面は ､ まちづくり部まち整備室道路河川課にお

いて、この告示の日から令和８年３月３０日まで一般の縦覧に供する。 
 
  令和８年３月１６日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
 
道 路 の  
種 類  

路  線  名  区   間 延  長  
( メートル )  

供用開始の  
年月日  

市  道  中央道側道  
１１号線  

甲府市大津町字横田 
２０３７番１地先から 
甲府市大津町字横田 
２０５９番３地先まで 

２９１．０  令和８年  
３月１６日  
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甲府市告示第１１１号  

 

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１９条第１項に基づき、

地域農業経営基盤強化促進計画（以下「地域計画」という。）を変更したので、同

法第１９条第７項の規定により公告し、当該地域計画の案を次により縦覧に供す

る。 
なお、利害関係人は、当該縦覧期間満了の日までに、当該地域計画の案につい

て、本市に意見書を提出することができる。 
 

令和８年３月１６日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 地域計画案の縦覧 

⑴ 縦覧期間 

令和８年３月１７日（火）から令和８年３月３０日（月）まで 

⑵ 縦覧場所及び縦覧時間 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市産業部農林振興室農政課 

午前８時３０分から午後５時１５分まで（土曜日及び日曜日、祝日を除く） 

甲府市ホームページ（２４時間） 

２ 意見書の提出 

⑴ 提出先 

縦覧場所と同じ 

⑵ 提出期限 

令和８年３月３０日（月）午後５時１５分までに必着 
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甲府市告示第１１２号  

 

次の者から介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項及び甲府

市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成２８年

福第１号）第７第２項の規定に基づく廃止届を受理したので、同法第７８条の１１

及び同要綱第１０の規定により公示する。 

                                      

令和８年３月１６日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

                  

１ 介護保険事業所番号   １９７０１０３６４２ 

２ 事業所の名称      デイサービスあづまや 

３ 事業所の所在地      甲府市和田町７５５番地２ 

４ 当該事業所の申請者      甲府市和田町７５５番地２ 

              株式会社カインドケア 

              代表取締役 笹渕 格 
５ サービスの種類      地域密着型通所介護 

              介護予防・日常生活支援総合事業 
（介護予防通所介護相当サービス） 

６ 廃止年月日          令和８年３月３１日 
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甲府市告示第１１３号  

 

次の者から介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項及び甲府市介

護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成２８年福第

１号）第７第２項の規定に基づく廃止届を受理したので、同法第７８条及び同要綱

第１０の規定により公示する。 

                                      

令和８年３月１６日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

                  

１ 介護保険事業所番号   １９７０１０３１３９ 

２ 事業所の名称      縁ヘルパーステーション 

３ 事業所の所在地      甲府市下積翠寺町１５３４番地 

４ 当該事業所の申請者      甲府市下積翠寺町１５３４番地 

             有限会社縁 

代表取締役 窪田 淳子 

５ サービスの種類      訪問介護 

              介護予防・日常生活支援総合事業 

             （介護予防訪問介護相当サービス） 

６ 廃止年月日          令和８年３月３１日 
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甲府市告示第１１４号 

 

動物の愛護及び管理に関する法律第３５条第３項の規定に基づき次の犬又は猫の

引取りを行ったので、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１５条第４項の規

定により告示する。 

この犬又は猫の所有者は、令和８年３月２３日までに、引き取る旨の連絡を次の

連絡先にすること。 

なお、この期日までに引き取る旨の連絡を行わなかった場合は、この犬又は猫は

処分する。 

 

  令和８年３月１７日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 拾得場所：甲府市国母三丁目地内 

２ 犬又は猫の別：犬 

３ 種類：柴犬風 

４ 性別：メス 

５ 毛の色：白 

６ その他の特徴：成犬、首輪なし、マイクロチップあり 

７ 連絡先：甲府市保健衛生部生活衛生室衛生薬務課 

      電話０５５－２３７－２５５０ 
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甲府市告示第１１５号 

                                 

次の後期高齢者医療保険料に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所（居

所）に郵送したが返送されたので、調査を行ったがなお不明のため、高齢者の医療

の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第１１２条において準用する地方

税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは 

いつでも交付する。 

 

  令和８年３月１８日 

 

                甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名       令和７年度後期高齢者医療保険料額決定通知書 

令和７年度後期高齢者医療保険料額変更決定通知書 

２ 送達を受けるべき者 別紙のとおり 

３ 保管場所      甲府市福祉部福祉総室健康保険課 
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                          甲府市告示第１１６号  
 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡ 
 
  令和８年３月１８日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
  
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

甲府市横根町字大畑６１５番１、６１５番３、６１５番４、６１８番１、 

６２３番１から６２３番４まで及び６２５番１ 

以上９筆 

２ 公共施設の種類、位置 
公共施設の種類 道路、水路及び下水道 

位 置 及 び 区 域 別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市まちづくり部まち開発室都市計画課

に備え置いて縦覧に供する。） 
３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
   北杜市高根町箕輪新町９番地の３ 

   株式会社木次商事 

代表取締役 木次 功一 

－172－



甲府市告示第１１７号 

 

動物の愛護及び管理に関する法律第３６条第２項の規定に基づき次の犬、猫等の

収容を行ったので、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１７条の規定により

告示する。 

この犬、猫等の所有者は、令和８年３月２４日までに、引き取る旨の連絡を甲府

市健康支援センターにすること。 

なお、この期日までに引き取る旨の連絡を行わなかった場合は、この犬、猫等は

処分する。 

 

  令和８年３月１９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 収容場所：甲府市国母八丁目地内 

２ 動物種：猫 

３ 種類：雑種 

４ 性別：メス 

５ 毛の色：キジトラ 

６ その他の特徴：成猫、首輪なし、マイクロチップなし、 

左耳にサクラカットあり 

７ 連絡先：甲府市保健衛生部生活衛生室衛生薬務課 

      電話：０５５－２３７－２５５０ 
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甲府市告示第１１８号  

 

 甲府市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成

１７年６月条例第１６号）第４条の規定に基づき、公の施設に係る指定管

理者を指定したので、同条例第１１条の規定により告示する。  

 

 

  令和８年３月２３日  

 

甲府市長  樋  口  雄  一  

 

施設の名称  
団体の所在地及び  

名称  
指定の期間  

甲府市創作の森  

おびな  

甲府市下帯那町２０４６番

地  

帯那地域活性化推進協議会  

令和８年４月１日から  

令 和 １ ３ 年 ３ 月 ３ １ 日

まで  
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甲府市告示第１１９号 

 

動物の愛護及び管理に関する法律第３５条第３項の規定に基づき次の犬又は猫の

引取りを行ったので、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１５条第４項の規

定により告示する。 

この犬又は猫の所有者は、令和８年３月２６日までに、引き取る旨の連絡を次の

連絡先にすること。 

なお、この期日までに引き取る旨の連絡を行わなかった場合は、この犬又は猫は

処分する。 

 

  令和８年３月２３日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 拾得場所：甲府市川田町地内 

２ 犬又は猫の別：犬 

３ 種類：甲斐犬風 

４ 性別：オス 

５ 毛の色：黒茶 

６ その他の特徴：成犬、首輪あり（赤と茶の革製１本、青と白のプラスティック

製１本） 

７ 連絡先：甲府市保健衛生部生活衛生室衛生薬務課 

      電話０５５－２３７－２５５０ 
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甲府市告示第１２０号  

 

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４１６条第１項の規定に基づき、土地

価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を縦覧に供するため、同条第３項の規定に

より公示する。 

 

  令和８年３月２５日 

                     

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 縦 覧 期 間 令和８年４月１日から令和８年４月３０日まで 

                 （ただし、土・日曜日、祝日は除く。） 

２ 縦 覧 場 所 甲府市役所本庁舎３階 資産税課 
 

－176－



甲府市告示１２１号  
 

地方自治法第２１９条第２項の規定により、令和８年３月市議会定例会において

議決を経た予算を、別紙のとおり公表する。 
 

令和８年３月２５日 
 

甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 令和８年度 甲府市一般会計予算 

２ 令和８年度 甲府市国民健康保険事業特別会計予算 

３ 令和８年度 甲府市交通災害共済事業特別会計予算 

４ 令和８年度 甲府市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 

５ 令和８年度 甲府市介護保険事業特別会計予算 

６ 令和８年度 甲府市後期高齢者医療事業特別会計予算 

７ 令和８年度 甲府市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 

８ 令和８年度 甲府市地方卸売市場事業会計予算 

９ 令和８年度 甲府市病院事業会計予算 

10 令和８年度 甲府市下水道事業会計予算 

11 令和８年度 甲府市水道事業会計予算 

12 令和８年度 甲府市農業集落排水事業会計予算 

13 令和８年度 甲府市簡易水道等事業会計予算 

14 令和８年度 甲府市浄化槽事業会計予算 

 
令和８年３月２５日 原案可決 
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                          甲府市告示第１２２号  
 
 地方自治法第２１９条第２項の規定により、専決処分した令和７年度補正予算

を、別紙のとおり公表する。 
 
  令和８年３月３０日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
 

 令和７年度甲府市一般会計補正予算（第１４号） 
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                          甲府市告示第１２３号  
 
 公職選挙法施行令第１１９条の規定により甲府市選挙管理委員会の承認を得て定

める個人演説会の施設の設備の程度を次のとおり定める。 
 
  令和８年３月３０日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
 

公営の施設 

の 名 称 

会場 

面積   

（㎡） 

収容 

人数  

(人） 

設備の内容 
候補者が納付 

する費用の額 

演壇 聴衆席 照明 その他 平日 休日 

石田悠遊館 160 76 1 腰掛 12    無料   

大国悠遊館 150 50 1 腰掛 20       

里垣悠遊館 128 70 1 腰掛 15       

相川悠遊館 115 50 1 腰掛 15       

湯田悠遊館 119.8 60 1 腰掛 20       

伊勢悠遊館 128 65 1 腰掛 16       

北部悠遊館 135 72 1 腰掛 15       

貢川悠遊館 128 50 1 腰掛 24       

大里悠遊館 128.07 48 1 腰掛 18       

羽黒悠遊館 120.54 60 1 腰掛 16       

朝日悠遊館 97.2 46 1 腰掛 20       

富士川悠遊館 400 100 1 腰掛 20       

玉諸悠遊館 80.35 60 1 腰掛 16       

住吉悠遊館 126 66 1 腰掛 15       

 
附則 
１ この告示は、令和８年４月１日から施行する。 
２ 令和７年３月２８日告示第１５７号はこれを廃止する。 
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甲府市告示第１２４号 

 

公募型プロポーザル方式に係る手続き開始について、次のとおり公告する。 

 

令和８年３月３０日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事業名 

遊亀公園・附属動物園整備及び管理運営事業 

２ 事業概要 

本事業は、公共施設等マネジメントの視点を踏まえ、遊亀公園・附属動物園

における公募対象公園施設及び特定公園施設の施工等を公募設置等管理制度

（Ｐａｒｋ－ＰＦＩ）により実施するものである。 

なお、選定事業者を地方自治法第２４４条の２第３項の規定による指定管理

者として指定することを予定している。 

３ 事業期間 

「（仮称）遊亀公園・附属動物園に係る指定管理者を指定する議案」等の可決日 

から令和３０年３月３１日まで 

４ 参加資格要件等 

（１）応募者の資格 

ア 応募者は単独の法人（以下「応募法人」という。）又は複数の法人で構

成されるグループ（以下「応募グループ」という。）に限る。 

イ グループで応募する場合は、代表法人（他の法人は構成法人とする。）を

定めるものとする。 

ウ 応募法人又は応募グループを構成する代表法人及び構成法人（以下「応募

法人等」という。）は、直近決算において債務超過でないこととする。 

エ 応募法人等の内で、指定管理業務（特定公園施設の管理・運営業務を含

む公園及び動物園の管理・運営業務）を実施する法人を定めるものとす

る。 

オ 応募法人等の内で、公募対象公園施設及び特定公園施設の設計及び監理

業務を実施する法人を定めるものとする。 

カ 応募法人等の内で、公募対象公園施設及び特定公園施設の施工業務を実

施する法人を定めるものとする。特定公園施設の施工業務を担う構成法

人は、本市の入札参加資格の「造園工事」で登録されている者を必ず含

むものとする。 

ク 応募法人等は公募対象公園施設の整備及び特定公園施設の整備・譲渡に

ついて、当該業務を遂行する責務を負うこととする。 

（２）応募条件 

応募法人等は、他の応募グループの代表法人又は構成法人となることはで

きない。 
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（３）応募の制限 

次の項目のいずれかに該当する者は、応募することができない。 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に

規定する者 

イ 地方自治法施行令第１６７条の４第２項に基づく本市の入札参加制限を

受けている者 

ウ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成１１年法

律第２２５号）又は破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく手続開

始の申立てがなされている者 

エ 本市の指名停止を受けている者 

オ 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定による指定の取消しを受けて

から３年を経過していない者 

カ 次に該当する者 

（ア）暴力団（甲府市暴力団排除条例（平成２４年条例第２号）第２条第１

項第１号に規定する暴力団をいう。）、暴力団員（甲府市暴力団排除条

例（平成２４年条例第２号）第２条第１項第２号に規定する暴力団員を

いう。）、暴力団員等（甲府市暴力団排除条例（平成２４年条例第２号）

第２条第１項第３号に規定する暴力団員等をいう。）、暴力団準構成員、

総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団、その他これに準ずる反

社会的勢力(以下「反社会的勢力等」という。)が経営に実質的に関与

していると認められる者 

（イ）役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三

者に損害を与える目的をもって、反社会的勢力等を利用するなどをした

と認められる者 

（ウ）役員等が、反社会的勢力等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与

するなど直接的あるいは積極的に反社会的勢力等の維持、運営に協力し、

若しくは関与していると認められる者 

（エ）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法

律第１４７号）に基づく処分を過去及び現在において受けている団体及

びその代表者、主催者又はその他の構成員 

（オ）国税及び地方税に滞納がある者 

キ 選定委員会委員が経営又は運営に直接関与している法人 

５ 手続き等 

（１）要項等の配布 

「遊亀公園・附属動物園整備及び管理運営事業募集要項」等を甲府市のホー

ムページにて公表するので、適宜ダウンロードすること。 

（２）提出方法等 

参加申込みの方法、提出期限及び提出先等については、募集要項等を参照

すること。 

６ 連絡先 

甲府市 まちづくり部まち開発室公園緑地課動物園整備係（本庁舎８階） 
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甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話  ０５５－２２３－６１０１ 

ＦＡＸ ０５５－２３２－４８３４ 

メール ｔｏｓｉｋｏｅｎ＠ｃｉｔｙ．ｋｏｆｕ．ｌｇ．ｊｐ 
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甲府市告示第１２５号 

 

動物の愛護及び管理に関する法律第３６条第２項の規定に基づき次の犬、猫等の

収容を行ったので、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１７条の規定により

告示する。 

この犬、猫等の所有者は、令和８年４月６日までに、引き取る旨の連絡を甲府市

健康支援センターにすること。 

なお、この期日までに引き取る旨の連絡を行わなかった場合は、この犬、猫等は

処分する。 

 

  令和８年３月３０日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 収容場所：甲府市朝気三丁目地内 

２ 動物種：猫 

３ 種類：雑種 

４ 性別：オス 

５ 毛の色：茶トラ 

６ その他の特徴：成猫、首輪なし、マイクロチップなし 

７ 連絡先：甲府市保健衛生部生活衛生室衛生薬務課 

      電話：０５５－２３７－２５５０ 
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                         甲府市告示第１２６号  
 

次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 
 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 
 

令和８年３月３０日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 書類名        令和７年度固定資産税・都市計画税第３期督促状 

令和７年度固定資産税 償却資産 第３期督促状 
２ 送達を受けるべき者  別紙のとおり 
３ 保管場所       甲府市市民部税務管理室収納推進課 
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廃止した印影   登録した印影 

甲府市告示第１２７号  
 
 次の公印を廃止及び改刻したので、甲府市公印規則第１４条の規定により、これ

を告示する。 
 
  令和８年３月３１日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 改刻した公印 
 （１）種別  専用公印 
 （２）名称  市長印 
 （３）ひな形 ２７の５の２ 
 （４）書体  楷書 
 （５）寸法  縦４ｍｍ 
        横１５ｍｍ 
 （６）印材  木 
 （７）用途  個人番号カード（マイナンバーカード）に使用する印 

（８）個数  ２個 
 
      

               
 
 
２ 廃止した公印 
 （１）種別  専用公印 
 （２）名称  甲府市会計管理者代理署名人収納推進課長印 
 （３）ひな形 ４４ 
 （４）書体  てん書 
 （５）寸法  径１８ｍｍ 
 （６）印材  木 
 （７）用途  株式会社ゆうちょ銀行が取り扱う公金の収納に係る払出請求等 
 （８）個数  １個 
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３ 公印の廃止及び登録日 令和８年３月３１日 

廃止した印影 
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甲府市告示第１２８号  
 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する。 
 
  令和８年３月３１日 
 
                 甲府市長  樋 口 雄 一 
 
１ 開発区域に含まれる地域の名称 
   甲府市上町字年代３９２番１及び３９３番１ 

以上２筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
   甲府市中央四丁目２番２６号 

大澤 輝 
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                         甲府市告示第１２９号  
 
 次の介護保険料にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵

送したが返送されたので、調査を行ったがなお不明のため介護保険法（平成９年法

律第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２０条の２の規定により公示する。                   
 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 
 
  令和８年３月３１日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 書類名       令和７年度介護保険料第１期分督促状 

令和７年度介護保険料第２期分督促状 
令和７年度介護保険料第３期分督促状 
令和７年度介護保険料第４期分督促状 
令和７年度介護保険料第５期分督促状 

２ 送達を受けるべき者 別紙のとおり 
３ 保管場所      甲府市市民部税務管理室収納推進課 
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                         甲府市告示第１３０号  
 

次の債権にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 
 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 
 

令和８年３月３１日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 書類名        生活保護費に係る滞納債権に対する督促状 
２ 送達を受けるべき者  （省略） 外６名 
３ 保管場所       福祉部福祉支援室生活福祉課 
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甲府市告示第１３１号  

 

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１９条第１項に基づき定

めた、地域農業経営基盤強化促進計画（以下「地域計画」という。）を変更したの

で、同法第１９条第８項の規定により公告する。 

 

令和８年３月３１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 
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                          甲府市告示第１３２号  
 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により ､ 別紙のとお

り道路の区域を変更する。その関係図面は ､ まちづくり部まち整備室道路河川課に

おいて、この告示の日から令和８年４月１４日まで一般の縦覧に供する。 
 
  令和８年３月３１日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
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                          甲府市告示第１３３号  
 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により ､ 別紙のとお

り道路の供用を開始する。その関係図面は ､ まちづくり部まち整備室道路河川課に

おいて、この告示の日から令和８年４月１４日まで一般の縦覧に供する。 
 
  令和８年３月３１日 
                  
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
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                          甲府市告示第１３４号  

 

次の介護保険被保険者証は、回収できないため、甲府市介護保険条例施行規則

（平成１２年３月規則第２１号）第１２条の規定により無効である旨を告示する。 

 

令和８年３月３１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名    介護保険被保険者証 

２ 被保険者番号及び住所並びに氏名     別紙のとおり 
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甲府市告示第１３５号 

 

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項に規定する指

定障害児通所支援事業者として次の者を指定したので、同法第２１条の５の２５第

１号の規定により公示する。 

 

  令和８年３月３１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事業者名     株式会社ｏｎｅｌｉｆｅＰＬＵＳ 

２ 事業者の所在地  群馬県前橋市広瀬町三丁目１８番地１５ 

３ 事業所名     児童発達支援事業所ｃｈｏｕｃｈｏｕ甲府 

４ 事業所の所在地  甲府市北口一丁目２番１４号甲府北口プラザビル１０階  

５ 事業の種類    児童発達支援 

６ 主たる対象者   重症心身障害以外 

７ 指定事業所番号  １９５０１０４３６２ 

８ 指定年月日    令和８年４月１日 
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甲府市告示第１３６号  
 

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項に規

定する指定障害児通所支援事業者として次の者を指定したので、同法第２１

条の５の２５第１号の規定により公示する。 
 
  令和８年３月３１日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 事業者名     合同会社ｐｏｌｅｐｏｌｅ 
２ 事業者の所在地  甲府市蓬沢町９５８番地 
           Ｏ―ＦＯＲＥＳＴ２ ２０１号室 
３ 事業所名     ぽれぽれ 
４ 事業所の所在地  甲府市和戸町４８４番地 
５ 事業の種類    児童発達支援 
           放課後等デイサービス 
６ 主たる対象者   重症心身障害以外 
７ 指定事業所番号  １９５０１０４３５４ 
８ 指定年月日    令和８年４月１日 
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甲府市告示第１３７号  
 

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項に規

定する指定障害児通所支援事業者として次の者を指定したので、同法第２１

条の５の２５第１号の規定により公示する。 
 
  令和８年３月３１日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 事業者名     学校法人山梨英和学院 
２ 事業者の所在地  甲府市横根町８８８番地 
３ 事業所名     山梨英和カートメルこども園 愛（まな） 
４ 事業所の所在地  甲府市上町１７４０番地 
５ 事業の種類    児童発達支援 
６ 主たる対象者   重症心身障害以外 
７ 指定事業所番号  １９５０１０４３７０ 
８ 指定年月日    令和８年４月１日 
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甲府市告示第１３８号  
 

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項に規

定する指定障害児通所支援事業者として次の者を指定したので、同法第２１

条の５の２５第１号の規定により公示する。 
 
  令和８年３月３１日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 事業者名     合同会社Ｋｋｉｄｓ 
２ 事業者の所在地  甲府市和戸町８４３番地 
３ 事業所名     児童発達支援・放課後等デイサービスＫきっず 

４ 事業所の所在地  甲府市上阿原町１１２２番地２ 
５ 事業の種類    児童発達支援 
           放課後等デイサービス 
６ 主たる対象者   重症心身障害以外 
７ 指定事業所番号  １９５０１０４３８８ 
８ 指定年月日    令和８年４月１日 
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甲府市告示第１３９号  
 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号）第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者として次の者

を指定したので、同法第５１条第１号の規定により公示する。 
 
 
  令和８年３月３１日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 事業者名     株式会社綜合キャリアトラスト 
２ 事業者の所在地  東京都新宿区西新宿一丁目２５番１号 
３ 事業所名     ＳＡＫＵＲＡ山梨センター 
４ 事業所の所在地  甲府市徳行二丁目５番１３号 
５ 事業の種類    就労選択支援 
６ 主たる対象者   精神障害者 

知的障害者 
身体障害者（内部障害・肢体不自由・聴覚障害） 

           難病等対象者 
７ 指定事業所番号  １９１０１０４４０３ 
８ 指定年月日    令和８年４月１日 
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甲府市告示第１４０号  
 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号）第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者として次の者

を指定したので、同法第５１条第１号の規定により公示する。 
 
 
  令和８年３月３１日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 事業者名     ヒューコムエンジニアリング株式会社 
２ 事業者の所在地  山梨県中巨摩郡昭和町河西１２３２番地１ 
３ 事業所名     ディーキャリア 甲府オフィス 
４ 事業所の所在地  甲府市北口三丁目４番３３号 セインツ２５ ２０１号室  
５ 事業の種類    就労移行支援 
６ 主たる対象者   精神障害者 
７ 指定事業所番号  １９１０１０４３９５ 
８ 指定年月日    令和８年４月１日 
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甲府市告示第１４１号  
 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号）第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者として次の者

を指定したので、同法第５１条第１号の規定により公示する。 
 
 
  令和８年３月３１日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 事業者名     社会福祉法人かしのみ福祉会 
２ 事業者の所在地  甲府市宝一丁目２９番９号 
３ 事業所名     就労選択支援事業所かしのみ 
４ 事業所の所在地  甲府市宝一丁目２３番１３号 
５ 事業の種類    就労選択支援 
６ 主たる対象者   精神障害者 
           知的障害者 
           身体障害者 
７ 指定事業所番号  １９１０１０４４１１ 
８ 指定年月日    令和８年４月１日 
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甲府市告示第１４２号  
 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号）第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者として次の者

を指定したので、同法第５１条第１号の規定により公示する。 
 
 
  令和８年３月３１日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 事業者名     合同会社Ｇｒｋ 
２ 事業者の所在地  甲府市後屋町１１３番地１２ 
３ 事業所名     第２彦星 
４ 事業所の所在地  甲府市国母五丁目３番３５号 
５ 事業の種類    共同生活援助 
           短期入所 
６ 主たる対象者   特定なし 
７ 指定事業所番号  １９２０１０４３３６（共同生活援助） 
           １９１０１０４３４６（短期入所） 
８ 指定年月日    令和８年４月１日 
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甲府市告示第１４３号  
 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号）第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者から次のとお

り事業の廃止の届出があったので、同法第５１条第２号の規定により公示する。 
 
  令和８年３月３１日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 事業者名     株式会社トラストテック 
２ 事業者の所在地  甲府市善光寺一丁目２８番２５号光栄ビル２階 
３ 事業所名     訪問介護 志暖 
４ 事業所の所在地  甲府市善光寺一丁目２８番２５号光栄ビル２階 
５ 事業の種類    居宅介護 

重度訪問介護 
６ 指定事業所番号  １９１０１０２３２４ 
７ 廃止年月日    令和８年３月３１日 
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                          甲府市告示第１４４号  
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第２項の規定において準用す

る同法第６２条第１項の規定による都市計画事業認可の図書の写しの送付を受けた

ので、同法第６３条第２項の規定において準用する同法第６２条第２項の規定によ

り、次のとおり公衆の縦覧に供する。 
 
  令和８年３月３１日 
                 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 施行者の名称         山梨県 
２ 都市計画事業の種類及び名称  甲府都市計画道路事業  

３・３・３号  太田町蓬沢線 
３・４・３３号 大手二丁目浅原橋線 
３・５・２号  幸町伊勢四丁目線 

３ 事業計画 
 （１）事業地 
   ア 収用の部分       変更なし 
   イ 使用の部分       なし 
 （２）設計の概要         
    起  点         山梨県甲府市伊勢一丁目２１６－１番地先 
    終  点         山梨県甲府市太田町２７２番地先 
    延  長         ２６３ｍ 
    幅  員         １６～２３ｍ 
    車線の数         ２～４車線 
    その他、別添設計の概要を表示する図書のとおり。 
 （３）事業施行期間       自  平成２４年１月１６日 
                   （平成３７年３月３１日） 
                 至  令和１３年３月３１日 
４ 縦覧場所           甲府市まちづくり部まち開発室都市計画課 
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甲府市告示第１４５号  

 

子ども・子育て支援法第３０条の１１第１項の規定に基づく特定子ども・子育て

支援施設等として次の者を確認したので、同法第５８条の１１の規定により公示す

る。 

 

令和８年３月３１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ サービスの種類     別紙のとおり 

２ 事業所の名称      別紙のとおり 

３ 事業所の所在地      別紙のとおり 

４ 当該事業所の設置者      別紙のとおり 

５ 確認年月日          令和８年３月３１日 
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甲府市教育委員会事務分掌規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月３１日 

 

 

                 甲府市教育委員会 

               教育長 松 田 昌 樹 

 

 

甲府市教育委員会規則第２号 

 甲府市教育委員会事務分掌規則の一部を改正する規則 

甲府市教育委員会事務分掌規則（平成８年３月教委規則第１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第３条第１項の表生涯学習室、スポーツ課の項中「地域移行係」を「地域展開

係」に改め、同表生涯学習室、国スポ総体課の項中「国スポ総体係」を「総務企画

係、競技係、高校総体係」に改める。 

別表生涯学習室、生涯学習課の項中第１８号を第１９号とし、第１５号から第

１７号までを１号ずつ繰り下げ、第１４号の次に次の１号を加える。 

 ⒂ 中学校部活動の地域展開の運営に関すること（スポーツの地域クラブを除

く。）。 

別表生涯学習室、スポーツ課の項第１０号中「地域移行」を「地域展開」に改

め、「こと」の次に「（文化芸術の地域クラブを除く。）」を加える。 

附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

教育委員会          
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甲府市学校職員通勤手当支給規則をここに公布する。 

令和８年３月３１日 

 

 

                 甲府市教育委員会 

                 教育長 松 田 昌 樹 

 

 

甲府市教育委員会規則第３号 

   甲府市学校職員通勤手当支給規則 

 

（目的） 

第 1 条 この規則は、甲府市学校職員給与条例（昭和28年 1 月条例第 5 号。以下

「条例」という。）第19条の規定による通勤手当の支給について必要な事項を定

めることを目的とする。 

（用語の意義） 

第 2 条 条例第19条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、そ

の者の住居と勤務場所（出張所その他の出先機関に勤務する職員については、そ

れらをもって勤務場所とする。）との間を往復することをいう。 

2  条例第19条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同

条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路

の長さによるものとする。 

（届出） 

第 3 条 職員は、新たに条例第19条第 1 項の職員たる要件を具備するに至った場合

には、教育長が別に定める様式によりその通勤の実情を速やかに任命権者（その

委任を受けた者を含む。以下同じ。）に届け出なければならない。同項の職員が

次の各号のいずれかに該当する場合についても、同様とする。 

(1)  各任命権者を異にして異動した場合 

(2)  住居、通勤経路若しくは通勤方法若しくは条例第19条 3 項に規定する駐車

場等（以下「駐車場等」という。）を変更し、駐車場等の利用を開始し若しく
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は終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更

があった場合 

2  職員は、前項第 2 号に掲げる変更により、条例第19条第 1 項の職員でなくなっ

た場合には、前項の例により届け出なければならない。 

（確認及び決定） 

第 4 条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に

係る事実を通勤用定期乗車券（これに準ずるものを含む。）（以下「定期券」と

いう。）の提示又は第11条に定める駐車場等たる要件を具備していること及び駐

車場料の料金を証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が条

例第19条第 1 項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当

の額を決定し、又は改定しなければならない。 

（交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準） 

第 5 条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最

も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するもの

とする。 

第 6 条 前条の通勤の経路又は方法は往路と帰路と異にし、又は往路と帰路とにお

けるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、甲府市

学校職員の勤務時間等に関する条例（昭和45年12月条例第41号）第 7 条第 3 項に

規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由があ

る場合は、この限りでない。 

第 7 条 条例第19条第 2 項第 1 号に規定する運賃等相当額（次項及び第10条第 2 号

において「運賃等相当額」という。）は、次に掲げる普通交通機関の区分に応

じ、当該各号に定める額（その額に 1 円未満の端数があるときは、その端数を切

り捨てた額）とする。 

(1)  交通機関等が定期券を発行している場合 当該交通機関等の利用区間に係

る通用期間が支給単位期間（条例第19条第 6 項に規定する支給単位期間をい

う。以下同じ。）である定期券の価額（価額の異なる定期券を発行していると

きは、最も低廉なる定期券の価額） 

(2)  交通機関等が定期券を発行していない場合 当該交通機関等の利用区間に

ついての通勤21回分の運賃等の額であって、最も低廉となるもの 
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2  前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用す

るそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それ

らの算出方法に準じて算出した額とする。 

（自動車等使用者の支給額） 

第 8 条 条例第19条第 2 項第 2 号の教育委員会が定める額は、次の各号に掲げる自

動車等の使用距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

（ 1 ）  片道 5 キロメートル未満                       2,000 円 

（ 2 ）  片道 5 キロメートル以上10キロメートル未満      4,200円 

（ 3 ）  片道10キロメートル以上15キロメートル未満     7,300 円 

（ 4 ）  片道15キロメートル以上20キロメートル未満    10,400 円 

（ 5 ）   片道20キロメートル以上25キロメートル未満    13,500 円 

（ 6 ）  片道25キロメートル以上30キロメートル未満    16,600 円 

（ 7 ）   片道30キロメートル以上35キロメートル未満    19,700 円 

（ 8 ）  片道35キロメートル以上40キロメートル未満    22,800 円 

（ 9 ）  片道40キロメートル以上45キロメートル未満    25,900 円 

（10） 片道45キロメートル以上50キロメートル未満    29,100 円 

（11） 片道50キロメートル以上55キロメートル未満    32,300 円 

（12） 片道55キロメートル以上60キロメートル未満    35,500 円 

（13） 片道60キロメートル以上65キロメートル未満    38,700 円 

（14） 片道65キロメートル以上70キロメートル未満    42,200 円 

（15） 片道70キロメートル以上75キロメートル未満    45,700 円 

（16） 片道75キロメートル以上80キロメートル未満    49,200 円 

（17） 片道80キロメートル以上85キロメートル未満    52,700 円 

（18） 片道85キロメートル以上90キロメートル未満    56,200 円 

（19） 片道90キロメートル以上95キロメートル未満    59,600 円 

（20） 片道95キロメートル以上 100 キロメートル未満   63,000円 

（21） 片道 100 キロメートル以上            66,400円 

 

（育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減

額） 
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第 9 条 条例第19条第 2 項第 2 号の教育委員会が定める職員は平均 1 箇月当たりの

通勤所要回数が10回に満たない職員とし、教育委員会が定める割合は 100 分の50

とする。 

（併用者の区分及び支給額） 

第10条 条例第19条第 2 項第 3 号に規定する同条第 1 項第 3 号に掲げる職員（以下

「併用者」という。）の区分及びこれに対応する同条第 2 項第 3 号に規定する通

勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1)  併用者（交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職

員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例と

する距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。）のうち自動車

等を使用する距離が片道 2 キロメートル以上である職員及びその距離が片道 2

キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困

難である職員 条例第19条第 2 項第 1 号に定める額及び第 2 号に定める額 

(2)  併用者のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額

（交通機関等が 2 以上ある場合においては、その合計額。以下「 1 箇月当たり

の運賃等相当額等」という。）が条例第19条第 2 項第 2 号に定める額（駐車場

等を利用し、その料金を負担することを常例とする職員（次号において「駐車

場等利用職員」という。）にあたっては、その額に同条第 3 項第 1 号に定める

額を加算した額） 未満である職員（前号に掲げる職員を除く。） 同項第 1

号に定める額 

(3)  併用者のうち、 1 箇月当たりの運賃等相当額等が条例第19条第 2 項第 2 号

に定める額（駐車場等利用職員にあたっては、その額に同条第 3 項第 1 号に定

める額を可算した額）未満である職員（第 1 号に掲げる職員を除く。） 同条

第 2 項第 2 号に定める額。 

 （駐車場等の要件） 

第11条 条例第19条第 3 項の教育委員会の定める要件は、次の各号のいずれにも該

当することとする。 

(1)  勤務場所の周辺又は第４条の規定に基づき決定し、若しくは改定する手当

額の基礎となる経路若しくはこれに準ずるものとして任命権者が認める経路上

にある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設であること。 
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(2)  職員が４輪の自動車を駐車するために使用する施設であること。 

(3)  駐車場等を利用することとなる場所の周辺において、他に無料で、かつ、

利用可能なものがないこと。 

(4) 月又は年を単位として、駐車料金が定められている施設であること。 

(5)  その利用について職員の配偶者若しくは条例第17条第 2 項に規定する扶養

親族に料金を支払うこととなる施設又はこれに準ずるものとして市長の定める

施設でないこと。 

2  前項に規定する要件を満たさない場合であって、 4 輪の自動車の駐車のための

施設の状況、職員の事情等により、駐車場等に係る通期手当を支給しないこと

が著しく不適当であると教育委員会が認めるときは、同項の規定にかかわら

ず、教育委員会が別に定める要件とする。 

（駐車場等に係る通勤手当が支給されない職員） 

第12条 条例第19条第 3 項の教育委員会が定める職員は、第10条第 2 号に掲げる職

員とする。 

（駐車場等に係る通勤手当の額） 

第13条 条例第19条第 3 項第 1 号の教育委員会が定める額は、次の各号に掲げる場

合の区分に応じ、当該各号に定める額（その額が 5,000 円を超える場合にあた

っては 5,000 円）とする。 

(1)  1 の駐車場等を利用する場合 次のアからウまでに掲げる場合の区分に応

じ、それそれアからウまでに定める額 

ア 月を単位として、駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の額 

イ 駐車場等の料金を定める期間（月又は年によって定めた期間に限る。）が 2

以上の月にわたる場合 当該料金の額をそのわたる月の数で除して得た額（そ

の額に 1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額） 

ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 教育委員会が定める額 

2  2 以上の駐車場等を利用する場合 それぞれの駐車場等について前項アからウ

までに定める額を合計した額 

（交通の用具） 

第14条 条例第19条第 1 項第 2 号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機

付の交通用具及び自転車とする。ただし、本市の所有に属するものを除く。 
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（支給日等） 

第15条 通勤手当は、支給単位期間（第 4 項に規定する通勤手当に係るものを除

く。）又は同項に定める期間（以下この条、第17条第 2 項第 2 号及び第20条にお

いて「支給単位期間等」という。）に係る最初の月の給料の支給日（以下この条

において「支給日」という。）に支給する。ただし、支給日までに第 3 条の規定

による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができな

いときは、支給日後に支給することができる。 

2  支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職（職員が離職の日又は

その翌日（当該翌日が甲府市の休日を定める条例（平成元年 3 月条例第 3 号）第

1 条第 1 項に規定する市の休日に当たるときは、当該翌日後において最も当該翌

日に近い市の休日でない日を含む。）に新たに給料表の適用を受けることとなる

場合の離職を除く。以下同じ。）をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当を

その際支給する。 

3  職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合であって、その異動した

日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係

る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。この

場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給

するものとする。 

4  条例第19条第 5 項の教育委員会が定める通勤手当は、 1 箇月当たりの運賃等相

当額等（第10条第 3 号に掲げる職員に係るものを除く。）及び条例第19条第 2 項

第 2 号に定める額（第10条第 2 号に掲げる職員に係るものを除く。）をその支給

単位期間の月数で除して得た額の合計額（第17条第 2 項において「 1 箇月当たり

の通勤手当算出基礎額」という。）が15万円を超えるときにおける通勤手当と

し、条例第19条第 5 項の教育委員会が定める期間は、その者の当該通勤手当に係

る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。 

（支給の始期及び終期） 

第16条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第19条第 1 項の職員たる要件が具備

されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月（その日が月の初日で

あるときは、その日の属する月）から開始し、通勤手当を支給されている職員が

離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した
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日、通勤手当の支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合に

おいては、その事実の生じた日の属する月（これらの日が月の初日であるとき

は、その日の属する月の前月）をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始に

ついては、第 3 条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経

過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月（その日が月

の初日であるときはその日の属する月）から行うものとする。 

2  通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至

った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月（その日が月の初日

であるときは、その日の属する月）から支給額を改定する。前項ただし書の規定

は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用す

る。 

（返納の事由及び額等） 

第17条 条例第19条第 6 項の教育委員会が定める事由は、通勤手当（ 1 箇月の支給

単位期間に係るものを除く。）を支給される職員について生じた次の各号のいず

れかに掲げる事由とする。 

(1)  離職し、若しくは死亡した場合又は条例第19条第 1 項の職員たる要件を欠

くに至った場合 

(2)  通勤経路、通勤方法若しくは駐車場等を変更し駐車場等の利用を開始し若

しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に

変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合 

(3)  月の中途において、地方公務員法（昭和25年法律第 261 号。以下「法」と

いう。）第28条第 2 項若しくは甲府市職員の分限に関する条例（昭和38年 4 月

条例第12号）第 5 条の規定により休職にされ、法第55条の 2 第 1 項ただし書に

規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律（平成 3 年法律第

110 号）第 2 条の規定により育児休業をし、公益的法人等への職員の派遣等に

関する条例（平成14年 3 月条例第 1 号）第 2 条第 1 項の規定により派遣され、

甲府市職員の自己啓発等休業に関する条例（平成19年12月条例第38号）第 1 条

に規定する自己啓発等休業をし、甲府市職員の配偶者同行休業に関する条例

（平成28年 3 月条例第10号）第 1 条に規定する配偶者同行休業をし、又は法第

29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が 2 以上の月にわ
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たることとなるとき。 

(4)  出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全

日数にわたって通勤しないこととなる場合 

2  条例第19条第 6 項の教育委員会が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に

応じ、当該各号に定める額とする。 

(1)  1 箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円以下であった場合 前項第 2

号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等（同号の改

定後に 1 箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えることとなるとき

は、その者の利用する全ての交通機関等）、同項第 1 号、第 3 号又は第 4 号に

掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関等につ

き、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、教育委員会が定め

る月（以下この条において「事由発生月」という。）の末日にしたものとして

得られる額（次号において「払戻金相当額」という。） 

(2)  1 箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えていた場合 15万円に

事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た

額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額の合計

額のいずれか低い額（事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合に

あっては、 0 ） 

3  条例第19条第 6 項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合におい

て、返納に係る通勤手当を支給された際に所属していた任命権者と事由発生月の

翌月以降に所属する任命権者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引

くことができる。 

（支給単位期間） 

第18条 条例第19条第 7 項に規定する教育委員会が定める期間は、次の各号に掲げ

る交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 

(1)  定期券を発行している交通機関等 当該交通機関等において発行されてい

る定期券の通用期間のうち 6 箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する

期間 

(2)  定期券を発行していない交通機関等 1 箇月 

2  前項第 1 号に掲げる交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が
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前項第 1 号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係

る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる

日の属する月（その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前

月）までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単

位期間を定めることができる。 

(1)  甲府市職員の定年等に関する条例（昭和59年 7 月条例第31号）第 2 条の規

定による退職その他の離職をすること。 

(2)  長期間の研修等のために旅行をすること。 

(3)  勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤

方法に変更があること。 

(4)  勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。 

(5)  その他教育委員会が定める事由が生ずること。 

第19条 支給単位期間は、第16条第 1 項の規定により通勤手当の支給が開始される

月又は同条第 2 項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。 

2  第17条第 1 項第 3 号の事由に該当することとなった場合であって、これらの期

間が 2 以上の月にわたることとなったとき（次項に規定する場合に該当している

ときを除く。）の支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属す

る月の翌月（その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月）から

開始する。 

3  出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数

にわたって通勤しないこととなった場合（前項に規定するときから復職等をしな

いで引き続き当該期間の全日数にわたって勤務しないこととなった場合を除

く。）には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月か

ら開始する。 

（支給できない場合） 

第20条 条例第19条第 1 項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給

単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤し

ないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することがで

きない。 

（事後の確認） 
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第21条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条

例第19条第 1 項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であ

るかどうかを当該職員に定期券の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する

等の方法により、随時確認するものとする。 

 

   附 則 

 この規則は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。 
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別記様式（第 3 条関係） 
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甲府市学校職員特殊勤務手当支給規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 令和８年３月３１日 

 

 

                 甲府市教育委員会 

教育長 松 田 昌 樹  

 

 

甲府市教育委員会規則第４号 

   甲府市学校職員特殊勤務手当支給規則の一部を改正する規則 

甲府市学校職員特殊勤務手当支給規則（昭和４７年１０月教育委員会規則第１１ 

号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第２項の表中「７，５００円」を「８，０００円」に改める。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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甲府市学校給食費徴収規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年３月３１日  

 

 

                 甲府市教育委員会 

教育長 松 田 昌 樹  

 

 

甲府市教育委員会規則５号 

   甲府市学校給食費徴収規則の一部を改正する規則 

 甲府市学校給食費徴収規則（令和３年１２月教委規則第６号）の一部を次のよう

に改正する。 

 規則の題名を「甲府市学校給食に関する規則」に改める。 

第１条の「に係る学校給食費（学校給食に要する経費のうち、学校給食法（昭和

２９年法律第１６０号）第１１条第１項に規定する経費その他市が負担する経費以

外の経費をいう。以下同じ。）の徴収等」を削る。 

第２条第１項を次のように改め、次の４号を加える。 

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところに

よる。      

(1) 市立学校 甲府市市立学校設置条例 ( 昭和３９年４月条例第２４号 ) 第２条に

規定する小学校及び中学校をいう。 

(2) 児童生徒 市立学校に在籍する児童及び生徒をいう。 

(3) 保護者 児童生徒を監護し、かつ、その生計を維持する者をいう。 

(4) 学校給食費 学校給食法（昭和２９年法律第１６０号 ) 第１１条第２項に規定

する学校給食費をいう。 

 第３条１項の「学齢児童又は学齢生徒（以下「児童等」という。）の保護者及び

児童等を除く学校給食を受けようとする者（以下これらを「納付義務者」を「児童

生徒の保護者及び児童生徒を除く学校給食を受けようとする者（以下これらを「給

食喫食者」」に、改める。 
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第３条２項１号及び２号中の「納付義務者」を「給食喫食者」に、「学校」を

「市立学校又は甲府市教育委員会」に改める。 

第４条の見出し中「徴収対象者」を「無償化等」に改める。 

第４条を次のように、改め、次の１号を加える。 

市は、給食喫食者から学校給食費を徴収しない。ただし、生活保護法 ( 昭和２５

年法律第１４４号 ) 第１３条に規定する教育扶助により学校給食費の支給を受けて

いる保護者（以下「生活保護受給者」という。）については、この限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず、児童生徒を除く学校給食を受けようとする者につ

いては、学校給食費を徴収する。 

第５条中の「別表のとおりとする。」を「甲府市教育委員会が別に定める。」に

改める。 

第６条中の「別表」を「第４条第２項に定める者（以下「納付義務者」という。）

について、前条」に改める。 

第９条１項中の「学校給食を受ける児童等又は児童等を除く学校給食を受ける者」

を「納付義務者又は生活保護受給者の児童生徒」に、第９条第１項第２号中の、

「学校給食を受けようとする児童等又は児童等を除く学校給食を受けようとする者

として就学又は就業」を「納付義務者又は生活保護受給者の児童生徒が就業又は就

学」に改め、第９条第２項を削る。 

第１０条第１項中の「納付義務者」を「給食喫食者」に、「学校」を「在籍する

市立学校」に、第１０条第２項中の「学校」を「市立学校」に改める。 

第１１条の見出し中及び本文中の食物アレルギーの後に「等」を加え、「第９条

第２項の」を削る。 

附則を附則第１項とし、同項の次に次の２項を加える。 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の甲府市学校給食に関する規則の規定は、この規則の

施行の日以後に実施する学校給食について適用し、同日前に実施した学校給食につ

いては、従前の例による。 

別表を削る。 

第６号様式を次のように改める。 
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 附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

(第6号様式) 

    (あて先) 年  月  日  

 

甲府市立              学校   

 

校 長                   

実施計画書(変更届) 

実施回数 

実施日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 曜日                                

対象人員                                

番号 区分 支払方法／理由 年・組・氏名または行事名                                  

1                                    

2                                    

3                                    

4                                    

5                                    

6                                    

7                                    

8                                    

9                                    

10                                    

11                                    

12                                    

13                                    

14                                    

15                                    

16                                    

17                                    

18                                    

19                                    

20                                    

21                                    

22                                    

23                                    

24                                    

25                                    

26                                    

27                                    

28                                    

29                                    

30                                    

   合計                                 

  
 実施食数                                 
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甲府市学校運営協議会規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年３月３１日 

 

 

                 甲府市教育委員会 

教育長 松 田 昌 樹  

 

甲府市教育委員会規則第６号 

   甲府市学校運営協議会規則の一部を改正する規則を次のように改正する。 

 第３条中「甲府市立小学校及び中学校（以下「小中学校」という。）」を削り、

「甲府市立小学校、中学校及び高等学校（以下「小学校等」という。）に改める

。 

 第３条２項中「小中学校」を削り「小学校等」に改める。 

   

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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甲府市教育委員会事務局事案決定規程の一部を改正する規程をここに公布する。 

  令和８年３月３１日 

 

 

                 甲府市教育委員会 

                 教育長 松田 昌樹 

 

 

甲府市教育委員会規程第１号 

   甲府市教育委員会事務局事案決定規程の一部を改正する規程 

 甲府市教育委員会事務局事案決定規程（昭和４８年４月教委規程第１号）の一部

を次のように改正する。 

 別表第２部長以下の個別決定事案、生涯学習の表中第１３項を第１４項とし、第

１２項を第１３項とし、第１１項を第１２項とし、第１０項の次に次の１項を加え

る。 

１１ 中学校部活動の地域展開の運営に関する事項     

 ⑴ 中学校部活動の地域展開の運営に関するこ

と。 

重 要  一 般 的 軽 易   

別表第２部長以下の個別決定事案、スポーツの表第４項中「地域移行」を「地域

展開」に改める。 

附 則 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 
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選挙管理委員会 
 

甲府市選挙管理委員会告示第１９号 

 

 地方自治法第７４条第１項及び第７５条第１項並びに市町村合併の特例に関する

法律第４条第１項及び第５条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の１／５０

の数並びに地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１条第１項及び第

８６条第１項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第８条第１項に規定

する選挙権を有する者の総数の１／３の数並びに市町村合併の特例に関する法律第

４条第１１項及び第５条第１５項の規定する選挙権を有する者の総数の１／６の数

は、次のとおりである。 

 

令和８年３月２日 

 

甲府市選挙管理委員会 

委員長 原  栄 治 

 

１ １／５０の数        ３，０３２人 

２ １／３の数        ５０，５２３人 

３ １／６の数        ２５，２６２人 

４ 選挙人名簿登録者数   １５１，５６９人 
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甲府市選挙管理委員会告示第２０号  

 

 甲府市選挙管理委員会委員三井和子氏から令和８年３月３１日をもって委員を退

職したい旨の願いがあり、地方自治法第１８５条第１項の規定によりこれを承認し、

また、委員に欠員が生じるため、同法第１８２条第３項の規定により令和８年４月

１日付けで第１順位であった次の補充員を委員に補欠する。 

 

  令和８年３月３１日 

 

                 甲府市選挙管理委員会 

                 委員長 原  栄 治 

 

１ 退職者 

住  所 氏  名 

 

甲府市下飯田 

 

三 井 和 子 

 

２ 補欠者 

住  所 氏  名 

 

甲府市富竹 

 

 

川 邨  靖 

【任期：令和８年４月１日から令和１０年３月２２日】 
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公平委員会  
 

 

 甲府市管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年３月３１日 

 

 

                 甲府市公平委員会 

                 委員長 依 田 道 德 

 

 

甲府市公平委員会規則第１号 

   甲府市管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則 

 甲府市管理職員等の範囲を定める規則（昭和４１年９月公平委員会規則第１号） 

の一部を次のように改正する。 

別表市長部局の部本庁の項中「ＤＸ推進係長」を「総務総室総務課庶務係

長」に、「総合計画係長」を「計画推進係長」に改め、「、財産活用係長」を削

る。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－225－



 

 

 

 

 不利益処分についての審査請求に関する規則の一部を改正する規則をここに公布 

する。 

  令和８年３月３１日 

 

 

                 甲府市公平委員会 

                 委員長 依 田 道 德 

 

 

甲府市公平委員会規則第２号 

   不利益処分についての審査請求に関する規則の一部を改正する規則 

 不利益処分についての審査請求に関する規則（昭和４３年５月公平委員会規則第

２号）の一部を次のように改正する。 

第１９条第１号中「宿泊料、旅費及び日当」を「旅費、宿泊費及び宿泊手当」に

改める。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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農業委員会 
 
                       甲府市農業委員会告示第３号 
 
 農業委員会等に関する法律第２７条第１項の規定に基づく甲府市農業委員会３月

定例総会を、甲府市農業委員会総会会議規則第２条の規定により、令和８年３月

２６日午後２時００分に甲府市南公民館において開催し、付議すべき事項について

審議することを公告する。 
 
  令和８年３月１９日 
                  

甲府市農業委員会会長 柿 嶋  敦 
 
付議すべき事項 

１ 農地法に基づく申請・届出等について 

２ 農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第１１項の規定による農地中

間管理機構への要請について 
３ 令和８年度活動基本目標について 
４ 令和８年度年間事業計画について 
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上下水道局 
 

甲府市上下水道局管理規程第１号 

甲府市上下水道局組織及び業務分掌規程及び甲府市上下水道局事案決定規程の

一部を改正する規程を次のように定める。 

令和８年３月３１日 

 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

              甲府市上下水道局業務部長 功刀 辰也 

 

 

甲府市上下水道局組織及び業務分掌規程及び甲府市上下水道局事案決定規程

の一部を改正する規程 

 （甲府市上下水道局組織及び業務分掌規程の一部改正） 

第１条 甲府市上下水道局組織及び業務分掌規程（平成１７年３月管理規程第３号）

の一部を次のように改正する。 

第３条第１項の表業務部、業務総室、経営企画課の係欄中「企画広報係」を「企

画係」に改め、同表営業課の係欄中「広報係」を加える。 

  別表（第３条関係）業務部、業務総室、経営企画課の項第６号及び第８号を削り、

第７号を第６号に改め、第９号から第１２号までを２号ずつ繰り上げる。 

同表業務部、営業管理室、営業課の項第１７号の次に次の２号を加える。 

１８ 上下水道モニターに関すること。 

１９ 広報に関すること。 

  

（甲府市上下水道局事案決定規程の一部改正） 

第２条 甲府市上下水道局事案決定規程（昭和４８年８月管理規程第１６号）の一

部を次のように改正する。 

別表第２（第４条関係）業務部、業務総室、経営企画課の表第１項の第６号と第８
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号を削り、第７号を第６号に繰り上げる。 

別表第２（第４条関係）業務部、営業管理室、営業課の表第１項第１８号の次に次の

２号を加える。 

業務部 

 営業管理室 

営業課  

項目 決定区分 備考 

部長 室長 課長  

１ 営業に関する事項     

（１）～（１８）略     

（１９） 上下水道モニターに関す

ること。 

 〇   

（２０） 広報に関すること。  〇   

２略     

 

附 則 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 
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甲府市上下水道局管理規程第２号 

 甲府市上下水道企業職員給与規程及び企業職員の通勤手当支給に関する規程の一

部を改正する規程を次のように定める。 

  令和８年３月３１日 

 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

              甲府市上下水道局業務部長 功刀 辰也 

 

 

甲府市上下水道企業職員給与規程及び企業職員の通勤手当支給に関する規程

の一部を改正する規程 

（甲府市上下水道企業職員給与規程の一部改正） 

第１条 甲府市上下水道企業職員給与規程（昭和３３年管理規程第１４号）の一部

を次のように改正する。 

  第１０条第２項第２号中「年額１３０万円以上の恒常的な所得があると見込ま

れる者」を「年額１３０万円以上（満１８歳に達する日後の最初の４月１日から

満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者にあっては、年額

１５０万円以上）の恒常的な所得があると見込まれる者」に改める。 

  

（企業職員の通勤手当支給に関する規程の一部改正） 

第２条 企業職員の通勤手当支給に関する規程（昭和３３年１０月管理規程１２

号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項中「通勤届（別記様式）により、その通勤の実状を速やかに上下

水道事業管理者（以下「管理者」という。）に届出なければならない。」を「上

下水道事業管理者（以下「管理者」という。）が別に定める様式により、その通

勤の実状を速やかに管理者に届出なければならない。」に改め、同項第２号中

「住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の

額に変更があった場合」を「住居、通勤経路、通勤方法若しくは第５条第２項に

規定する駐車場等（以下「駐車場等」という。）を変更し、駐車場等の利用を開
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始し若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料

金に変更があった場合」に改める。 

第４条第１項中「通勤用定期乗車券（これに準ずるものを含む。以下「定期

券」という。）の提示」の次に「又は第８条の５に定める駐車場等たる要件を具

備していること及び駐車場等の料金を証明する書類の提出」を加える。 

第４条の２第１項中「地方公務員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号）別

表」を「地方公務員災害補償法施行規則（昭和４２年自治省令第２７号）別表第

３」に改める。 

第５条第１項第１号中「（以下この号において」を「第３項において」に改

め、同項２号中「職員のうち４輪の自動車を使用する職員 次に掲げる職員の区

分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額」を「職員支給単位期間

につき、６６，４００円を超えない範囲内で自動車等の使用距離の区分に応じて

規程で定める額」に、「第８条の２」を「第８条の３」に改め、アからケまでを

削り、同項第３号を削り、同項第４号中「第８条の３」を「第８条の４」に改

め、同項第４号を第３号に繰り上げる。 

  同条第２項中「第２項第２号及び第３号」を「第１項第２号及び前項第１号」

に「前項の規定」を「前２項の規定」に改め、同条第３項中「自動車等」の次に 

「及び駐車場等」を加え、同条第２項と第３項を１項ずつ繰り下げる。 

同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 第１項第２号又は第３号に掲げる職員で、自動車等の駐車のための施設（そ

の所在地及び利用形態が規程で定める要件を満たすものに限る。第１号及び第

４項において「駐車場等」という。）を利用し、その料金を負担することを常

例とするもの（規程で定める職員を除く。）の通勤手当の額は、前項の規定に

かかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額と

する。 

(1)  駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、５，０００円を超えな

い範囲内で１箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額として規程で定め

る額 

(2)  前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額 

第８条第１項中「次項及び第８条の３第２号」を「第８条の４第２号」に、同
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項第１号中「第５条第３項」を「第５条第４項」に改める。 

第８条の３第１項中「第５条第１項第４号」を「第５条第１項第３号」に「第

５条第１項第４号」を「第５条第１項第３号」に改め、同項第１号中「第５条第

１項第１号及び第２号」を「第５条第１項第１号」に、「及び第２号又は第３

号」を「及び同条第２号」に改め、同項第２号中「第５条第１項第２号又は第３

号に定める額以上である職員（前号に掲げる職員を除く。）同条第１号に定める

額」を「第５条第１項第２号に定める額以上（駐車場等を利用し、その料金を負

担することを常例とする職員（次号において「駐車場等利用職員」という。）に

あっては、その額に同条第２項第１号に定める額を加算した額）以上である職員

（前号に掲げる職員を除く。）同条第１項第２号に定める額」に改め、第８条の

２と第８条の３を１条ずつ繰り下げる。 

第８条の次に次の１条を加える。 

（自動車等使用者の支給額） 

第８条の２ 条例第５条第２項第２号の規定で定める額は、次の各号に掲げる自 

動車等の使用距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(1)  片道５キロメートル未満 ２，０００円 

(2)  片道５キロメートル以上１０キロメートル未満 ４，２００円 

(3)  片道１０キロメートル以上１５キロメートル未満 ７，３００円 

(4)  片道１５キロメートル以上２０キロメートル未満 １０，４００円 

(5)  片道２０キロメートル以上２５キロメートル未満 １３，５００円 

(6)  片道２５キロメートル以上３０キロメートル未満 １６，６００円 

(7)  片道３０キロメートル以上３５キロメートル未満 １９，７００円 

(8)  片道３５キロメートル以上４０キロメートル未満 ２２，８００円 

(9)  片道４０キロメートル以上４５キロメートル未満 ２５，９００円 

(10) 片道４５キロメートル以上５０キロメートル未満 ２９，１００円 

(11) 片道５０キロメートル以上５５キロメートル未満 ３２，３００円 

(12) 片道５５キロメートル以上６０キロメートル未満 ３５，５００円 

(13) 片道６０キロメートル以上６５キロメートル未満 ３８，７００円 

(14) 片道６５キロメートル以上７０キロメートル未満 ４２，２００円 

(15) 片道７０キロメートル以上７５キロメートル未満 ４５，７００円 
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(16) 片道７５キロメートル以上８０キロメートル未満 ４９，２００円 

(17) 片道８０キロメートル以上８５キロメートル未満 ５２，７００円 

(18) 片道８５キロメートル以上９０キロメートル未満 ５６，２００円 

(19) 片道９０キロメートル以上９５キロメートル未満 ５９，６００円 

(20) 片道９５キロメートル以上１００キロメートル未満 ６３、０００円 

(21) 片道１００キロメートル以上 ６６，４００円 

第８条の４の次に次の３条を加える。 

（駐車場等の要件） 

第８条の５ 第５条第２項の規定で定める要件は、次の各号のいずれにも該当 

することとする。 

(1)  勤務場所の周辺又は第４条の規定に基づき決定し、若しくは改定する手

当額の基礎となる経路若しくはこれに準ずるものとして管理者が定める経

路上にある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設であること。 

(2)  職員が４輪の自動車を駐車するために使用する施設であること。 

(3)  駐車場等を利用することとなる場所の周辺において、他に無料で、か

つ、利用可能なものがないこと。 

(4)  月又は年を単位として、駐車料金が定められている施設であること。 

(5)  その利用について職員の配偶者若しくは甲府市上下水道企業職員給与規

程第１０条第１項に規定する扶養親族に料金を支払うこととなる施設又は

これに準ずるものとして管理者が定める施設でないこと。 

２ 前項に規定する要件を満たさない場合であって、４輪の自動車の駐車のため

の施設の状況、職員の事情等により、駐車場等に係る通勤手当を支給しないこ

とが著しく不適当であると管理者が認めるときは、同項の規定にかかわらず、

管理者が別に定める要件とする。 

（駐車場等に係る通勤手当が支給されない職員） 

第８条の６ 第５条第２項の規定で定める職員は、第８条の４第２号に掲げる職

員とする。 

（駐車場等に係る通勤手当の額） 

第８条の７ 第５条第２項第１号の規定で定める額は、次の各号に掲げる場合の

区分に応じ、当該各号に定める額（その額が５，０００円を超える場合にあっ
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ては、５，０００円）とする。 

(1)  １の駐車場等を利用する場合 次のアからウまでに掲げる場合の区分に応

じ、それぞれアからウまでに定める額 

ア 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の額 

イ 駐車場等の料金を定める期間（月又は年によって定めた期間に限る。）

が２以上の月にわたる場合 当該料金の額をそのわたる月の数で除して得

た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額） 

ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 管理者が定める額 

(2)  ２以上の駐車場等を利用する場合 それぞれの駐車場等について前号アか

らウまでに定める額を合計した額 

第９条の２第４項中「運賃等相当額等（第７条の３第３号」を「運賃等相当額

等（第８条の４第３号」に「第５条第１項第２号又は第３号に定める額（第８条

の３第３号」を「第５条第１項第２号に定める額（第８条の４第２号」に改め

る。 

  第１３条第１項第２号中「通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のた

め負担する運賃等の額」を「通勤経路、通勤方法若しくは駐車場等を変更し、駐

車場等の利用を開始し若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若し

くは駐車場等の料金」に改める。 

  第１３条の２第１項中「第５条第３項」を「第５条第４項」に改める。 

 

 附 則 

第１条 この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

第２条 この規程は、令和８年４月 1 日から施行する。 

（通勤手当に関する経過措置） 

２ 令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの間、この規程による改正後の

企業職員の通勤手当支給に関する規程（以下この項及び次項において「改正後の

規程」という。） 

企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第５条第１項第２号又は第３号に

該当する職員（通勤のため４輪の自動車を使用することを常例とする職員に限

る。）また改正後の規定第５条第１項第２号若しくは第３号又は同条第２項第２
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号の規定に基づき支給される通勤手当の額（以下この項において「新支給額」と

いう。）が、この規程による改正前の企業職員の通勤手当支給に関する規程第５

条第１項第２号又は第４号の規定を適用した場合に支給されることと なる通勤

手当の額（以下この項において「旧支給額」という。）に達しないものの通勤手

当の額は、改正後の規程第５条第１項及び第２項の規定にかかわらず、改正後の

規程第５条第１項及び第２項に定める額に、旧支給額と新支給額との差額の２分

の１に相当する額を加算した額とする。 

３ 前項の規定が適用される職員に対する改正後の規程第５条第３項の規定の適用

については、同項中「定める額」とあるのは「定める額並びに企業職員の通勤手

当支給に関する規程（令和８年３月）附則第２項に規定する２分の１に相当する

額」と、「前２項」とあるのは「前２項及び同規程附則第２項」とする。 

４ この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の書式による用紙は、当

分の間、所要の調整をして使用することができる。 
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甲府市上下水道局管理規程第３号 

甲府市上下水道局会計規程等附属諸様式を定める規程の一部を改正する規程を

次のように定める。 

令和８年３月３１日 

 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

              甲府市上下水道局業務部長 功刀 辰也 

 

 

   甲府市上下水道局会計規程等附属諸様式を定める規程の一部を改正する規程 

 甲府市上下水道局会計規程等附属諸様式を定める規程（昭和２８年１１月管理規

程第１０号)の一部を次のように改正する。 

第２８号様式（その３）を次のように改める。 

第２８号様式（その３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第28号様式(その3) 

出張命令書兼旅費概算払 
請求 

精算 
書(甲) 

  

No.  ― 

年度 款 項 目 節 担 当 分 類 番 号 公
・
非           

  
  金 額                 

  

用

務 

  

用 務 地   

出
張
期
間 

出発   年  月  日 

帰庁   年  月  日 

 甲府市上下水道事業管理者 殿 

 上記の金額を下記のとおり請求・精算(請求・戻入)します。 

                 年  月  日 

内 訳 

鉄道賃 特急料金 

車賃1キロ

メートル 

金  円 

航空 

船賃 

その他 

宿泊手当 宿泊費 包括宿泊費 合計 

㎞ 

 
（片道 ㎞） 

  ㎞ 日 泊 泊 泊 

 

円 

 
（片道 円） 

円 

 
（片道 円） 

円 円 円 円 円 ( 人分)円 

番号 所属 補職名 氏 名 金 額 支払額 戻入・請求額 
請求 

精算 
印 受領印 

                  

                  

                  

                  

                  

支出命令決定欄 出張命令主管部課決定欄 
決定

区分 

  
  

出張職員所属部課決定欄 注意事項   
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   附 則 

１ この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この規程の施行の際、現に存するこの規程による改正前の書式による用紙は、

当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

 

旅 行 明 細 書  

年月日 発 着 地 名 

鉄 道 賃 車賃 航空・

船賃・

その他 
宿泊費 

 宿泊手当 

包括宿泊費 小計 事 由 
路程 運 賃 特急・急行 

特別車両

料金等 
路程 朝食含む 夕食含む 円 

    
㎞ 円 円 円 ㎞ 円 円 円 円 円 円 円 

  

              
     

      

              
     

      

              
     

      

              
     

      

              
     

      

              
     

      

              
     

      

              
     

      

              
     

      

 ㎞                        

合計      
     

  （一人分） 
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甲府市災害対策本部 
 
甲府市災害対策本部活動規程第１号 
 甲府市災害対策本部活動規程の一部を改正する規程を次のように定める。 
  令和８年３月３１日 
 

 

甲府市災害対策本部長  
甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市災害対策本部活動規程の一部を改正する規程 

甲府市災害対策本部活動規程（昭和３９年８月災害対策本部規程第１号）の一

部を次のように改正する。 

 

別表第 1総務部、人事管理室、「人材マネジメント班（人材マネジメント課長）」

の「２ 部内各班への応援に関すること」を「２ 受援（他自治体等との人的応

援の調整）に関すること」に改める。 

 

別表第 1企画部、企画総室の項中「総合計画班（総合計画課長）」を削り、同

表企画部、財政経営室の項中「財産活用班（財産活用課長）」を削る。 

 

別表第１保健衛生部の項を次のように改める。 

保健衛生

部 

（保健衛

生部長） 

保健衛生総室 

（保健衛生総

室長） 

総務班 

（総務課

長） 

1 市保健医療救護対策本部の設置・運営及び庶

務、対策本部会議の招集・開催に関すること。 

2 県、市災害対策本部及び他の地区保健医療救

護対策本部、関係機関との連携に関すること。 

3 市三師会等関係団体との調整に関すること。 

4 DMAT、DPAT、DHEAT、災害医療コーディネータ

ーの受入れの県との協議に関すること。 

5 市保健医療教護対策本部職員及び医療スタッ

フ等の職員管理、庁舎管理、通信管理に関する

こと。 
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6 災害医療情報等の広報、周知に関すること。 

7 その他、災害関係機関等との調整・渉外に関

すること。 

8 部内の活動の調整及び連絡に関すること。 

9 部内の庶務に関すること。 

10 各部との連絡に関すること。 

11 受援（部内）に関すること。 

健康政策班 

（健康政策

課長） 

1 感染症防疫対策の指揮・指示・実施に関する

こと。 

2 感染症、食中毒等防止対策の指導、実施に関

すること。 

3 医療救護所の運営に関すること。 

4 医療救護所に派遣された医療救護班の指揮に

関すること。 

5 その他、災害時の対人保健に関すること。 

地域保健班 

（地域保健

課長） 

1 医療依存度の高い難病患者等の安否確認・対

応に関すること。 

2 避難所の保健医療ニーズ調査等に関するこ

と。 

3 巡回健康相談チームの編成・派遣に関するこ

と。 

4 母子健康班の応援に関すること。 

5 その他、災害時の対人保健に関すること。 

生活衛生室 

（生活衛生室

長） 

精神保健班 

（精神保健

課長） 

1 災害時の精神保健医療活動に関すること。 

2 医療救護所の運営に関すること。 

3 医療救護所に派遣された医療救護班の指揮に

関すること。 

4 その他、災害時の対人保健に関すること。 

母子健康班 1 医務感染症班の指示による医療機関への訪問
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（母子健康

課長） 

調査に関すること。 

2 医療救護所の運営に関すること。 

3 医療救護班の指揮に関すること。 

4 地域保健班の応援に関すること。 

5 その他、災害時の対人保健に関すること。 

医務感染症

班 

（医務感染

症課長） 

1 医療、災害情報などの収集、伝達、記録（ク

ロノロジー）に関すること。 

2 EMIS等を活用した、現地情報・医療機関等の

情報収集・分析に関すること。 

3 医療スタッフ等の派遣要請に関すること。 

4 透析等特殊医療の情報収集・対応に関するこ

と。 

5 医療スタッフ、傷病者等の搬送体制の確保・

調整及び搬送支援に関すること。 

6 医療救護所の設置に関すること。 

7 感染症防疫対策の指揮・指示・実施に関する

こと。 

8 その他災害医療関係の確保・調整に関するこ

と。 

衛生薬務班 

（衛生薬務

課長） 

1 医薬品、医療資機材等の調達・調整・搬送体

制の確保に関すること。 

2 食中毒等防止対策の指導・実施に関するこ

と。 

3 災害による遺体の処理に関すること。 

4 特定動物の被害状況及び逸走有無の把握と危

害防止対応に関すること。（動物園を除く） 

5 その他災害時の対人保健に関すること。 

 

別表第 1 子ども未来部、子ども未来総室、母子保健班の項を次のように改め

る。 
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母子保健班 

（母子保健

課長） 

1 保健衛生部母子保健班の応援に関するこ

と。 

2 妊産婦の安全確保に関すること。 

別表第１まちづくり部の項を次のように改める。 

まちづく

り部 

（まちづ

くり部

長） 

まちづくり総

室 

（まちづくり

総室長 

総務班 

（総務課

長） 

1 部内の活動の調整及び連絡に関すること。 

2 部内の庶務に関すること。 

3 部の管理に属する施設等への応急対策の指示

及び被災状況のとりまとめに関すること。 

4 受援（部内）に関すること。 

住宅班 

（住宅課

長） 

市営住宅の被害状況調査並びに応急対策に関する

こと。 

空き家対策

班 

（空き家対

策課長） 

1 部内各班への応援に関すること。 

2 危険な空家等の所有者への指導等に関するこ

と。 

まち開発室 

（まち開発室

長） 

都市計画班 

（都市計画

課長） 

1 区画整理区域内の応急対策に関すること。 

2 被災宅地危険度判定に関すること。 

拠点開発推

進班 

（拠点開発

推進課長） 

部内各班への応援に関すること。 

公園緑地班 

（公園緑地

課長） 

1 公園、動物園等施設の被害状況調査及び応急

対策に関すること。 

2 庁用自動車の移動に関すること。 

建築指導班 

（建築指導

課長） 

1 災害時の建築指導に関すること。 

2 被災者に対する建築相談に関すること。 

3 建築基準法（昭和25年法律第201号）の施行に
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関する報告に基づき「災害時の報告」をするた

めの調査に関すること。 

4 住宅金融支援機構の災害住宅貸付に伴う特別

な建築確認審査業務に関すること。 

5 非常災害時における仮設建築物に対する制限

の緩和をする区域（建築基準法第85条）を指定

する業務に関すること。 

6 被災建築物応急危険度判定に関すること。 

まち整備室 

（まち整備室

長） 

都市基盤整

備班 

（都市整備

課長） 

1 都市計画道路、橋梁等の被害状況調査に関す

ること。 

2 都市計画道路、橋梁等の応急修理に関するこ

と。 

3 警戒区域の状況の防災班への伝達に関するこ

と。 

4 交通規制への協力及び交通安全に関するこ

と。 

道路河川班 

（道路河川

課長） 

1 河川及び道路の被害状況の収集、伝達及び報

告に関すること。 

2 災害時に必要な機械器具、車両及び材料等の

調達並びに保管に関すること。 

3 災害時の堆積土砂の搬出等の整理に関するこ

と。 

4 障害物の除去に関すること。 

5 放置車両の移動に関すること。 

6 道路の応急措置に関すること。 

7 水門等の災害復旧工事に関すること。 

8 災害による河川水路等の復旧工事に関するこ

と。 

用地班 部内各班への応援に関すること。 
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（用地課

長） 

建築営繕班 

（建築営繕

課長） 

1 緊急収容施設の建築に関すること。 

2 応急仮設住宅の建築等に関すること。 

3 応急修理資材の調達及び配給に関すること。 

4 被災した住宅の応急修理に関すること。 

5 市有財産及び営造物の被害状況調査並びに応

急対策に関すること。 

 

別表第２(別紙その２)総務部の項中「情報戦略室」を削る。 

 

 附 則 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

－243－



甲府市地震災害警戒本部 
 

甲府市地震災害警戒本部活動規程第１号 

 甲府市地震災害警戒本部活動規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  令和８年３月３１日 

 

 

                  甲府市地震災害警戒本部長  

                  甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市地震災害警戒本部活動規程の一部を改正する規程 

甲府市地震災害警戒本部活動規程（昭和５４年１１月地震災害警戒本部規程

第 1号）の一部を次のように改正する。 

 

第４条中「東日本電信電話株式会社山梨支店」を「ＮＴＴ東日本株式会社山梨

支店」に改める。 

 

別表第 1総務部、人事管理室、「人材マネジメント班（人材マネジメント課長）」

の「２ 部内各班への応援に関すること」を「２ 受援（他自治体等との人的応

援の調整）に関すること」に改める。 

 

別表第 1企画部、企画総室の項中「総合計画班（総合計画課長）」を削り、道

標企画部、財政経営室の項中「財産活用班（財産活用課長）」を削る。 

 

別表第１保健衛生部の項を次のように改める。 

保健衛生

部 

（保健衛

生部長） 

保健衛生総室 

（保健衛生総

室長） 

総務班 

（総務課

長） 

1 市保健医療救護対策本部の設置・運営及び庶

務、対策本部会議の招集・開催に関すること。 

2 県、市災害対策本部及び他の地区保健医療救

護対策本部、関係機関との連携に関すること。 

3 市三師会等関係団体との調整に関すること。 

4 DMAT、DPAT、DHEAT、災害医療コーディネータ

ーの受入れの県との協議に関すること。 
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5 市保健医療教護対策本部職員及び医療スタッ

フ等の職員管理、庁舎管理、通信管理に関する

こと。 

6 災害医療情報等の広報、周知に関すること。 

7 その他、災害関係機関等との調整・渉外に関

すること。 

8 部内の活動の調整及び連絡に関すること。 

9 部内の庶務に関すること。 

10 各部との連絡に関すること。 

11 受援（部内）に関すること。 

健康政策班 

（健康政策

課長） 

1 感染症防疫対策の指揮・指示・実施に関する

こと。 

2 感染症、食中毒等防止対策の指導、実施に関

すること。 

3 医療救護所の運営に関すること。 

4 医療救護所に派遣された医療救護班の指揮に

関すること。 

5 その他、災害時の対人保健に関すること。 

地域保健班 

（地域保健

課長） 

1 医療依存度の高い難病患者等の安否確認・対

応に関すること。 

2 避難所の保健医療ニーズ調査等に関するこ

と。 

3 巡回健康相談チームの編成・派遣に関するこ

と。 

4 母子健康班の応援に関すること。 

5 その他、災害時の対人保健に関すること。 

生活衛生室 

（生活衛生室

長） 

精神保健班 

（精神保健

課長） 

1 災害時の精神保健医療活動に関すること。 

2 医療救護所の運営に関すること。 

3 医療救護所に派遣された医療救護班の指揮に
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関すること。 

4 その他、災害時の対人保健に関すること。 

母子健康班 

（母子健康

課長） 

1 医務感染症班の指示による医療機関への訪問

調査に関すること。 

2 医療救護所の運営に関すること。 

3 医療救護班の指揮に関すること。 

4 地域保健班の応援に関すること。 

5 その他、災害時の対人保健に関すること。 

医務感染症

班 

（医務感染

症課長） 

1 医療、災害情報などの収集、伝達、記録（ク

ロノロジー）に関すること。 

2 EMIS等を活用した、現地情報・医療機関等の

情報収集・分析に関すること。 

3 医療スタッフ等の派遣要請に関すること。 

4 透析等特殊医療の情報収集・対応に関するこ

と。 

5 医療スタッフ、傷病者等の搬送体制の確保・

調整及び搬送支援に関すること。 

6 医療救護所の設置に関すること。 

7 感染症防疫対策の指揮・指示・実施に関する

こと。 

8 その他災害医療関係の確保・調整に関するこ

と。 

衛生薬務班 

（衛生薬務

課長） 

1 医薬品、医療資機材等の調達・調整・搬送体

制の確保に関すること。 

2 食中毒等防止対策の指導・実施に関するこ

と。 

3 災害による遺体の処理に関すること。 

4 特定動物の被害状況及び逸走有無の把握と危

害防止対応に関すること。（動物園を除く） 
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5 その他災害時の対人保健に関すること。 

 

別表第 1 子ども未来部、子ども未来総室、母子保健班の項を次のように改め

る。 

母子保健班 

（母子保健

課長） 

1 保健衛生部母子保健班の応援に関するこ

と。 

2 妊産婦の安全確保に関すること。 

別表第１まちづくり部の項を次のように改める。 

まちづく

り部 

（まちづ

くり部

長） 

まちづくり総

室 

（まちづくり

総室長 

総務班 

（総務課

長） 

1 部内の活動の調整及び連絡に関すること。 

2 部内の庶務に関すること。 

3 部の管理に属する施設等への応急対策の指示

及び被災状況のとりまとめに関すること。 

4 受援（部内）に関すること。 

住宅班 

（住宅課

長） 

市営住宅の被害状況調査並びに応急対策に関する

こと。 

空き家対策

班 

（空き家対

策課長） 

1 部内各班への応援に関すること。 

2 危険な空家等の所有者への指導等に関するこ

と。 

まち開発室 

（まち開発室

長） 

都市計画班 

（都市計画

課長） 

1 区画整理区域内の応急対策に関すること。 

2 被災宅地危険度判定に関すること。 

拠点開発推

進班 

（拠点開発

推進課長） 

部内各班への応援に関すること。 

公園緑地班 

（公園緑地

課長） 

1 公園、動物園等施設の被害状況調査及び応急

対策に関すること。 

2 庁用自動車の移動に関すること。 
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建築指導班 

（建築指導

課長） 

1 災害時の建築指導に関すること。 

2 被災者に対する建築相談に関すること。 

3 建築基準法（昭和25年法律第201号）の施行に

関する報告に基づき「災害時の報告」をするた

めの調査に関すること。 

4 住宅金融支援機構の災害住宅貸付に伴う特別

な建築確認審査業務に関すること。 

5 非常災害時における仮設建築物に対する制限

の緩和をする区域（建築基準法第85条）を指定

する業務に関すること。 

6 被災建築物応急危険度判定に関すること。 

まち整備室 

（まち整備室

長） 

都市基盤整

備班 

（都市整備

課長） 

1 都市計画道路、橋梁等の被害状況調査に関す

ること。 

2 都市計画道路、橋梁等の応急修理に関するこ

と。 

3 警戒区域の状況の防災班への伝達に関するこ

と。 

4 交通規制への協力及び交通安全に関するこ

と。 

道路河川班 

（道路河川

課長） 

1 河川及び道路の被害状況の収集、伝達及び報

告に関すること。 

2 災害時に必要な機械器具、車両及び材料等の

調達並びに保管に関すること。 

3 災害時の堆積土砂の搬出等の整理に関するこ

と。 

4 障害物の除去に関すること。 

5 放置車両の移動に関すること。 

6 道路の応急措置に関すること。 

7 水門等の災害復旧工事に関すること。 
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8 災害による河川水路等の復旧工事に関するこ

と。 

用地班 

（用地課

長） 

部内各班への応援に関すること。 

建築営繕班 

（建築営繕

課長） 

1 緊急収容施設の建築に関すること。 

2 応急仮設住宅の建築等に関すること。 

3 応急修理資材の調達及び配給に関すること。 

4 被災した住宅の応急修理に関すること。 

5 市有財産及び営造物の被害状況調査並びに応

急対策に関すること。 

 

 
 附 則 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 
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任免辞令 
 

（市長事務部局） 

市立甲府病院 診療部 科部長 新中 康史 
 
甲府市職員の定年等に関する条例第２条の規定により定年退職とする 

以 上     発 令 日  令和 ８年 ３月３１日 
 

総務部  人事管理室職員課 課長補佐 井上 英之 
総務部  人事管理室職員課 係長 岩下 美貴子 
総務部  人事管理室人材マネジメント課  主任 坂本 優哉 
企画部  企画総室総務課 主任 中澤 航 
市民部  税務管理室市民税課 課長補佐 小林 陽子 
福祉部  福祉総室健康保険課 課長補佐 長田 麻衣子 
福祉部  福祉支援室障がい福祉課 主事 菅原 優太 
福祉部  福祉支援室長寿介護課 主事 平山 のぞみ 
福祉部  福祉支援室長寿介護課 課長補佐 依田 幸二 
福祉部  福祉支援室長寿介護課 課長補佐 鶴田 良江 
保健衛生部  保健衛生総室健康政策課 課長 深井 和孝 
子ども未来部  子ども未来総室子育て支援課 主任 吹田 孝輔 
子ども未来部  子ども未来総室子育て支援課 主事 川上 愛由花 
子ども未来部  子ども未来総室子ども保育課 主事 小林 直稀 
子ども未来部  子ども未来総室子ども保育課 主任 井上 由香 
子ども未来部  子ども未来総室子ども保育課 主事 原 柚稀 
子ども未来部  子ども未来総室母子保健課 課長 小田切 いのり 
子ども未来部  子ども未来総室母子保健課 課長補佐 雨宮 令子 
環境部  環境総室ごみ収集課 作業主任 藤巻 裕司 
環境部  甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合派遣  室長 板山 高久 
産業部  商工観光室商工課 主事 神保 摩智子 
産業部  農林振興室就農支援課 課長 佐野 研一 
産業部  市場経営室 室長 今井 慎一 
まちづくり部  まち開発室区画整理課 技師 水谷 伶弥 
まちづくり部  まち整備室道路河川課 課長補佐 加藤 裕樹 
まちづくり部  まち整備室道路河川課 技師 雨宮 良太 
まちづくり部  まち整備室道路河川課 統括主任 古屋 守 
まちづくり部  まち整備室建築営繕課 課長補佐 浅井 哲也 
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まちづくり部  まち整備室建築営繕課 課長補佐 河西 哲也 
まちづくり部  まち整備室建築営繕課 係長 渡邉 好仁 
  会計室 主任 萱森 ちひろ 
市立甲府病院  診療部 医長 阿部 萌子 
市立甲府病院  診療部 科長 緒方 亮二 
市立甲府病院  診療部 科長 平井 優 
市立甲府病院  診療部 医師 本間 澪 
市立甲府病院  診療部 医長 横山 俊一郎 
市立甲府病院  診療部 主任 白滝 航平 
市立甲府病院  診療支援部 技師長 中川 英二 
市立甲府病院  診療支援部 技師長補佐 塩島 良彦 
市立甲府病院  看護部 技師 丸野 天音 
市立甲府病院  看護部 看護師長 保坂 栄子 
市立甲府病院  看護部 副看護師長 上杉 淳子 
市立甲府病院  看護部 主任 土橋 美由紀 
市立甲府病院  看護部 看護師長 丸山 さとみ 
市立甲府病院  看護部 看護師長 渡邉 清美 
市立甲府病院  看護部 主任 古屋 佳江 
市立甲府病院  看護部 主任 木之瀬 由起乃 
市立甲府病院  看護部 看護師長 小俣 千惠子 
市立甲府病院  看護部 主任 成嶋 由紀子 
市立甲府病院  総合相談ｾﾝﾀｰ看護支援室 主任 佐々木 薫 
（各通） 
退職を承認する 

以 上     発 令 日  令和 ８年 ３月３１日 
 
（教育委員会） 
教育部  部長 飯田 浩明 
教育部 教育総室総務課 主事 浅利 賢子 
教育部 教育総室学校教育課 課長補佐 山主 公彦 
教育部 生涯学習室生涯学習課 主任 土屋 明美 
教育部 生涯学習室生涯学習課 係長 小林 学 
（各通） 
退職を承認する 

以 上     発 令 日  令和 ８年 ３月３１日 
 

（上下水道局） 
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工務部  工務総室計画課    課長補佐   井川 順子 

（各通） 

退職を承認する 

以 上    発 令 日  令和８年３月２７日 

 

業務部  業務総室給排水課   課長補佐   駒井 公一 

工務部  水道管理室水道課   課長補佐   上野 和広 

工務部  下水道管理室下水道課 課長補佐   向井 一哲 

 

（各通） 

退職を承認する 

以 上    発 令 日  令和８年３月３１日 
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